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前泊 晴美

要 旨

本稿は､米国主要新聞2紙 (ワシントンポス トとニューヨークタイムス)による2009年から2010年の普天間基地移設

問題報道をロバー ト･M ･エントマンによる政治コミュニケーションのフレーミング理論を援用し､分析したものであ

る｡米国紙のメディア ･フレームを抽出し､傾向を解明し､これらのフレームが鳩山政権の崩壊に大きな影響を与えた

ことを検証した｡

要 約

本稿は､鳩山政権時の2009年9月から2010年6月のワシントンポス トとニューヨークタイムスにおける在沖海兵隊普

天間航空基地移設問題報道に関する66記事を分析し､両紙のメディア ･フレームの酷似性を確認した.特に､日米同盟

重視を強調するフレームの酷似性が高かった｡記事の分析には､政治コミュニケーション研究者ロバー ト･M ･エント

マンのフレーミング理論を援用した｡フレームの機能には､①結果や状況を問題点として定義する｡②問題の原因を診

断する｡③それについての道徳的判断を示す｡④問題の解決法,あるいは状況の改善法を推奨する (筆者訳)の4つが

あり､両紙の記事はフレームが果たす機能すべてを満たしていることが確認されたo多くの記事において､鳩山首相が

中心的なアクターに据えられており､鳩山首相の政治的に ｢実現不可能な｣公約､つまり普天間基地の沖縄県外および

日本国外への移設が､ここでは長年のE]米同盟を揺るがす上記(訓こあたる ｢間是副 としてフレーミングされているO上

記②問題の原因は､｢経験のない､未熟な｣鳩山新政権の発足であろう｡鳩山政権は､2006年に日米で ｢合意｣決定され

た普天間飛行場の辺野古移設を ｢破棄する｣意思を米政府に伝え､米国政府､メディアの強い反発に遭う｡米主要メディ

アは､こぞって､上記の③にあたる ｢道徳的な判断｣を打ち出した｡それは､沖縄の人々の負担を軽減するために､普

天間基地は ｢できるだけ早く,人口がより少ない場所へ移設するべきだ｣という判断であるD移設地候補の決定を先送

りにする鳩山首相に怒りをあらわにする沖縄の人々の様子を､米新聞が 1､2行で端的に報道することにより､上述の

｢道徳的判断｣は強化され､同時に､鳩山首相の ｢優柔不断さ｣と ｢無能さ｣を強調することにも成功し､移設地が決定

されない責任を首相個人の ｢優柔不断さ｣や ｢無能さ｣に帰結する傾向が見られた｡沖縄内外からの日米安保の見直し

を求める声や､基地を全国の都道府県で平等に負担すべきだという議論はほとんど報道されず､普天間基地の移設が進

まないのは､鳩山首相個人あるいは民主党政権の責任だという一貫した論調が押し通されていた｡そして､その論調が

示唆することは､首相が辺野古移設に同意し､早急に計画を進めない限り､普天間基地周辺の人々の生命が脅かされ続

け､鳩山首相および民主党はその責任を取らなければいけないということであった｡

さらに､この間題への解決策として提示されていたのは､普天間飛行場の ｢沖縄県内の人口がより少ない土地への移

設｣､つまり､沖縄県北部名護市の辺野古地区への移設であった｡そうすれば､｢核武装された北朝鮮｣の脅威に対抗す
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る ｢抑止力｣として辺野古に建設予定の新基地が機能するという論理である｡もう一つの解決策として米国新聞が挙げ

ていたのは､｢鳩山首相の辞任｣であった｡また､地位協定や米軍基地から派生する環境汚染､｢思いやり予算｣に関す

る言及が皆無に近い点を指摘したO

ワシントンポストとニューヨークタイムスの記事では､日米同盟重視､普天間基地の辺野古移設ありきのメディア ･

フレームが顕著であり､普天間基地移設問題は､鳩山由紀夫首相の政治的手腕と関連して報道された｡それらの報道は､

日本のジャーナリス トやメディア､政治エリー トたちに影響を与え､鳩山政権崩壊の重要な要因の一つとなったと考え

られる｡

キーワード:米国主要新聞､普天間基地移設問題､鳩山首相辞任､メディア ･フレーム､フレーミングの機能

Summary

Thispaper･examines66articlesontheFutenmaissuethatappearedintwomajor･U.S.newspapers,The

WashmgtonPostandTheNewYorkTiTneS,in2009-10andfindsthemediaframesofbothpaperstobenearly

identical,especiallyinhighlightingtheimportanceoftheJapan-U.S.securltyalllanCe.RobertM.Entman■S

theoryofframinginpoliticalcommunicationlSemployedinanalysュsOfthearticlesconcerningPrlme

MinisterYukioHatoyama'ShandlingOftherelocationoftheFutenmaU.S.airbase.ThenewspaperartlCles

successfullyimplementedallfourfunctionsofnewsframingandmayhavehadinfluenceontheresignation

ofJapan▲sPrimeMinisterinmid-2010.

Keywords:MCASFutenmarelocationissue,U.S.newspapers,Mediaframe,FunctionsofFramlng,The

HatoyamaAdministration

I.lntroduction

ThispaperpresentsananalysュsOf66English

languagenewspaperarticlesrelatedtotheissue

oftheproposedrelocationoftheMarlneCorps

AirStation(MCAS-Futenma)inOkinawa,Japan.

The articles appeared during the per･10d of

September 2009 through June 2010,the ten

monthsdurlngWhichYukioHatoyamaset-vedas

PrimeMinisterofJapan.TwoU.S.newspapers

weretargetedforinvestlgationofcoverageofthe

MCAS-Futenmarelocation,TheWashingtonPost

(WP)and TheNew York Times (NYT),with

NYT publishing nearly twiceasmany relevant

articlesasthenumberpublishedbyWP durlng

thatperiod.Investlgation ofthestructureand

contentorthearticlesrevealsgeneraluniformlty

inthepresentationofinformationandviewsthat

couldbeinterpretedassupportiveofU.S.inter-

estsandthemaintenanceoftheJapan-U.S.Secu-

rity Treaty slgned in 1960;however,thereare

alsonotablegapsinthepresentationofrelevant

information.TheabserlCeOfinformation along

withthepresentationofinterpretlVeViewsissuch

astosuggestauniformityofjournalistictreat一

mentdetrimentaltotheexpressedconcernsofthe

inhabitantsoftheisland wherein theFutenma

MarineCorpsAirStationissituated.

The analysュs presented here employs the
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identification of media frames, in particular with

reference to Robert M. Entman's theory of fram

mg m political communication. Investigation of

the 66 articles reveals that journalistic presenta

tion of the issues surrounding the relocation of

MCAS-Futenma, and the involvement of Prime

Minister Yukio Hatoyama in those decisions, ful

filled all four functions of the framing process of

news: defining effects/conditions as problematic,

identifying causes, conveying a moral judgment,

and endorsing remedies/improvements (underline

provided here for ease of reference). As men

tioned, the period of investigation of news articles

related to the MCAS-Futenma relocation problem

coincides with Hatoyama's tenure of the office of

Prime Minister of Japan, from 16 September 2009

to 2 June 2010, the date of his resignation.

Scrutiny of the articles opens the question of di

rection of influence: does the news determine the

reporting or does the reporting determine the

news (and influence outcomes)?

II. The Data: procedure of collection and cri

teria for inclusion

Using the key terms Okinawa, Futenma, and

military to search within the database Lexis/

Nexis, I was able to retrieve a large number of

newspaper articles. After a preliminary analysis,

I narrowed the collection to those U.S. newspaper

articles relevant to the Issue of the relocation of

MCAS-Futenma which were published in either

The Washington Post (WP) or The New York

Times (NYT) during the ten-month period from

September 2009 until the end of June the follow

ing year. I retrieved 25 articles from WP and 49

from NYT, but then further restricted the collec

tion by excluding from analysis all editorials,

•
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letters to the editor, and commentary columns,

resulting in a data corpus of 23 articles from WP

and 43 from NYT.

The selection of those two newspapers was

motivated by (1) recognition of their being gener

ally considered as politically influential in the

United States, especially in Washington, DC, the

seat of government of the United States, and

(2) the fact that those newspapers have correspon

dents in Japan. Although the key terms also en

abled retrieval of articles from other newspapers,

investigation of those retrieved from The Los

Angeles Times (LAT) , indicated that they were

not relevant to the issue of the MCAS-Futenma

relocation. The exclusion of commentary and in

terpretive articles was done during the writing of

this paper, and was undertaken for the following

reasons: (1) those newspaper entries are few in

number and are structurally different from those

m the larger group of news-reporting articles,

(2) the style of language use is intentionally less

"objective" in those entries, and (3) though the use

of frame analysis is inapplicable to those entries,

the results of such analysis are not appropriately

presented within statistical comparison of the

body of retrieved newspaper articles. Nonetheless,

in the analysis section of this paper, there will be

occasional reference to some of those non-

reportive articles.

The following graph presents the number of

relevant articles appearing in the two newspapers,

and is enumerated for each of the months in the

designated ten-month period.
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ill. The Analytical Framework: media frames

and news framing

Journalists frame news III order to simplify

complex issues. Gamson and Modigliani, defined a

media frame as "a central organizing idea or

Graph 1. Number of relevant articles appearing III

The Washington Post (WP) and in The New
York Times (NYT) per month for a ten-month
period. Key words: Okinawa, military, Futenma
Database: Lexis /Nexis

of cause, provision of moral judgment, and provi

sion/endorsement of remedy. In both NYT and

WP, Prime Minister Yukio Hatoyama is pre

sented as the central actor. The campaign promise

Hatoyama had made for relocating the Marine

Corps Air Station in Futenma to mainland Japan

or overseas was identified as a politically "unreal

izable" promise, and the planned relocation was

framed as problematic: the major U.S. and Japa

nese newspapers claimed that such a relocation,

or attempt at a relocation different from the one

agreed upon in 2006, would threaten the Japan

U.S. alliance. However, the cause of the problem

was identified not as the existence of the MCAS-

Futenma issue in both U.S. papers indicates that

all four functions of framing are present: identifi

cation of the issue as problematic, identification

__WP

-4-NYT

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April May June
2009 2010

O~-----. ,...,.---,-------.--,--+-..,......h--,---,------,

5~--- -----j1k---+------I ----1-+---

4~------,I-~-"'::"'-+--+--\---IJ~r---

story line that provides meaning to an unfolding

strip of events" (Gamson & Modigliani 143).

However, because issues surrounding the reloca

tion of MCAS-Futenma are interwoven with the

Futenma base or as the existence of the Japan

U.S. Security Treaty (960), but was identified as

the consequence of the Hatoyama administration's

being new and "inexperienced" and Hatoyama's

process of diplomatic policy making, I prefer to

utilize Robert M. Entman's concept of framing in

political communication. According to Entman,

the verb "to frame" or "framing" refers to the

process of selecting and highlighting one or more

aspects of a perceived reality, and enhancing the

salience of an interpretation and evaluation of

that reality (Entman 26). Basic functions of

framing are identified as follows: "defining effects

or conditions as problematic, identifying cause,

conveying a moral judgment, and endorsing reme

dies or improvements" (underlining added here

for ease of reference). Entman considered frames

which perform at least two of these four func

tions to be substantive frames (Entman 5).

Investigation of the coverage of the MCAS-

"misguided" attempt to renege on the 2006 agree

ment between Japan and the United States re

garding the relocation of MCAS-Futenma. The

third function of framing, the conveyance of a

moral judgment, could be found in newspapers in

both Japan and the U.S.; the position taken was

that the U.S. military air station should be

moved to a less populated area as soon as possi-

ble, which implied the only possible location IS

Henoko in Okinawa for no other prefectures III

Japan except that Osaka claimed to take the U.S.

base in their backyard. That is, there was una

nimity in the recognition of inappropriateness or

injustice in allowing MCAS-Futenma to remain in

its present location and circumstances, and that

unanimity itself precluded investigatory discu-

• •
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sSlOn of the reasons for relocation. In reporting To reiterate, the Futenma issue is framed as

on Okinawans who were infuriated by problematic and the script is dominated by criti-

Hatoyama's "indecisiveness" and "inability" to find

a relocation site, it was therefore implied that

Hatoyama was the primary cause for delaying

the process of relocating MCAS-Futenma. The im

plication of such framing suggested that unless

Hatoyama agreed to the earlier (2006) relocation

plan, he would be held responsible for endanger

ing the lives of those presently living near

MCAS-Futenma. The fourth function of framing,

the introduction of a remedy, was suggested m

the U.S. and Japanese media: initially it was to

relocate Marine Corps Air Station Futenma to a

"less-populated area of Okinawa," but ultimately

the media in Japan and the U.S. suggested an

other remedy: Hatoyama's resignation. It was

suggested that the resignation would expedite the

remedy initially offered: to expedite the relocation

of MCAS-Futenma.

cism against the Hatoyama Administration's mis

handling of the relocation. There was, however,

only one story each from NYT and WP that

would be categorized as scripts presenting the in

terests of residents in Futenma, reported as inter-

views with anti-U.S. base activists and educators.

Okinawans' vocalized distrust of Hatoyama was

then effectively used to support the newspapers'

having framed the Hatoyama administration as

one of the causes of the problem and his resigna

tion as an expedient solution: "The United States

doesn't know if it can trust Hatoyama or not,"

said Hiroshi Ashitomi, one of the protesters stag

mg the sit-in in Henoko, "and neither do we

Okinawans" (1/23/10 NYT). That quotation was

strategically placed at the very end of the article.

The next section of this paper presents in

more detail the framing used for reporting on the

Figure 1. Function of Frames in WP and NYT for the Futenma issue (2009-2010) created by the author

Focus of Frames

Function of Frames WP NYT

Defining Problematic effects/con- · relocation of MCAS Futenma · relocation of MCAS Futenma
ditions

· Hatoyama's proposal: politically · disrupts U.S.-Japan ties
untenable and operationally un- · damaging disupute to U.S.-
workable Japan relations

· strained the Japan-U.S. · Hatoyama angered the U.S.
security alliance

Identifying cause/agent "inexperienced" Hatoyama's politi- · politically toxic issue
cally "unrealizable" promise to move · politically "unrealizable" promise to
MCAS Futenma off Okinawa move MCAS Futenma off Okinawa

· Hatoyama reneged on the $26 · Hatoyama reneged on the 2006
biliion agreement in 2006 between agreement between Japan and
Japan and U.S. to relocate MCAS U.S. to relocate MCAS Futenma
Futenma within Okinawa, mOVIng within Okinawa
8,000 marines to Guam

Conveying moral judgment · MCAS Futenma should be moved to · MCAS Futenma should be moved to
a less crowded area in Okinawa a less populated area in Okinawa

Endorsing remedy · MCAS Futenma's relocation to a · MCAS Futenma's relocation to a
less crowded area in Okinawa; less populated area in Okinawa;

· Hatoyama's resignation · Hatoyama's resignation

•
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MCAS-Futenma issue and Hatoyama's inappropri

ate handling of the matter.

N. Analysis

This section provides evidence that NYT and

WP are indeed quite similar in their handling of

information and in their framing for presentation

of that information. This section begins with a

chart of the topics that are covered, organized ac

cording to the media frames that are used for the

presentation of those topics. Following that is a

more detailed account of the information pre-

sented, with quotations from the newspapers.

This section ends with focus on the information

that is not presented. Figure 1 provides an easily

understood organization of the information pre

sented by the two newspapers and the functions

of the frames employed for the presentation of

that information. (See page 5)

N .1. The objective, factual presentation of

news and the illusion of completeness

Though newspapers carry a wide variety of

type of articles, articles which are recognized as

standard newspaper "news" articles are usually

presented as if they were factual reports and con

tained all of the important or relevant informa

tion.

Both NYT and WP are nearly identical in

their handling of this issue of the MCAS

Futenma relocation, but their articles appear to

be predicated on the accepted importance of the

Japan-U.S. alliance. They present this informa

tion, which is modified for value (as in the use of

superlative forms), as if the information itself

were uncontestable fact.

Thus, in both U.S. papers, the United States

•
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is repeatedly described as "Japan's biggest ally"

(9/4/09 NYT), "Japan's closest ally" 02/16/09

NYT) , "long time protector" (4/26/10 NYT) ,

"military protector" (9/7/09 WP), and so on. As

for Japan, it is described as "America's most im-

portant Asian ally" 0/12/10 NYT) , and

"America's closest ally" 02/11/09 WP). A quarter

of the selected articles appearing in WP is from

wire services such as Reuters and the Associated

Press. Of the remaining 17 articles, written by

WP reporters or staff, half clearly stressed the

importance of the Japan-U.S. alliance by position

ing the two nations as "the most important al

lies." About one third of the NYT articles used

the same or similar expressions.

In an effort to emphasize the significance of

the alliance, Japan is framed as being protected

under the U.S. nuclear umbrella, and therefore

defended from a nuclear-armed North Korea and

a fast-rising China. Three times WP inserted the

line "The U.S. is treaty-bound to defend Japan in

case of attack," first in an article on September

17 (an article which introduced the new leaders of

Japan), and again on November 17 (the only ar

ticle that reflected Okinawan voices), and again

on January 24 (which appeared the day after a

candidate opposing the presence of U.S. bases won

the mayoral election in Nago, the city within

which lies Henoko, the site identified in the ear

lier, 2006 agreement). Repeatedly, the newspaper

articles reminded the U.S citizens and Japan of

the agreed-upon "nuclear-armed protection." Both

newspaper simplied that if the Japan-U.S. secu-

rity alliance were not maintained as it had been

for the preceding 50 years, "nuclear-armed North

Korea" would become an imminent threat to

Japan. Positioning Japan's neighbors as a threat

•
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to peace was openly posed by the declaration:

"Both Washington and Tokyo want to relocate

Futenma to a northern part of Okinawa prefec"

ture, calling it an essential deterrent to an ascen-

ciant China and a nuclear-armed North Korea"

(11/21/10 WP underline added here).

By highlighting the importance of the Japan

U.S. alliance, both NYT and WP assume a politi-

cal stance that supports the national interests of

the United States. Reflecting the U.s. administra

tion's stance, NYT and WP display Hatoyama's

campaign to move MCAS-Futenma away from the

island of Okinawa as an effort to disrupt US

Japan relationships. Repeatedly, NYT depicted

Japan as having "frustrated and angered the

Obama administration" (1/12/10 NYT) and

Hatoyama's reneging on the 2006 agreement as

"raising the ire" of the Obama administration

(1/24/10 NYT) for having "sown confusion and

mistrust between the long time allies" (5/21/10

NYT). Almost half of NYT articles (21 of 43) de-

picted the U.S. administration as being annoyed

with the Hatoyama administration, an important

assertion in view of the fact that eighty percent

of NYT articles (35 of 43) stressed the impor

tance of the Japan-U.S. ties.

As already mentioned, half of 19 WP's own

articles also clearly positioned Japan and the U.S.

as closest allies or the U.S. as Japan's protector,

and nearly as many articles had either the frame

presenting China and/or North Korea as a threat

or the frame presenting the solution that MCAS

Futenma should be relocated to Nago. Neither

NYT nor WP attempted to question the very

presence of the U.S. Marine Corps on Okinawa,

but instead persisted in emphasizing the signifi

cance of the Japan-U.s. alliance, as follows:

•
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The U.S. alliance with Japan is the center

piece of American policy in Asia and has been

a foundation of security in the region for

decades. As the alliance has wavered, concern

has spread across the region, with officials

from South Korea to Australia expressing

worries about the future of the U.S. security

role (4/24/2010 WP underline added here).

After Hatoyama decided to gIve up his own

Futenma relocation plan, NYT described the deci

sion as Japan's having "dropped its resistance" to

a previously negotiated arrangement to relocate

MCAS-Futenma to another part of the island of

Okinawa, the decision having been "driven in part

by fears of hostility in [Japan's] neighborhood"

(5/27/10 NYT). This positioning stresses the view

of Okinawa's U.S. military installations as a de

terrent to threats from China and North Korea.

However, throughout the ten-month period of

newspaper coverage of the MCAS-Futenma issue,

focus was not put on the plight of those ad

versely affected by the presence of MCAS

Futenma U.S. military base occupying a large

and central portion of the town of Ginowan on

the small island of Okinawa. Amid all the lines of

criticism against the Hatoyama administration or

against Hatoyama himself, only one or two sen

tences might be squeezed in to describe Futenma

and its problems. This can be seen in the follow

ing media frame of the Futenma issue, with ref

erence to Hatoyama's political performance: "For

voters across Japan, the Okinawa issue is em-

blematic of Hatoyama's seeming inability to make

up his mind in a timely way on a broad range of

issues and campaign promises" (5/31/10 WP un

derline added here).
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N. 2. The illusion of neutrality and the use of

experts

To emphasize the importance of the U.S.

Japan alliance, NYT often quotes remarks from

for resolving the Futenma issue other than to

move MCAS-Futenma to Henoko (in Nago) and

that failure to accomplish that relocation will

have adverse effect on U.S. relations with Japan.

"political analysts," "experts," and "senior govern

ment officials," and sometimes refers to anony

mous sources. The selection of "political analysts"

appears to be neutral at first glance, yet upon

closer examination, NYT has effectively employed

quotations from professors and researchers who

It took the United States and Japan a decade

to negotiate a deal that would reduce the

number of American troops on Okinawa and

reposition those that remain. Japan's new

prime minister, Yukio Hatoyama, is refusing,

are supportive of the Japan-U.S. alliance. The

support of positions favorable to the U.S. is not

balanced out by quotations from professors and

researchers who articulate the plight of Okinawa.

In the article reporting Hatoyama's resigna

tion, some "analysts" said that "[Japan] still views

Washington as a largely benign protector"

(6/3/2010 NYT). The inclusion of the adverb

"largely" hints at the existence of views that the

"protector" is not always benign, but those views

are not presented, neither by the reporters nor by

experts and analysts who, presumably on the

basis of their professional expertise, are ac-

quainted with those negative views. An editorial

in NYT, appearing on Jan. 28, 2010, is an exam

ple revealing that even in the context of interpre

tive, in-depth coverage, this failure or refusal to

present a fuller picture of the situation underlies

the reporting of the newspapers. The editorial ap-

so far, to commit to the agreement, and the

Obama administration is being less than pa-

tient. Before any serious damage is done to

this important alliance, both countries must

work harder to find a compromise. The 2006

agreement was designed to lessen tensions be-

tween Okinawans and the more than 20,000

American troops they host. The deal includes

moving 2,000 Marines from the Futenma

United States Marine air station in the city

of Ginowan to the less populated Nago on

Okinawa's northern coast, and relocating

8,000 other Marines to Guam .... We hope

the Obama administration shows flexibility

and patience when two senior officials visit

Japan for security talks this week. They

should encourage Mr. Hatoyama to prove his

commitment to being an "equal partner" by

offering solutions. And the United States

peared after Susumu Inamine, an opponent to

U.S. bases, won mayoral election in Nago. Before

the election, the paper had reported that "this

seemingly minor election could, in an indirect

must make a more compelling case for sta

tioning troops in Japan. (There are another

20,000 American troops stationed elsewhere in

Japan or just off the coast.) The alliance is

way, have major consequences for the United

States' ties with Japan, Washington's most im-

portant ally" (1/23/10). It is apparent that NYT

highlighted the view that there is no other option

more important than the basing agreement.

But the longer the agreement is in limbo, the

more it stirs questions about the future of

the alliance. There are worrymg sIgns that

• •
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many of Japan's new leaders and its postwar

generation don't understand the full value of

the security partnership. A half-century of

American protection remains a bargain for

the Japanese. In much of Asia, it's seen as an

essential balance against a rising China and a

defense, if needed, against North Korea. The

United States must respect Mr. Hatoyama's

desire to strike a more independent course,

including by seeking improved ties with

China. A strong and equal partnership be

tween Tokyo and Washington is in both

countries' overwhelming interest. (1/28/10

NYT Editorial, underline added here)

The position of the people of Okinawa was

not expressed as newsworthy and was generally

not even alluded to in the articles. Instead, it was

presented by an authority whose opinion had not

been solicited by NYT reporters. On Feburary 8,

2010, Sarah Kovner, assistant professor of history

and Asian studies at the University of Florida,

wrote a letter that was published on the editorial

page of NYT under the heading "U.S. Bases in

Japan," a title which obscures and removes

Okinawa. In the letter, Kovner responds to the

editorial quoted above and poignantly criticizes

that editorial for its lack of account of the suffer-

ings of the Okinawans.

A half-century of protection may seem like a

"bargain," but for the men and women who

live near the bases that are concentrated in

Okinawa, they have been a tremendous bur

den. Your editorial should have noted why

citizens in base communities have opposed the

stationing of United States forces in Japan

•
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for more than 50 years. Women have endured

sexual violence from American servicemen.

Homeowners worry about toxic waste left be-

hind at abandoned bases. And everyone must

endure the screams of jet engines and inebri-

ated servicemen. All along, the United States

military has resisted demands to turn over

servicemen accused of major crimes to Japa-

nese custody. Any assessment of the United

States-Japan alliance must take into account

the safety and welfare of the men, women

and children who live with American bases,

and not just the strategic interests of the two

governments. (Sarah Kovner, 2/8/2010 NYT,

underline added here)

The inclusion of this letter on the editorial

page serves to present NYT as even-handed and

neutral in their position of covering a problematic

issue such as that of MCAS-Futenma. Neverthe-

less, the reader has no assurance that the letter

of Kovner's appears unedited. For that matter, it

is well possible that even by-lined news articles

have been trimmed of the kind of reporting that

Kovner complains is absent in NYT's accounts of

the situation in Okinawa.

v. Information gaps as a consequence of

framing

Here, I would like to raise three major points

that received little or no coverage as a result of

news framing. The lack of coverage of the follow-

ing three issues may have influenced readers' per

ceptions and judgments concerning U.S. military

related issues in Okinawa, especially the Futenma

Issue and the role of the Hatoyama administra-

tion.

•
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V. 1. Almost no report in NYT on SOFA and

military-related crimes and accidents

Among the New York Times articles on

Okinawa related issues, there are few that men

tion the crimes committed by the U.S. military

personnel and dependents on Okinawa, and there

is no commentary on the Status of Forces Agree

ment, which has been used to enable U.S. military

personnel to evade Japanese legal prosecution for

crimes committed against Japanese and Okinawan

people.

I found only one out of 43 NYT articles con

cerning the Futenma issues which mentions the

unfair "agreements" in SOFA 01/12/09), though

the focus of the article was neither on the unfair

treaty itself nor on the injustices done to the

residents of Okinawa. The lack of reporting on

the consequences of this unfair agreement quite

likely has contributed to misunderstandings of

Okinawan's protest against the U.S. military

presence.

V. 2. Almost no report in the U.S. media on

the "sympathy budget" (host nation sup

port)

As NYT states in the 1/28/10 editorial, "A

half-century of American protection remams a

bargain for the Japanese," the idea of Japan's

taking a "free-ride" on U.S.-Japan Security Treaty

(960) 0/30/10) is prevalent among the journal

ists and the readers of NYT. However, except for

one case in NYT, in which Joseph Nye, a

Harvard professor, briefly referred to it as

Japan's "generous host nation support" and noth

ing further, neither NYT nor WP mention the

presence of "host nation support," which was for-

merly termed "sympathy budget" by the Japanese.

•
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According to The Okinawa Times (OT) , "host na

tion support" pays for 70 percent of the expenses

of the U.S. military in Japan. Japan pays three

times more host nation support than does

Germany. Japan pays the highest cost of host na

tion support for the U.S. military presence. It

could be said that if the U.S. military installa

tions in Japan are moved to mainland U.S., it

will cost much more to maintain them. (5/7/11

OT translation mine)

V. 3. Inadequate coverage of environmental

contamination caused by U.S. military

The perilous environment in Futenma was

only briefly touched upon by NYT and WP (five

articles in WP including two from AP, and two

from the NYT). However, it is common knowl-

edge among the Japanese bureaucrats that there

is heavy environmental contamination on Okinawa.

VI. Conclusion

Through examining major U.S. newspapers, I

have found that media frames of the Futenma

issue in both newspapers are almost identical.

Their media frames revolve around the impor-

tance of the Japan-U.S. security alliance. They

framed the Futenma issue in connection with the

new, "inexperienced" Hatoyama administration's

"inability" to find a relocation site within Japan,

thus, infuriating the Okinawans who have long

protested against the U.S. military presence on

their land.

Significant absence of reports on the Status

of Forces Agreement, crimes committed by U.S.

military personnel and their dependents, and envi

ronmental contamination derived from the U.S.

bases may well have primed the readers' subtly

•
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biased stereotypes of Okinawans and the plight of

Okinawa. As Entman explicates in Projections of

Power, this is the consequence of framing: "the

coverage might neglect to provide explicit evalua

tions of the related event or issue. The news fre

quently exhibits such voids in framing, gaps that

audiences may fill by using tacit understandings,

(that is, their existing schemas) or that they may

simply ignore" (Entman 23, italics mine). I would

argue, therefore, that what assisted the media's

neglect to provide Okinawan people's accounts of

the Futenma issue can be equated to "willful

blindness" reflecting the media's political stance to

maintain the tight relationship between the two

nations. In order not to have the U.S. bases re-

moved from Okinawa or from Japan, resulting in

the loss of host nation support (no mention in

the article), the U.S. government and media in

sist, as they have always maintained, that

"Okinawa and the Futenma issue" are Japan's do

mestic problem.

One could say that the media frames of the

Futenma issue by these two major U.S. newspa

pers indirectly motivated the Japanese public to

demand a new prime minister. Japanese reporters

tend to be immensely influenced by powerful U.S.

newspapers such as NYT and WP. Kensei

Yoshida calls such journalists "brainwashed"

propagandists of the Japan Handlers (Yoshida

91). When a WP columnist, Al Kamen, identified

Hatoyama by the expreSSIOns "a big loser" and

"loopy," Japanese newspapers reported on his

comment: some Japanese reporters believed that

his remarks invited a big plunge in opinion polls

on Hatoyama and eventually led to his resigna

tion (6/5/10 WP). Such reporters wrote articles

III favor of U.S. national interests, which could

•
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well have influenced the Japanese public to accept

those views without critical thinking. Iyenger and

McGrady found that after September 11, 2001,

U.S. President George W. "Bush's popularity was

closely tied to assessments of his performance on

terrorism" (Iyengar 3884). Similarly in Japan, it

could be said that Hatoyama's popularity was tied

to his handling of the Futenma issue. Repetitive

U.S. newspaper descriptions and media frames of

negative images of Hatoyama's being an "indeci

sive" and "inexperienced" leader was what reso-

nated in Japanese media accounts of Hatoyama.

NYT claims that Hatoyama resigned "largely for

his failure to move an American air base off

Okinawa" (6/3/10) and calls the Futenma issue a

"politically toxic issue that drove Mr. Hatoyama

to resign" (6/7/10). That assessment was identi

cal with the reportage of Japanese major newspa

pers at that time. In a future paper, I plan to

look further into the priming effects that occur

between U.S. and Japanese media.

This paper has examined two major U.S.

newspapers' biased framing of the Futenma issue.

To conclude, the coverage of the Futenma issues

by The New York Times and by The Washington

Post in articles appearing in late 2009 through

mid 2010 emphasized the necessity of the Japan-

U.S. security alliance and appear to have contrib

uted to the collapse of the Hatoyama administra

tion, with the result being a reversion to the

decision made by the U.s. and Japanese govern

ment in 2006 to relocate the Futenma Marine

Corps Air Station to a site within Okinawa.

Bibliography

Arasaki, Moriteru ed. Profile of Okinawa. Tokyo:

Techno Publishing, 2000.

•



rtfut~*~J 9 -€'} 2012if 3 FJ•
Donsbach, Wolfgang, ed. The International

Encyclopedia of Communication. Vol. IX.

Oxford: Blackwell Publishing. 2008.

Entman, Robert, M. Projections of Power, Framing

News, Public Opinion, and u.s. Foreign

Policy: Chicago. University of Chicago Press.

2004.

Gamson, W. A., & Modigliani, A. "The Changing

Culture of Affirmative Action." In R. G.

Braungart & M. M. Braungart, eds.

Research m Political Sociology, vo1.3,

Greenwich, CT: JAI Press, pp.137-77.

Iyengar, Shanto. "Priming Theory" in Donsbach.

pp. 3883-3886.

Jennings, Bryant, and Mary Beth Oliver eds.

Media Effects: Advances in Theory and

Research. New York: Routledge. 2009.

Kabashima Ikuo, Takeshita Toshiro, Serikawa

Yoichi. Media and Seiji. Tokyo: Yuuhikaku

2007.

Maeda Tetsuo. Zainichibeigunkichi no shuushi-

kessan. Tokyo: Chikumashinsho, 2000.

Maedomari Hiromori. Motto shiritai! Honto no

Okinawa. Iwanami booklet No. 723. Tokyo:

Iwanamishoten, 2008.

Suda, Shintaro. Hondo no mngenwa shiranaiga,

Okinawa no hitowa mmna shitteirukoto

Tokyo: Shosekijyohosha, 2011.

The New York Times Lexis/Nexis. September 1,

2009 to June 2010.

The Okinawa Times May 7, 2011.

The Washington Post Lexis/Nexis. September 1,

2009 to June 2010.

Yoshida Kensei. Senso izonsho kokka America to

Nippon. Tokyo: Kobunken, 2010.

•
12

(~ )()
•

Acknowledgement

A portion of this paper was originally pre

sented at the international conference, Dialogue

under Occupation V, held at Okinawa Christian

University on August 8, 2011. I would like to

thank Dr. Nozomi Irei, assistant professor at

Southern Utah University and Dr. Karen

Luperdus, professor at Okinawa International

University, for their sincere comments and useful

suggestions.

•



〔亘二重二) 西尾敦史 :成年後見の社会化における法人後見の意義

成年後見の社会化における法人後見の意義

一沖縄県内の市町村社会福祉協議会の取 り組みを通して一

西尾 敦史*

A JuridicalPersonasaGuardianinAdultGuardianshipSystem:

FocusingontheEffortsoFMuniclpalSocialWelfareCouncilsinOklnaWaPrefecture

NISHIO Atsushi

要 旨

成年後見制度の社会化において重要な役割を果たす法人後見の取り組みが全国的に広がってきている｡沖縄における

権利擁護 ･成年後見ニーズの拡大を踏まえ､総合的な権利擁護システム構築の視点に立ち､県内の市町村社会福祉協議

会 (社会福祉法人)が法人成年後見に取り組む意義と課題について､県内外の先行事例から検討する｡

要 約

介護保険制度と車の両輪としてはじまった成年後見制度は､民法の家族法部分を改正する形で行われた｡家族法の枠

組みを超えて､家族だけでなく第三者の後見人が選任されるが､｢介護の社会化｣と同様,成年後見を社会全体で支える

｢成年後見の社会化｣が重要となる｡成年後見の社会化において､重要な役割を果たすと思われる新たな制度に ｢市民後

見｣｢複数後見｣などと並んで ｢法人後見｣があり､全国的にも社会福祉協議会などの社会福祉法人やNPOを中心に､

法人が後見人として受任する事例が徐々に広がっている｡

本論においては､沖縄県内において高まる成年後見ニーズの状況を踏まえ､成年後見の社会化の重要な指標として法

人後見に焦点をあて､先行事例として､広島県呉市､福岡県北九州市､沖縄県沖縄市の各社会福祉協議会の取り組みの

調査結果から､介護と同様,家族の負担感を軽減し､第三者を含めたゆるやかなネットワークによる総合的な権利擁護

システムの構築を構想するO

その上で､県下の市町村社会福祉協議会が担い手となる場合の､法人後見を推進する ｢社会化｣の意義を考察し､そ

の実務上の課題として､利益相反とならないこと､適切な事務推進および監査体制と財政基盤が重要であることを見出した｡

キーワー ド:地域福祉権利擁護事業 (日常生活自立支援事業)､市民後見人､社会福祉法人､家庭裁判所

Abstract

工n2000,theadultguardianshipsystem wasestablishedinJapantoensuresupportfortheelderlyandthe

disabledwhohavediminishedmentalcapacitiesandprotectthem from fraudandotherfoulplay.Thenumber

ofpeoplerequlringguardlanSWillsnowball.Infact,therearealready130,000peoplearoundthenationreceiv-

1ngSupportundertheadultguardianshipsystem.

Clearly,thecurrenttrendistoappointasguardianslawyers,judicialscriveners,welfareworkersand

*沖縄大学人文学部福祉文化学科 nlShlO@oklnaWa-u.aC.Jp
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otherspecialists.ByappolntlngSuchthird-partyprofessionalstroublecanbeavoidedandtherightsofthein-

capacitatedelderlyordisabledwardbeprotected.

Forsocializingtheadultguardianshipsystem,somenew systemssuchas-'citlZenguardians'■,'■plural

guardlanSl●and"juridicalpersonasguardiansHwereintroduced.Somepublicservicecorporationsrelatedto

welfareandothernon-profitcorporatlOnShavebeenchosenasguardiansrecentlyinJapan.

ThepurposeofthisstudyistoclarifythefunctionofHjuridicalpersonasguardians…asakeyforsocial-

izlngtheadultguardianshipsystem.Weexamlnedcasestudiesforsomeprecedent'1Juridicalpersonasguardi-

ans'practiceslnOtherreglOnSlnJapanandanalyzedthefamilystructureandcurrentsituatlOnOfright

protectlOnandsoclalsupportpolicleSinmunlClpalitiesinOklnaWaprefecture.EachreglOnmustbuildalast-

1ng,reliablesystem.

Wesuggestthatmuniclpalsocialwelfarecouncilshouldtackle‖juridicalpersonasguardiansHsystem in

whichexpertsbeentrustedwithdifficultcases,whllecltizenguardlanSmaySufflCeinsimplercases.Andthe

system shouldbeflexible,makingitpossibletochangeguardianswhenaperson■scircumstanceschange.The

lossofstrongcommunitytiesisfeltevermoreacutelythesedays.WeproposethefunctlOnOf''juridlCalper-

sonasguaLr･dians'tsystem fordevelopnew klndsofrelationshipslnCOmmunitleS.

Keywords:munlClpalsocialwelfarecouncil,civllguardian,socialwelfarecorporation,familycourt

はじめに

長く､介護は家族が担うものという意識がわが国で

は一般的だったが､その介護を社会全体で支えること

(介護の社会化)を目的として介護保険制度が作られ

た｡従来の社会福祉制度における措置 (行政処分)で

はなく､利用者がサービスを選択できる利用制度となっ

たが､成年後見制度は､その利用契約をサポー トする

役割をもつ｡

この成年後見制度は､民法の家族法の部分を改正す

る形で2000年にスター トしたが､改正された内容は､

第三者の専門職が後見人に選任されるなど､家族だけ

が後見を担う形にはなっていない｡制度は､｢介護の

社会化｣と同じように､成年後見を ｢社会化｣するこ

とが志向され､従来の家族法の枠組みを大きく変える

こととなった｡この ｢社会化｣は､成年後見による支

援を国や地方自治体が中心になって広く市民に保障す

るシステムを構築することであり､単に民法上の財産

管理システムであることにとどまらず､判断能力が不

十分な人びとの福祉の増進をめざす総合的な社会福祉

システム (権利擁護システム)として運用される必要

があることを意味している (上山2008:8-16)0

新たな制度は､複数成年後見人と法人後見人という

2つの仕組みを導入し､配偶者法定後見制度を廃止し

たが､ これは成年後見制度の画期的な変化であり､

｢社会化｣の上で､非常に重要な役割を果たすことに

なる (上山2008:19-23)｡

本論において着目するのは､法人後見制度である｡

総合的な権利擁護を推進する社会福祉システムにおい

て､また成年後見の社会化の推進の上で､法人後見が

どのような役割を果たしうるかという問題意識から､

その意義と課題を明らかにすることを目的としている｡

研究方法としては､2008年前後から沖縄県内外の市

町村社会福祉協議会において､高まる権利擁護ニーズ､

成年後見ニーズに応えようとする体制のあり方として､

法人後見が検討され､また､先行実施されてきたこと

から､それらの調査を通して､取り組みの経緯と背景､

実践内容とその現状を把握し､法人後見を担うことが

ふさわしい法人の要件および体制のあり方を検討して

いきたい｡
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1 成年後見制度と日常生活自立支援事業の経緯

(1)成年後見制度

2000年の民法改正以前は､判断能力が不十分な成年

者を保護する制度として禁治産 ･準禁治産制度があっ

た｡その名称も ｢治産を禁じる｣というものであり､

戸籍に記載されるので差別的なイメージが付随する､

さらに旧制度の後見人には強力な権限があるため､相

続財産争いに利用されるといった問題があることが指

摘されていた｡

そのため､自己決定権の尊重､残存能力の活用､ノー

マライゼーションの新しい理念に基づき､判断能力や

意思能力が不十分な状態にある人を支援し､その権利

擁護を図るための新しい成年後見制度が､2000(平成

12)年4月､介護保険制度の導入と同時に施行された｡

介護保険制度においては､利用者がサービスを選択し､

提供者と契約することが必要となる｡したがって判断

能力が不十分で契約の内容の理解が困難な人の権利擁

護が必要になり､制度化されたという背景がある｡

したがって､成年後見制度と介護保険制度は車の両

輪であり､成年後見制度による権利擁護が適切に行わ

れてはじめて､利用制度としての介護保険制度が機能

する｡しかしながら､制度創設10年以上を経た現在に

おいても､高齢化のさらなる進展､虐待や悪質商法へ

の対応などのニーズの高まりに対して､制度の活用が

十分に行われているとは言い難い状況がある｡

その背景には､成年後見制度が十分に知られていな

い､どこに相談したらいいかわからない､多様なニー

ズに対応できる後見人が不足している､申立てに関す

る手続きが煩雑で期間も長く､申立ての費用､後見人

への報酬等経済的な負担も大きい､中心的な推進機関

やネットワークが確立されていないなど､さまざまな

問題が指摘されている｡

(2) 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業 (地域福祉権利擁護事業､

2008(平成20)年4月名称変更)は､福祉サービスの

利用が措置から契約 (利用)へと移行する中､判断能

力の不十分な人の適切な福祉サービス利用を支援し､

権利擁護を図ることを目的とした事業で､成年後見制

度に半年先がけ､1999(平成11)年10月に厚生省社会 ･

援護局長通知により､都道府県社会福祉協議会を実施

主体として開始された｡本人との契約に基づき､定期

的な訪問を行い､福祉サービス利用の支援や､日常的

な金銭管理の支援を行う｡本人が契約能力を有してい

ることが前提となっており､判断能力の低下や困難性

に対して､本人や周囲の気づきから早期の対応が可能

であり､より抵抗感が少なく利用できる初期段階にお

ける支援制度といえる｡したがって､この制度での援

助が困難になった場合は､市町村への連絡等､適切な

対応を行うよう努めることとされており､利用者の判

断能力の低下に伴って成年後見制度の利用につなげて

いくことが重要になる｡

(3) 成年後見制度の現況

2008(平成20)年1年間の､成年後見関係事件 (後

見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任

事件)の申立件数は合計で26,459件 (前年は24,727件)

であり､対前年比約7.0%の増加となっている｡内訳は､

後見が26,459件 (85.2%)､保佐が2,539件 (9.6%)､補

助が947件 (3.6%)となっている (裁判所事務総局家

庭局2008年)0

国際的にみると､ ドイツでは8,100万の人口に対して

約100万人が利用しており､成年後見制度の利用率は

総人口の約1%に相当するといわれる｡ 日本は世界一

の高齢社会であり､成年後見制度の潜在的利用者は､

仮に総人口の1%とすれば､127万人となる｡具体的な

制度の利用者として想定される知的障がい者 (18歳以

上)は約30万人､精神障がい者約217万人､認知症高

齢者は2012年には約225万人と推計されていることか

ら見ても､制度が十分に活用されているとはいい難い

状況にあるといえる｡
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(遵亘 ､:こ
会福祉協議会を対象とした調査によれば､法人として

成年後見人等を受任する必要性を感じている理由は､

｢地域福祉権利擁護事業の利用者への継続的な支援を

行う必要性があるため｣という回答が65.0%で最も多

く,ついで､｢成年後見人等の候補者がいないため｣

が28.0%であった (山口県社会福祉協議会2005)0

この調査結果は､権利擁護事業の利用者の判断能力

が低下し､本人の意思を確認しながら金銭管理を行う

ことが困難になった場合､成年後見制度の利用移行が

不可欠であることを明らかにしている｡専門員が成年

後見制度に向けて関係者の調整を行いながらも､市町

村長申立が行われなかったり､後見人の担い手が見つ

からないなどの理由で移行が適切に行われていない実

態がある｡また､第三者後見人を必要とする利用者が

生活保護を受給していたり､低所得であったり､資力

に余裕がなく､後見人報酬が期待できない場合は､受

任者がみつかりにくく､後見人の選任に長い時間を要

しているという状況もある｡

成年後見制度の担い手についての全国的な概況を見

ると､2009(平成21)年､親族以外の第三者が成年後

見人等に選任されたのは､全体の約31.5%で､その内

訳は､弁護士が2,265件 (9.1%)､司法書士が2,837件

(ll.4%)､社会福祉士が1,639件 (6.6%)となってい

る｡また､法人が成年後見人等に選任されたものは

487件で､全体の2.0%となっている (裁判所事務総局

家庭局2008)0

制度が始まった2000(平成12)年度の統計では､本

人の親族が成年後見人等に選任されたものが全体の90

%以上を占め､親族以外の第三者が成年後見人等に選

任されたものは全体の10%弱程度であったことを考え

ると,親族以外の第三者が成年後見人等に選任される

割合も年々増加してきていることは確かである｡

第三者の成年後見人等の候補者については､弁護士

会,司法書士会､社会福祉士会などの専門職団体が家

庭裁判所 (以下､ ｢家裁｣ と表記することがある)に

対して候補者を推薦し､家庭裁判所では申立人が後見

人等の候補者を推薦していない場合や申立人の推薦す

=r地域研究｣9号 2012年 3月

(4) 日常生活自立支援事業の利用状況

日常生活自立支援事業の利用状況は､制度創設2年

目の2000(平成12)年度の全国の契約件数は､1,687件

であったが､2007(平成19)年度には､8,580件と5倍

以上に増加しており､2009(平成20)年3月末の実利

用者数は 25,522人となっている (平成20年厚生労働自

書2008)｡この数字は､成年後見制度の1年間の申立て

件数とほぼ同じである｡利用者の増加はあるものの､

ニーズが高まる中で､ニーズに対して十分に応え切れ

ているとは言い難い状況があるとして､積極的な活用

への制度改善の提言も行われている (日本弁護士連合

会2005)0

2007(平成19)年度の全国の契約者の対象者別内訳

は､認知症高齢者等が64.0%､知的障がい者等14.1%､

精神障がい者等16.2%であり､うち生活保護受給者が

35.6%となっている｡

沖縄県内の状況では､2011(平成23)年10月現在の

実利用者数は464人で､利用希望があるが契約に至っ

ていない待機者は286人を数える｡待機者が多い市町

村は､那覇市 (61人)､沖縄市 (59人)､うるま市 (47

人)などが目立って高くなっており､市町村による利

用者数､待機者数の違いが大きい｡待機者が多い背景

として､以下の節でふれるように､判断能力の低下に

よって成年後見につなぐ必要のあるケースの移行がス

ムーズに行われていないことも一つの要因となっている｡

2 法人後見の必要性と現状

(1) 法人後見を必要とする背景

沖縄県社会福祉協議会が､ 日常生活自立支援事業

(当時､地域福祉権利擁護事業､以下､｢権利擁護事業｣

と略することがある)の利用者について2007年3月に

行った調査によれば､判断能力が ｢後見｣レベル程度

と見られる利用者が5.9%あり､また ｢成年後見制度に

つなぐ必要がある｣ケースが9.0%存在した (沖縄県社

会福祉協議会2008)0

また､山口県社会福祉協議会が2004年度に市町村社
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る候補者がふさわしくないときに､これらの団体の推

薦に基づいて後見人等を選任している｡日本成年後見

法学会によれば､2006年現在､第三者後見人等の候補

者として全国の弁護士会に登録されている弁護士は約

3,000名､｢成年後見センター ･リーガルサポー ト｣に

登録されている司法書士は約4,000名､｢ぱあとなあ｣

に登録されている社会福祉士は約1,700名で､3団体合

計で約8,700名いるものの､この中で実際に受任してい

る実働者は､約3割下回った6,000名程度とみられてい

る (日本成年後見法学会2007)0

第三者による成年後見の必要性が高まってきている

にもかかわらず､担い手が見出しにくく選任につなが

らない状況となっているのである｡

(2) 法人後見の意義と特徴

成年後見の社会化の仕組みとしての ｢法人後見｣の

理解については､学説の中にも若干の違いがみられる｡

田山 (輝明)説によれば､営利法人は好ましくなく､

社会福祉法人であれば問題はないが､入所施設の場合､

本人との利害関係 (利益相反)を考慮し､避けるべき

であり､社会福祉協議会 (以下､｢社協｣と表記する

場合がある)については､本人に十分な財産がある場

合は､社協以外が望ましいとしている｡社会福祉協議

会の問題点は､利益相反の可能性であり､具体的には､

それを避ける方法として､杉並区 (東京都)成年後見

センターのように､社協と区とが構成員 (社員)とな

る別法人を設立する方式が考えられるとしている｡田

山説には､世話人は原則として自然人であり､法人が

なるのは例外であるというドイツ世話法の考え方がある｡

これに対して､上山 (秦)説は､法人後見を成年後

見の ｢社会化｣のバロメーターととらえる｡法人後見

が必要な状況として､認知症高齢者､知的障がい者､

精神障がい者らのニーズが多様化したことで､福祉関

係の事業を行う法人が､その人的 ･物的な態勢を組織

的に活用し､利用者の財産管理や身上監護を行うこと

が必要かつ適切な場合､また､本人に身寄りがなく､

成年後見人の適任な候補者を見つけるのが難しい場合

などの受け皿として必要であるとしている (新井2009:

7-8)0

上山説は､また法人後見のメリットとして､(丑長期

継続可能性､②広範な対象地への対応､③事務担当者

の交代可能性､④心理的負担感の軽減等､⑤集団申立

てへの対応可能性を挙げ､また､離島のような専門職

の人数がゼロかそれに近い地域での事案についても､

法人後見による対応が期待されるとしている (上山

2008:54-55)0

一方､法人後見が陥りやすいデメリットも指摘され

ている｡ひとつには後見は田山説が指摘するように､

本来顔の見える後見でなければならず､法人後見とは

いえ､実際の担当者が短期間で変わってしまう状況で

は本人との信頼関係が構築できないという問題がある｡

また､日本型組織の一般的な悪弊として､個人が組織

に埋没してしまうことで､責任の所在が不明確になっ

てしまう危険性も指摘されている｡

(3) 市町村申立の福祉機能と法人後見

行政による協力体制の整備と充実は､成年後見の

｢社会化｣においては欠かすことができない条件であ

り､市町村長申立てはその重要な指標となる｡市町村

長申立ては親族による申立てが現実に期待できないケー

ス (たとえば､民法上の申立権者である4親等内の親

族がいない場合､いても音信不通の状態だったり､非

協力的だったりする場合)を中心に運用されており､

厚生労働省の通達では､｢市町村申立てに当たっては､

市町村長は､あらかじめ2親等以内の親族の有無を確

認すること｣とされている｡申立てを担ってくれる家

族がいない状況にある場合､より負担の重い成年後見

人の適任者を家族の中から探すのは困難であり､市町

村長申立事案では必然的に第三者後見人が選任される

割合が高くなる｡市町村申立てを行う必要のある利用

者は ｢社会化｣に対して最も強いニーズをもっており､

その意味では法人後見の必要性も自ずと高くなる｡

したがって市町村長申立て事案は､行政をはじめ､

福祉関係者等 (地域包括支援センター､関連専門職､
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市町村長申立てが13.3% (全体4.0%)であり､施設入

所者が約71%､独居生活者が約13%となっている｡親

族間に紛争のあるものが約28% (うち財産管理の紛争

のあるもの約88%､身上監護の必要性があるもの約30

%)となっており､経済的虐待を受けているものが約

21% (うち約25%は身体的虐待も)見られた｡

つぎに､岡山家庭裁判所は､法人後見を選択する視

点として､以下の3点を挙げている｡

=r地域研究｣9号 2012年 3月

ケアマネジャー､ホ-ムヘルパー､施設関係者､民生

委員等)の連携 ･協力が求められることになる｡

全国の市町村長申立ての状況を見ると､その件数は

制度導入以降､順調に件数を増やしており､2006(平

成18)年度には1000件を超えている｡申立て全体に占

める割合も､2000年度に0.5%であったものが､2008年

には7.0%に増えている｡とくに2007年度からの伸びが

顕著で,高齢者虐待防止法の施行や地域包括支援セン

ターの創設により､権利擁護相談の対応が行われ､取

り組みが拡大したことが､市町村長申立ての増加につ

ながったものとみられる (裁判所事務総局家庭局2008)｡

また､2005(平成17)年の日本成年後見法学会の調

査によると､市区町村自治体の55.3%が､市区町村長

申立てに関する要綱を作成済みであり,14.7%が作成

検討中としている｡また､2004(平成16)年度中に市

町村長申立てを検討した市区町村は245団体 (回答団

体の40.3%)に上っており､市区町村長申立ての実施

に向けた体制が整いつつある (日本成年後見法学会

2008)｡老人福祉法第32条､精神保健福祉法第51条の

11の2､知的障害者福祉法第27条の3は,｢福祉を図る

ために特に必要と認められるとき｣に成年後見制度利

用の申立権を市区町村長に与えているが､これは､成

年後見制度が福祉の一翼を担う制度であることを示し

ている｡

(4) 法人後見の現状と拡がリ

さて､成年後見の社会化において重要な法人後見の

拡がりはまだ全体の後見人等の担い手の2.0%に過ぎな

い｡年々増加傾向にあるものの,全国的にばらつきが

あり､いまだ少ない現状にある｡

そこで､比較的詳細な報告のある岡山家庭裁判所の

状況を見ることにする｡

岡山県内において2005 (平成17)年4月か ら2008

(平成20)年12月までに終局した事件のうち､法人後

見事案は120件あり､その中の72%は専門家のネット

ワーク型の特定非営利活動法人が選任されている｡

申立者の内訳は､本人申立てが16.7% (全体7.5%)､

① 第三者後見人の選任が必要な事案

② 資産が少なく､報酬を支払う能力に乏しく､

第三者後見人が困難

③ 親族間に紛争があったり､虐待がある､対応

(丑の類型では､成年後見人等を受任する親族がいな

い場合､法人はその組織力により個人に比べて多数の

案件を受任することが可能であることが挙げられてい

る｡(塾の類型では､法人が多数の案件を受任すること

でコス トの分散が可能になること,③の類型では､多

数の専門家が所属する法人であればチームを組むなど

して複雑困難な事案にも対応が可能であるなどの点が､

法人後見を活用する利点として挙げられている (岡山

家庭裁判所成年後見小委員会2010:18-22)0

つぎに専門職団体の状況を見てみると､司法書士会

では､全国の司法書士4,700人が社員となっている社団

法人成年後見センター ･リーガルサポー トを2000(平

成12)年に設立している｡

リーガルサポー トでは､本部 ･支部 (50支部)体制

をとっており本部の法人後見部門と支部の管理指導の

もと､事務執行機関である担当者が実際の後見事務を

行っている｡組織的な専門性が求められる事案に限定

して (受託の際の基準を設けている)法人後見を選択

しているO

設立から2008(平成20)年3月までに､法人として

成年後見人の選任を受けた件数は新規48件､終了13件､

継続71件､同様に保佐人は､新規14件､終了3件､継
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続22件､補助人は新規1件､終了1件､継続0件となっ

ている｡この他､成年後見監督人 (新規87件､終了50

件､継続73件)､任意後見監督人 (新規46件､終了18

件､継続52件)などとなっている (杉山2010:27-31)0

社会福祉士会では､社団法人日本社会福祉士会権利

擁誇センターぱあとなあが､支部ばあとなあの体制整

備の方法として法人後見に取り組んでいる｡社会福祉

士会では､基本的には個人後見が望ましいと考えてい

るが､法人後見は､同一家族に複数の成年後見人が必

要な場合などの困難事例で､個人では限界があり､個

人の過重な負担の軽減､成年被後見人の利益､権利擁

護につながる場合に検討され実施されている｡

｢東京ばあとなあ｣では､法人のバックアップを得

て､個人後見に近い形で対応できることから,主担当 ･

副担当の2名体制で後見を行っている｡組織的に､担

当者レベルで決定すること (日常的な手続きや金銭管

理など)と､運営委員会で決定すること (後見方針の

検討や決定など)､さらに東京会の理事会で決定する

こと (不動産処分など大きな財産を動かす場合､長期

的施設入所契約､辞任に関することなど)を分担整理

し､監督機関として､外部委員3名､内部委員4名から

なる業務監督委員会を設置している(星野2010:38-41)0

(5) 市民後見人の取り組み

成年後見の社会化の取り組みに､複数後見､法人後

見に加えて第三者による後見の類型として､市民後見

(あるいは社会責献型後見)の取 り組みが各地で試み

られている｡

具体的には､第三者後見人等が必要とされている事

案の中には､たとえば日常的な金銭管理が中心の事案

など､後見人等に特別な専門性が必ずしも要求されな

いケースも存在する｡そこで､弁護士や司法書士など

の資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が

高い一般市民の中から､成年後見に関する一定の知識

や技術 ･態度を身に付けた第三者後見人等の候補者を

募集し､養成する取り組みである｡専門職の後見人等

を ｢専門職後見人｣というのに対して ｢市民後見人｣

と呼ばれる｡

施設入所者の場合には､基本的な日常生活上の支援

は施設が行っており､金銭管理も後見人等から施設に

委任することも可能であり､通常の後見人等の職務と

しては､定期的な訪問による見守り､施設ケアのチェッ

ク等が中心になる｡このような場合､市民後見人で後

見業務を担うことは可能であり､時間に余裕があり､

必要に応じて頻回の訪問も可能である市民後見人のほ

うが,本業をもつ専門職よりふさわしいという考え方

もできる｡

また､市民後見人の養成 ･確保には､第三者後見人

等の候補者不足を補うだけではなく､一般市民が成年

後見制度の担い手として活動することで､認知症高齢

者や陣がいのある人等への地域における理解や権利擁

護への意識が高まり､市民が社会全体で支えることに

つながる意義を見出すことができる｡

3 社会福祉協議会の法人後見の状況と先行事例

(1) 社会福祉協議会が取り組む法人後見の状況

全国社会福祉協議会が行った ｢法人後見受任社協ア

ンケー ト｣の調査結果がある｡

これは､ ｢社会福祉協議会における法人後見の実態

および具体的支援課題を明らかにし､今後の社会福祉

協議会における成年後見制度に関する取 り組みを検討

するための基礎データを集積することを目的｣に実施

されたもので､2009(平成21)年8月時点で都道府県 ･

指定都市社協が把握 し､法人後見および後見監督人を

受任している89市区町社協を対象として行われた｡

法人後見実施社協77か所の回答を集計した結果､法

人後見受任数については､後見377件､保佐58件､補

助26件､任意後見23件で合計484件となっている｡1社

協あたりの受任件数は､6.3件､生活保護受給世帯は63

件 (13,0%)､住民税非課税世帯203件 (41.9%)となっ

ている｡また､首長申立が305件 (63.0%)､成年後見

利用支援事業の適用 (申請経費の助成)が82件 (16.9

%)､施設入所者が305件 (63.0%)となっている (全
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見9件)で､ うち生活保護ケース2件､複数後見3件

(身上監護を社協で財産管理を司法書士と分担等)｡市

長申立て5件､親族申立て5件､成年後見利用支援事業

の適用は1件 (申請経費助成､報酬助成)となっている｡

市長申立ての場合､やはり社協の法人後見になる場

合が多い｡受任件数の制限は設けていないが､内容を

見て判断しており､社協以外での対応が可能な場合は

他を紹介する場合もある｡家庭裁判所も社協の法人後

見の役割をよく理解しており､司法書士 ･弁護士 ･社

会福祉士 ･NPOなどへの振り分けのなかで､特に社協

がふさわしいというケースを依頼されるようになって

きている｡権利擁護事業から法人後見に移行した利用

者は､5名で､権利擁護から移行した場合には､専門

員 ･支援員の担当者も変わり､法人後見の担当が引き

継ぐことになっている｡引継ぎにあたっては､前後の

担当者が同行訪問をするようにし､時間をかけて移行

させているため､大きな混乱はない｡

b.事務の流れ

法人後見に伴う要綱 ･様式類 (パンフレット､法人

後見事業実施要綱､法人後見事業利用申込書等)を整

備している｡

成年後見人候補者とする申し出をする際､および家

庭裁判所による成年後見人としての選任の際の承諾に

関して､法人としての意思決定を会長決裁で行っている｡

運営監視委員会等は設置しておらず､事務局内で運

営委員会を設置している｡家庭裁判所が後見監督を行っ

ており､年1回､家裁に報告書を提出している｡

被後見人が死亡した場合､親族がいた場合には財産

を返還して､親族で対応していただく｡親族がいない

場合には､財産処理 (遺産分割等)や通帳印鑑などの

処理は司法書士会などに対応を依頼している｡

C,財源 ･予算

後見報酬については､報酬付与の申立てを行うよう

にしている｡これまで､資力がまったくない方は 1名

のみで､その他は関係専門機関に相談し検討した結果､

少なくともある程度の報酬は必要との結論となり､報

酬は頂くようにしている｡財源については､市からの

=r地域研究｣9号 2012年 3月

国社会福祉協議会2009)0

2005(平成17)年4月末の調査では､全国の市区町

村社協34か所で実施されていたので､4年間の間に法

人後見に取り組む市区町村社協が2倍以上に増えたこ

とが分かる｡

(2) 法人後見の先行事例

社協が法人として後見人の選任を受け､活動を行っ

ている2か所の市町村社会福祉協議会の調査結果

(2009年11月)を報告する｡

① 呉市社会福祉協議会 (広島県)

イ 経過 ･背景

法人後見は､2004(平成16)年5月に受任開始して

いる｡呉市社協では､介護保険施行後､基幹型在宅介

護支援センターを受託し､地域福祉権利擁護事業 (か

けはし)を実施していた｡相談活動の中で福祉サービ

スの利用困難者 (公共料金の支払いやサービス利用料

金の支払いの問題)がおり､権利擁護事業の対応が増

えてきた｡その中で成年後見制度への移行が必要なケー

スが見えてきた｡

当初は､個別に弁護士や司法書士に相談してきたが､

成年後見制度の相談会 (月1回､予約制)を開始し､

社協としても来談者の相談対応､書類の書き方を含め

た申立て支援も行ってきた｡その中で弁護士､司法書

士､税嘩士などの専門職との関係が構築されており､

社協として法人後見に取り組む必要性が高いと判断し､

事業を開始した｡

口 現状

a.法人後見の対象 ･受任数

対象者要件は､要綱に次のとおり規定している｡

1)福祉サ-ビス利用援助事業の利用者

2)療養看護に福祉的配慮が特に必要な者

3)著しい権利侵害を受けており､保護の必要性､

緊急性が高い者

4)他に適切な法定後見人を得られない者

受任件数は14件 (任意3件､補助1件､保佐1件､後
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委託費 (介護保険 ･地域支援事業)で､相談会 ･啓発

費に充てられている｡

d.事務局体制

法人後見担当職員は兼任 (1名)で､民生委員児童

委員事務局業務と兼務 (地域福祉課所管)している｡

担当者は社会福祉士を取得している｡

当初は兼務で開始したが､兼務体制では業務推進が

厳しい (業務量の増加)ので､専任職員の配置を市に

も要請している｡書類の書き方などの申立て支援も必

要であり､後見業務そのものよりも､相談対応に相当

の時間がとられている｡

担当者配置替えは行っていない｡個人としての経験

や力量が重要であり､顔の見える担当者がいて､個人

としてのネットワークを作り上げてきたことが信頼や

実績の基礎となっている｡

e.関係機関等との連携 ･ネットワーク

月1回の相談会 (事前予約制)には月に24件ほどの

相談件数があり､増加傾向にある｡弁護士会 ･司法書

士会 ･社会福祉会とNPO･社協の5者が毎回2団体を当

番として対応している｡市内には権利擁護の窓口機能

をもつ地域包括支援センターが8か所あり､連携して

相談対応を行っている｡

ハ 課題 ･展望

支援員の養成 (市民後見人養成講座)を行う必要が

あると認識している｡

法人後見のメリットは､法人内で相談し合えること

と､関係機関との相談も可能で安心感があることであ

る｡法人後見は､市民にとって社協への信頼にもつな

がっている｡社協では介護保険サービスも提供してお

り､利益相反の恐れもあるが､家裁からの信頼を得て

受任をしている｡最近では将来の身を案じ､任意後見

を社協に依頼したいという相談が増えてきている｡

② 北九州市社会福祉協議会 (福岡県)

イ 経過 ･背景

1999年10月から権利擁護事業を実施してきたが､利

用者の判断能力の低下から､対応できない場面が増え､

西尾敦史 :成年後見の社会化における法人後見の意義
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北九州成年後見センター ｢みると｣(2006年4月設立)

へつないできたが､｢みると｣での法人後見が100件を

超え､それ以上対応できない状況にあった｡｢みると｣

とは､成年後見制度の受け皿不足､法人後見の必要性

から､弁護士の呼びかけにより､志のある専門職が中

心となって立ち上げた ｢有限責任中間法人北九州サポー

トネット｣と､ ｢北九州市社会福祉協議会｣が社員と

なって2006(平成18)年4月に設立した ｢有限責任中

間法人北九州成年後見センター｣で､現在は ｢一般社

団法人｣となっている｡

2007(平成19)年度より､行政からの委託による社

会貢献型市民後見人の養成研修を受託し､養成を行っ

ている｡社会福祉協議会としては､法人後見事業を担

い､その担い手として市民後見人の力を活かせないか

と考え､2009(平成21)年4月に ｢権利擁護センター｣

を ｢権利擁護 ･市民後見センター 『らいと』｣と改称

し､法人後見を開始した｡研修修了生のうち､希望者

に採用面接を実施し､支援員として雇用している｡

口 現状

a.法人後見の対象 ･受任教

法人後見の受任件数は12件で､法定後見が6件 (捕

助1件､後見5件)､任意後見が6件である｡首長申立て

はなく､成年後見利用支援事業の適用も0件となって

いる｡

権利擁護事業から法人後見に移行する利用者が多く､

受任件数6件中､3件が移行した事案である｡権利擁護

事業の利用者数 (全市)は､281件 (2009年9月末)と

なっている｡

受任の要件は､親族間に紛争性がない方としている｡

北九州成年後見センター ｢みると｣と事務所を同じく

しており､専門職中心の法人と役割分担を行い対応し

ている｡

b.事務の流れ

権利擁護事業については､利用料は金銭管理サービ

ス1回1,000円 (月4回まで)､財産保管サービス年間

3,000円となっている｡法人後見事業は､年に1回報酬

請求を行い､家庭裁宵J所が報酬額を決定している.支
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e.関係機関等との連携 ･ネットワーク

北九州成年後見センター ｢みると｣と事務所 (ウェ

ルとばた内)を共有しており､ 日常的で緊密な連携と

役割分担が行われている｡権利擁護に関わる問題は､

包括 ･統括支援センター (行政 ･7区役所内) ととも

に ｢みると｣と ｢らいと｣を中心として､どの窓口に

相談しても適切な支援ができるような体制になってお

り､申立て支援を含む相談対応は､ほとんど ｢みると｣

の専門職によって対応されている｡

｢らいと｣の事業の監視 ･サポー トの仕組みとして､

｢権利擁護 ･市民後見センター監視委員会｣ (12名)､

｢権利擁護 ･市民後見センター運営委員会｣(5名)､ア

ドバイザー (司法書士､税理士各1名)をおき､専門

職団体との連携を図っている｡監査等については､監

視委員の中から､司法書士と社会福祉士に業務監査を､

金融機関関係者に会計監査を依頼している｡

f.市民後見人養成

北九州市が市民後見人養成の必要性を認識していた

ことから市民後見人養成講座を､市からの委託により､

社協が実施主体となって実施している｡市が年1回一

般公募し､作文試験や面接試験を行い､受講者を決定

している｡

基礎研修､実務研修あわせて100時間の講座内容と

なっており､受講生は1期生31名が修了､2期生16名が

受講中となっている｡

ただ､家庭裁判所の考え方としては､調査時点では

市民後見人個人を選任する考え方はないため､現状で

は､市民後見人が活動するためには､市社協 ｢らいと｣

の法人後見の支援員として登録することが必要になる｡

ハ 課題 ･展望

北九州市社協 ｢らいと｣の法人後見事業のパンフレッ

トには､その特色 (メリット) として以下の8点が記

されている｡

1)公的団体としての専門機関とのネットワーク

2)地域福祉権利擁護事業の支援のノウハウ

3)継続的な支援が可能

4)｢支援員｣は研修を受けており､家族的できめこ

=r地域研究｣9号 2012年 3月

援員については､時間あたり賃金680円 (最低賃金を

保証)とし､対象時間 (出勤から日誌を提出するまで)

に対して支給している (｢権利擁護事業｣ も ｢法人後

見事業｣も同額)0

金銭管理等の流れについては､後見人等に就任した

段階で､通帳の名義を会長名に､届出印を会長印に変

更している｡押印には､担当専門員の確認を経て､所

属長の決裁が必要となる｡また活動終了後は通帳を返

却するとともに､活動記録を提出し専門員の確認を受

けることとしている｡

訪問などの実際の後見活動は後見支援員が行い､後

見担当専門員が書類の作成や日々の業務における相談

に対応している｡被後見人が死亡した場合､残った財

産処理､書類等 (通帳印鑑)の手続きについては､推

定相続人を召集し代表者へ引き渡すという｡

C.財源 ･予算

財源は､市の補助金 ･委託費と後見報酬となっている｡

d.事務局体制

職員体制は､所長1(非常勤嘱託 [弁護士])､次長1

(プロパー [社会福祉士])､統括専門員1(プロパー

[社会福祉士])､企画調整主任1(特任 [金融機関OB])､

事務員1(嘱託)､法人後見事業担当専門員1(嘱託 [精

神保健福祉士])､権利擁護事業担当専門員4(嘱託

[社会福祉士2､ケアマネジャー兼看護師2])､支援員

20(日々雇用パー ト [銀行OB､行政OB等]) となっ

ている｡

北九州市には､7区の区社協があるが､職員配置が

十分ではなく､権利擁護､法人後見については､市社

協で一括して行っている｡

受任件数の制限を行うことは当面考えておらず､市

民後見人は一人1件を予定してお り､全体としては50

人程度が限度と考えている｡バックアップ体制として､

運営委員会において､受任に関する審議や後見事務を

行う際の困難ケースの審議､助言を得ている｡実務的

な援助や助言は､ア ドバイザー契約をしている司法書

士と税理士に依頼している｡
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まやかな支援が可能

5)｢専門員｣は有資格者

6)専門家 ･第三者による ｢監視委員会｣

7)必要性を ｢運営委員会｣が検討

8)所長が弁護士であるなど､専門的相談対応

法人後見の課題としては､ 1)見込みの難しい後見

報酬､ 2)専門的知識が少ない支援員で後見業務を行

うリスク､3)市民後見人が個人で選任されるしくみ

づくり､などである｡ 2)については､精神障がい者

で対応の難しい被後見人の後見業務を行うのに際し､

専門的知識が少ない市民後見人で不都合がないか懸念

している｡また､支援員は権利擁護事業と法人後見事

業の両方の支援活動を行っているが､活動範囲が異な

るため支援員が混乱したり､各事業の枠を崩してしま

わないかという懸念もある｡これらの役割分担の整理

を行い､将来的には市民後見人が単独で受任される仕

組み作りの検討が必要と考えている｡

(3) 山口県社会福祉協議会の調査の概要

先行事例からは､社協が法人後見に取 り組む動機と

して､権利擁護事業の利用者の継続的な支援の必要性

があったが､こうした利用者の判断能力の変化に伴う

環境の変化､支援の必要性について､山口県社会福祉

協議会 ･山H県法人成年後見支援センターが行った

｢成年後見制度利用に関する地域福祉権利擁護事業利

用者と親族との関係調査｣ (平成18年7月末)の概要を

紹介しておきたい｡

地域福祉権利擁護事業利用者674件中､成年後見制

度への移行が必要となった際､親族申立てが期待でき

ないケース478件 (71%)､また､第三者後見人が必要

となるケース606件 (90%)があるが､移行が円滑に

進むケースは68件 (10%)にとどまる｡また､成年後

見制度への移行が必要 と思われる利用者は､233名

(34%)となっている｡また､要移行者233名のうち､

移行が順調に進んでいないケースが､190件 (81%)

となっている｡

移行が必要な理由 (複数回答)は､ ｢判断能力が低

下したため｣168件 (72%)､ ｢法的な取消権が必要な

ため｣65件 (28%)､｢入所契約､財産の処分等が必要

となったため｣127件 (55%)､ ｢法的なバックアップ

体制が必要なため｣45件 (19%)などで､要移行ケー

ス1件につき､2つ以上の理由があるケースも多く､複

合的なニーズを抱えるケースが増加している｡

移行が進まない理由 (複数回答) としては､ ｢本人

申立が進まない又はできない｣125件 (66%)､ ｢親族

申立が進まない又はできない｣111件 (58%) ｢市町村

長申立が進まない又は断られた｣11件 (6%)､ ｢申立

費用 ･後見報酬等の支払が難しい｣93件 (49%)､｢後

見人候補者が見つからない｣41件 (22%)､｢その他｣

33件 (17%)となってお り､申立てに関する問題と

金銭的な問題が特に多くなっている｡

つぎに､親族との関係では､ ｢親族がいて申立 ･受

任が期待できる｣26件 (11%)､｢親族がいて申立は可

能だが､受任は期待できない｣45件 (19%)､｢親族は

いるが申立 ･受任は期待できない｣139件 (60%)､

｢身寄 りが全くいない｣23件 (10%) となっている｡

親族による申立 ･受任が期待できるケースは全体の1

割程度となっており､申立 ･受任において､要移行者

の大半に親族からの協力が得にくい状況があることが

わかる｡

後見人受任の状況では､ ｢親族による後見人の受任

が期待できる｣26件 (11%)､ ｢第三者後見人が必要｣

207件 (89%)と､約9割のケースが親族からの協力が

期待できず､第三者の後見人が必要となっている実態

がある (山口県社会福祉協議会2008)0

山口県社協の調査結果は､改めて法人後見の必要性

の高さを浮かび上がらせているといえる｡

4 沖縄県内の市町村社会福祉協議会における法人

後見の取 り組みと課題

沖縄県内の市町村社会福祉協議会で､法人後見を行っ

ているのは､沖縄市社会福祉協議会､豊見城市社会福
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国庫補助で､市の負担がないことから､沖縄市も実施

に踏み切った｡

2010年2月現在､受任8件 (高齢者6件､精神2件)坐

活保護6件となっている｡

事業の運営体制として､沖縄市 (行政)に ｢法人後

見受任事業委託運営委員会｣を置き､実務的には､福

祉事務所各課長等で構成する ｢後見等受任判定会議｣

を設置､法人後見を受任する沖縄市社会福祉協議会に

は､ ｢後見支援専門員｣1人を配置している｡1人の専

門員で､20人の後見対応が可能になると考えている｡

この事業に取り組んだところ､ 1)地域に密着した

後見活動の実施が可能になること､2)費用対効果､

3)組織対応による継続的な支援 (担当者が変わって

も切れ目のない支援が可能)の実施､ 4)住民の理解

と参加の促進､といった目に見える効果が上がってき

ている｡

2)の費用対効果については､市行政は､1件あた

り20-30万円 (年間)の報酬を助成する必要があり､

また､複数の後見人と調整することで､業務量が増加

している現状があるが､社協の法人後見により報酬助

成は発生しないため､コス トの削減にもつながり､費

用を ｢分散｣から ｢集約｣したことで､業務の効率化-

行政 ･社協二者で調整が可能となっている｡

実施の効果としては､ 1)審判までの期間が短縮

(申立から1週間程度で審判が下 りることもある～通常

は1か月-3か月)されること､2)複数の利用者を対

応するメリット (複数の利用者を担当することで対応

の比較検証が可能になる)があり､ 3)金融機関等関

係機関とのや り取りもスムーズになったことなどが挙

げられる｡

残された課題としては､ 1)死亡時等の緊急対応､

2)｢市民後見｣への取り組み､3)｢緊急あずかり体

制｣の検討､4)行政の課題意識が希薄になったこと､

等が挙げられている｡

沖縄市社協では､地域福祉権利擁護事業 ･成年後見 ･

緊急預かりの総合的体制- ｢権利擁護支援システム｣

として､ トータルに考えることが重要であり､ ｢福祉

=r地域研究｣9号 2012年 3月

祉協議会の2つの社会福祉法人である｡

ここでは､後見受任件数､その実施体制の点からも

充実した体制を作りあげている沖縄市社会福祉協議会

の取り組みを取り上げる｡

(1) 沖縄市社会福祉協議会の取り組み

沖縄市社会福祉協議会は､権利擁護事業の基幹的社

協として事業を展開してきたが､その中で､ 1)契約

者の判断能力の低下があり､継続した支援が難しいこ

と､2)後見人等への引き継ぎ ･選任までに時間がか

かってしまうこと､などの問題があった｡また､権利

擁護事業の限界として､3)契約の取 り消し権を持た

ないために､悪質な宅老所 ･有料老人ホーム等への介

入が難しい､4)安易な借入､通信販売､年金担保借

入など法的サポー トの必要性を痛感したところにある｡

先進地視察も行い､行政との連携､財政基盤の確立､

職員複数配置､法的な専門性のバックアップ等の課題

の検討を行った｡

沖縄市における権利擁護の状況からは､2001年度に

県内で初めて市長申立要綱を整備し､その後､2006年

度から地域包括支援センターが設置され､虐待相談の

対応窓口が開かれたこともあり､身上監護ニーズが増

加 (年5件程度)したことが背景にある｡

一方で､第三者 (専門職)後見人の受け皿は､沖縄

市内､中部地区には少なく､確保が困難な状況にあっ

た｡そこで､沖縄市福祉部各課､市社協職員による

｢自立支援課題検討会｣を2008年度に設置､後見人の

受け皿､その体制整備を検討する中で､社会福祉協議

会が法人後見に取り組む方向性を確認した｡

2009年度から､沖縄市が国庫補助金 ｢ふるさと雇用

再生特別交付金事業｣を活用した ｢法人後見受任事業｣

(平成21年度～23年度)を開始した｡

この事業は､社協が法人組織として､身寄 りのない

認知症高齢者や障がい者の後見人等になるもので､後

見業務の実施､成年後見制度等の相談､広報啓発､が

その事業内容である.事業効果としては､法的サポー

トの強化､後見人等受け皿の確保が挙げられる｡全額
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成年後見センター｣としての機能拡充を検討している

(沖縄市社会福祉協議会2010)｡

(2) 法人後見の今後の課題

沖縄においては､少子高齢化の進展,生活保護率の

増加､施設入所待機者が増加する中で､ケア実態の把

握の難しい宅老所､有料老人ホーム等の介護資源が増

加するなど､第三者による成年後見の充実が喫緊の課

題となっている｡一方で､第三者による成年後見を推

進するには､担い手である専門職団体との連携が欠か

すことができないが､弁護士､司法書士などの専門職

団体の取り組みも積極的であり､専門職との連携 ･ネッ

トワークをつくりやすい環境にある｡

県内の複数の市町村社協での法人後見の先行実践が

あり､家庭裁判所の理解があり､社協における経験が

少しずつ蓄積されてきていることからも､市町村社協

が法人後見に取り組む必要性は高まっている｡

法人を成年後見人等として選任する際の基準につい

て､岡山家庭裁判所は､報告の中で､適格性の審査の

基準として､以下の4点を挙げている (岡山家庭裁判

所成年後見小委員会2009)0

1)法人の種類､目的､事業内容

2)適切な後見事務を処理する態勢 (理事 ･監事､

顧問に弁護士､司法書上などの法律専門家､会計専門

家が就任し､法人運営に関与しているか､専門家の成

年後見制度への理解､意欲､経験､後見事務の複数担

当､担当者が経験者か､専門家か､担当者の研修制度

の整備など)

3)後見事務担当者に対する監査の態勢 (監査の頻度 ･

方法､会計専門家の監査の頻度､方法､担当者のチェッ

ク態勢等)

4)財政基盤が安定している

仮に法人が､法人として成年後見人の職務を担いた

いという意欲を持っていたとしても,家庭裁判所から､

その法人が後見人として適格であると判断され､選任

されない限り､法人後見を担うことはできない｡少な

くとも上記の基準をクリアできる実務的な体制づくり

を行う必要がある｡

このほか､本人との信頼関係､法人としての意思決

定が迅速になされるルールづくり､利益相反にならな

い工夫､個人情報保護の体制整備も実務的な課題とし

て認識しておく必要がある｡

また､事務局体制においては,複数の担当者を置き､

スーパーバイザーや､運営審査委員会の設置により専

門職からの相談助言を得られるようにすること､経理

担当との分離など内部牽制体制をつくることは最低限

の要件となる｡

その上で､社会福祉協議会としては､日常生活自立

支援事業の充実と法人としての成年後見の推進のステッ

プ (段階)を､社協の地域福祉活動計画や､市町村地

域福祉計画の中に位置づけ､権利擁護ニーズに対応す

るための､人的配置および必要な予算措置を市行政に

要請していく必要がある｡

社協が法人後見ニーズに対応するには､行政の予算

措置や市町村長申立て､成年後見制度利用支援事業の

確実な実施が不可欠であることは､先行し法人後見に

取り組む社会福祉協議会が繰り返し指摘している点で

もある｡市町村行政においては､首長申立ての推進体

制づくり､総合的な権利擁護体制の確立と推進を､地

域福祉計画等の計画の中に位置づけ､推進していく体

制が重要となる｡

社会福祉協議会は､福祉推進機関 ･施設 ･団体､行

政と地域住民が構成している公私協働のネットワーク

組織である｡職員による専門機能の発揮のみならず,

地域住民と一体となって､判断能力に不安が生じた場

合も安心して自分らしく尊厳ある生活が継続できるた

めに､地域社会全体で総合的な権利擁護の体制をつくっ

ていく必要がある｡

また､権利擁護､成年後見への理解を地域住民に広

げつつ,新たな市民後見の担い手として,シニア層等

への働きかけを行い､ボランティア精神をもつ市民の

発掘 ･養成を行うことも重要である｡たとえば障がい

のある人の親なき後の権利擁護を考え､陣がい当事者

の会や親の会と協働で研究会を開き､必要なサービス
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資源を創り出す検討を行っていく必要もある｡さらに

は､地域包括支援センターとの連携や､高齢者虐待防

止法の活用により､地域での困難事例の掘 り起こしに

も取り組んでいくことも課題となると考えられる｡
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保健医療領域における社会福祉実習の可能性

村田 真弓*

A StudyofSocialWorkPracticum inHealthCareServices

MURATA Mayumi

要 旨

2007(平成19)年12月に交付された ｢社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律｣に基づき､社会福祉士

養成課程における教育内容の大幅な見直しが行われ､｢高い実践力｣をキーワードとして､実習教育の枠組みが大きく改

訂されることとなった｡今回の新カリキュラムにおける実習では､教育現場および実習先の指導者に対して明確な資格

要件が課せられた｡これを受けて､これまで実習施設として学生の指導をお願いしてきた施設の中には､残念ながら新

カリキュラムにおける指導者要件に該当する実習指導者が存在せず､委託の継続が困難となる状況に至ることが少なか

らず見込まれている｡そのような場合､次に考えられるのは､新たな実習指導者の発掘である｡保健医療分野には､実

習指導者要件を満たしうるソーシャルワーカーが多く潜在していると考えられるため､これまで沖縄大学において社会

福祉士養成課程における現場実習の状況について調査した結果をふまえ､沖縄県における今後の実習教育の方向性につ

いて分析し､今後も増加が見込まれる保健医療嶺域における社会福祉実習の潜在的な可能性について考察したQ

キーワード:社会福祉士実習 新カリキュラム 保健医療領域 実習内容

はじめに

少子高齢社会への急速な移行や先の見えない経済不

安､多様化する福祉ニーズなど､近年の社会状況の変

化によって人々の暮らしにソーシャルワーク的介入が

必要とされる状況が拡大してきている｡ これらのこと

からソーシャルワーカーの任用 ･活用を求められる領

域が広がりつつあると同時に､ますますソーシャルワー

カーの実践的力量が問われている｡こうした状況を踏

まえて､社会福祉士の養成カリキュラムについても

｢高い実践力｣をキーワー ドとして､養成教育のあり

方が見直されることとなった｡2007(平成19)年12月

に交付された ｢社会福祉士及び介護福祉士法等の一部

を改正する法律｣に基づき､社会福祉士養成課程にお

ける教育内容の大幅な見直しが行われたが､この改正

にあたっては､とりわけ実習教育のあり方が重要なポ

イントとなっている｡

本稿では､今回の法改正を受けて､社会福祉士養成

課程における現場実習の状況について調査した結果を

基に､今後の実習教育の方向性について分析し､今後

も増加が見込まれる保健医療領域における社会福祉実

習の潜在的な可能性について考察することとする｡

1.新たに示された実習指導者資格要件

今回の法改正では､ ｢より実践力の高い社会福祉士

の養成｣をキーワー ドとして､相談援助実習 ･演習の

指導者について､資格要件が明確に示された｡まず､

社会福祉士養成にかかる教育現場において､相談援助

実習 ･演習を担当する教員は､社会福祉士資格取得後

*大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科 muratamayuml@OtsumaacJp
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;

健医療領域が社会福祉士の活躍するフィール ドとして

広 く認知されるようになったこともひとつの理由と考

えられる｡

3.社会福祉士資格取得者の就労状況

現在､法的には医療ソーシャルワーカーとして働く

ために特別な資格は必要なく､必ずしも社会福祉士有

資格者でなくとも高い実践力と指導力を持ち､現場で

活躍している医療ソーシャルワ-カーは少なくないO

しかしながら､現在では多くの医療機関で新たな求人

を出す際に ｢社会福祉士有資格者であること｣､また

は ｢社会福祉士有資格者が望ましい｣と明記されるこ

とが目立つようになっている｡

そこで､まずは現在全国の社会福祉士有資格者がど

のような現場に就労しているかについて､把握してみ

たい｡厚生労働省から委託を受けて社会福祉振興 ･試

験センターが平成20年に実施した､介護福祉士､社会

福祉士及び精神保健福祉士の資格取得者の就労状況等

に関する調査結果によれば､社会福祉士有資格者が就

労している法人種別は ｢社会福祉協議会以外の社会福

祉法人｣が最も高く､次いで ｢医療法人｣が高いこと

がわかる (表 1)0

表 1 社会福祉士が就労している法人種別の状況

=r地域研究｣9号 2012年 3月

5年以上相談援助業務に従事した経験を持つ者､もし

くはこれに代わる厚生労働大臣が指定する講習会を修

了した者でなければこれらの科目を担当することがで

きなくなったH.

また同時に､現場実習において学生を直接指導して

いただくことになる施設や機関の現場実習指導者につ

いては､社会福祉士資格取得後 3年以上の相談援助業

務経験を有し､同じく厚生労働大臣が指定する実習指

導者講習会の受講∠)が義務付けられた｡

このように､教育現場および施設 ･機関双方にとっ

て､明確な資格要件が課せられることとなった｡

2.医療ソーシャルワーカーと社会福祉士養成課程

周知のように､保健医療現場で働くソーシャルワ-

カ-の歴史は､社会福祉士国家資格誕生の歴史よりも

はるかに長い｡しかし､社会福祉士受験資格取得のた

めの実習先として医療機関が追加されたのは､ごく最

近2006年からである｡それまでは､医療機関での現場

実習は､将来医療ソーシャルワーカーになりたいと希

望する学生に対して､後進の育成に理解のある現任ソー

シャルワーカーによって任意で行われてきた時代が長

かった0

2006年以降は､養成校の判断によって社会福祉士受

験資格取得のための実習先として医療機関への配属が

可能となったことにより､保健医療分野での現場実習

を希望する学生は,必ずしも将来医療ソーシャルワー

カーになることを目指している場合だけではなくなり

つつある現状が生まれている｡それは保健医療分野で

の現場実習は他の施設 ･機関に比べて個別の相談援助

場面に触れられる機会が多いという特徴があるからと

考えられる｡このため,特に個別援助の技術を学びた

い､身に付けたいと考える学生がこの分野での現場実

習を希望するようになっている｡そして､このような

学生は年々増加してきている印象をもつO

また､今回のカリキュラム改定では､社会福祉士の

試験科目についても大幅に見直されたが､新たな科目

として ｢保健医療サービス｣が追加されたことで､保

社会福祉士(n-19,100)

民間企業 8.4%

社会福祉協議会 10.7%

社会福祉協議会以外の社会福祉法人 41.5%

医療法人 14.3%

特定非営利活動法人 2.4%

社団法人 .財団法人 3.0%

協働組合 1ー0%

地方自治体 (市区町村) 12.6%

その他 4.9%

出所 :試験センター ｢介護福祉上等現況把握調査の結果｣

より一部抜粋

これまでの社会福祉実習は､厚生労働省が指定する

実習施設において､社会福祉を学ぶ学生が実践の現場
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に赴いて一定時間を過ごしながら様々な実習体験を通

して,社会福祉の現場に対する理解を深めることや､

支援を必要とする対象者を全人的に理解することから､

ソーシャルワークの価値 ･知識 ･技術の総体について

体験的に理解することが目標となっていた｡ しかし､

これからの社会福祉実習は､ ｢社会福祉士の現場実習

は社会福祉士のもとで｣という､いわば施設種別に対

する縛りから実習指導者に対する縛 りが明確化され､

実習のねらいや目的についても､これまで以上にソー

シャルワークに重きを置いた内容が示されている｡

4.沖縄大学における実習状況

次に､社会福祉士を養成する大学の一例として､ど

のような分野に実習を委託しているかについて､筆者

らが当時の勤務校である沖縄大学において行なった

2007年度から2009年度までの3年間の実習施設 ･機関

と現在の社会福祉士有資格者の状況についての調査結

果を示す｡

沖縄大学では､この3年間に社会福祉士養成のため

の現場実習を､計107の施設 ･機関に委託してきた｡

それらの施設 ･機関を6つの分野に分けて実習指導を

行なっている｡その割合は以下に示す とお りである

(図1)｡

図1 沖縄大学における実習委託施設の分野別割合

出所 :村田真弓 ･工藤歩 ･高木博史 ｢相談援助実習指導

者の資格要件に関する調査研究｣『地域研究』2010.3

さらに､今回の調査に対する回答が寄せられた施設 ･

機関において､社会福祉士有資格者がどの分野にどれ

くらい存在しているかについては､以下のような結果

となった (図2)｡

図2 分野別社会福祉士有資格者の割合 (∩-29)
出所 :村田真弓 ･工藤歩 ･高木博史 ｢相談援助実習指導

者の資格要件に関する調査研究｣『地域研究』2010.3

最後に､新カリキュラムに完全移行した場合に現場

実習指導者の必須要件となっている実習指導者講習会

の受講状況から､沖縄県における現状を示しておきた

い｡ 日本社会福祉士会は社会福祉士養成にかかる実習

施設の選定を目的として､全国の社会福祉士養成校に

対して指導者講習会を受講した実習指導者のいる施設

の一覧を配布した｡ これによると2010年度の講習会終

了時で沖縄県内においては講習会受講者のいる施設の

うち､保健医療分野の占める割合は全体の24.2%とい

う結果となっている3)｡

この調査結果の照合では､沖縄大学における実習指

導者と指導者講習会修了者がイコールであるかは特定

できない｡ しかし､この結果から保健医療領域におけ

る社会福祉士有資格者は講習会の受講に対して一定程

度の積極性を持っていると読み取ることは可能である｡

以上のことから､沖縄県における社会福祉士養成につ

いて今後の方向性を考える場合､保健医療分野には､

指導者要件を満たし得るソーシャルワーカーが多く潜

在していると考えられる｡

5.実践現場において実習を受け入れることの意義

新カリキュラムにおける実習の目的を達成するため

には､実習前 ･中 ･後にわたり､これまで以上に実践
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が動機になっている場合もある｡

こうした現場指導者のご意見を聞くと､実習を依頼

する学校側も将来のソーシャルワーカー養成という観

点からだけではなく､実習の機会を通して何らかの形

で現場指導者の本務にも貢献できるような効果を考え

ていく必要があると感じる｡学生の指導をお願いする ･

お願いされる関係から､双方向で高め合える関係を目

指したい｡そのことが､実習内容を充実させ､ひいて

は実習 3者 (現場 ･学生 ･養成校)の益につながるも

のと考えられる｡

6.現場実習を通して学生がもっとも学んだこととは

学生は実習終了後､大学等に戻って自らの体験を客

観化するための事後学習に取り組むことになる｡では､

学生は現場での体験を通してどのようなことを考え､

何についてもっとも学んだと感じているか｡現場指導

者にとって､実習終了後の学生の成果を知る機会とし

て実習報告会や実習報告書があるが､そこに至るまで

の学生の率直な思いを知る機会はそれほど多くはない

のではないだろうか｡ここでは､筆者らが一連の事後

学習を終えた段階にある実習生を対象として行なった

アンケー ト調査のなかから､ ｢実習を通してもっとも

学んだと思えることは何か｣という問いに対し､自由

記述で回答を求めた結果から一部を抜粋して紹介した

い (表 3)0

表3 ｢実習を通してもっとも学んだと思えることは何

ですか｣(自由記述)

[地域研究｣9号 2012年 3月

現場と教育現場との綿密な連携が必要といわれている｡

このため､日本社会福祉士会が実習指導者向けに編集

したテキス トでは､社会福祉の実践現場において実習

生を受け入れ 指導することの意義を以下のようにま

とめ､実践現場と教育現場でこれらについて共有する

ことを求めている (表2)0

表2 実践現場における実習受け入れ ･指導の意義

(ア) 施設 .機関の使命として

回 利用者への責任

(ウ) 社会福祉実践の整理

回 実習生指導の新任職員の研修への援用

出所 :社団法人日本社会福祉士会編集 『社会福祉士実習

指導者テキスト』 p35-37

しかし､実践の現場では日々の多忙を極める業務に

追われ､後進の育成に時間を割くのは現実問題として

不可能と感じている現任者は少なくないかもしれない｡

あるいは目の前で支援を必要としているクライエント

のことが頭の中を占め､学生の指導よりも自らの専門

性を高める努力のほうに時間を使いたいという声を耳

にすることもある｡つまり､後進の育成に関しては､

現在の業務に余裕があるなら協力したいという考えを

持っていても､実際には目の前の優先すべきことがあ

まりにも多忙であり､それに加えて学生の現場実習を

引き受けることは実態として業務の増加に繋がり､ひ

いては本来業務に支障をきたす恐れがあるために受け

入れを戸惑ってしまう､というのが実情ではないかと

考えられる｡

では､そのようななかでも実習生の指導を引き受け

てくださっている現場ソーシャルワーカーの動機となっ

ているものは何だろうか｡現場指導者から聞かれるの

は､ ｢実習生とのかかわ りを通 して､ 自分の出発点を

再確認できる｣や､ ｢実習生への指導を通して､ 自分

の勉強にもなっている｣ ｢日々の実践を振り返ったり､

客観視する機会となる｣などである｡ここからは､実

習生とのスーパーバイズ関係を､本来業務に還元でき

るものとして捉え､活用されていることがうかがえる｡

あるいは ｢院内の他職種に対して､医療ソーシャルワー

カーの専門性をアピールする機会になっている｣など

連携することの大切さ

社会 (現場)の大変さ

ソーシャルワーカーとしてのあるべき姿

専門職として利用者を援助するということ

コミュニケーションはとても大切で､話すことだけ

がコミュニケーションではないということ

利用者理解､個人と援助者の気持ちのバランス

利用者を理解することの大切さと大変さ

価値と倫理

人間として利用者を尊敬すること

もっと学ぼうとする姿勢 等

出所 :村田真弓 ･久貝興徳 ･高木博史 ｢沖縄大学におけ

る社会福祉実習教育の現状と課題｣『地域研究』20

09.3 p86 より一部抜粋
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このように､学生は実践現場に学ぶという貴重な体

験を通してそれまでに大学の講義で学んできた知識や

技術について統合化したり､現場でしか学ぶことので

きないリアリティを体感することになる｡実践活動の

場における課題発見と解決を通して､必要とされる専

門知識および技術の統合化を図ることができるように

なる｡このように実践現場の持つ教育効果は､ソーシャ

ルワ-カ-の育成にとってなくてはならないものであ

るのは疑いの余地がないことである｡

7.考察

保健医療機関における実習に特化してみてみると､

前述のように2006年以前までは医療ソーシャルワ-カ-

の実習は独自に行なわれ積み重ねられてきた歴史があ

る｡また､これらの機関の存在意義として､福祉サー

ビスの提供を第一義的な目的とはしていないこともあ

り､現場での実習指導に関しては ｢社会福祉士養成の

ため｣というよりも､｢将来の医療ソーシャルワーカー

を育てるため｣という視点で行なわれる傾向がある｡

しかし､改めて今回の法改訂によって示されている､

社会福祉士養成における ｢相談援助実習｣がねらいと

している点と保健医療機関において実践されているソー

シャルワークの内容とを照らし合わせてみてみると､

医療ソーシャルワーカーのもとで行われる実習では､

その内容として､個別援助や､相談援助の基盤となる

ソーシャルワークの価値と倫理を体験的に学ぶ機会が

多く存在していると考えられる｡このことは､前述の

｢実習を通 して学生がもっとも学んだこと｣にもよく

現れている｡

学生にとって､現場の指導者はソーシャルワーク実

践家としての最初のモデルとなる人物であると言って

も過言ではない｡保健医療領域にかかわらず､実習を

進んで引き受けていただけるソーシャルワーカーが少

ないことは確かではあるが､しかし､だからといって､

引き受けていただけるなら､有資格者なら､誰でもい

いというわけにはいかない｡理想をいえば､現場での

指導と大学等養成校における一連の教育課程との一貫

性を図るため､協働関係を築けるソーシャルワーカー

に学生の指導に当たってほしいと考えている｡実習教

育は､実習施設と教育機関との協働関係づくりから始

まる｡より関係性が強く､指導力も高い現場ソーシャ

ルワ-カ-に学生の指導を依頼したいというのが本書

である｡そこで､これまでのかかわりや関係性などか

ら思い当たるソーシャルワーカーに学生の指導を依頼

することになる｡引き受けていただける場合もあれば､

残念ながらそうならない場合もある｡仕方のないこと

かもしれないが､高い実践力や指導力を見込んでの依

頼であるだけに残念でならない｡

保健医療領域における社会福祉士の実習は5年前か

らスター トしたばかりである｡しかし今後は､幅広く

相談援助技術や個別援助に関心の高い学生が医療機関

での実習を希望してくると予測されるため､実習をひ

とつの機会として実践現場と教育現場との協働関係の

構築が早急に求められている｡

おわUに

今回の法改正にあたっては5年間の経過措置期間が

設けられており､完全移行は2012(平成24)年となっ

ている｡それまでの間に各養成校では学生数に合わせ

た実習指導者を確保することが喫緊の課題となってい

る｡これまで実習施設として学生の指導をお願いして

きた施設の中には､残念ながら指導者要件に該当する

実習指導者が存在せず､委託の継続が困難となる状況

に至ることが少なからず見込まれている｡そのような

場合､次に考えられるのは､新たな実習指導者の発掘

である｡前述のように､保健医療分野には､こうした

実習指導者要件を満たしうるソーシャルワーカーが多

く潜在していることがわかった｡また､保健医療分野

の実践現場には ｢相談援助実習｣という科目がねらい

とする実習内容が数多く存在し､学生の学びに直結す

るような充実した場の提供ができ得ることも大きな利

点であるといえる｡

かつて筆者自身も医療機関のソーシャルワ-カ-と

いう立場で働いており､社会福祉実習の現場実習指導
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者の立場であった経験がある｡今回､社会福祉実習に

関して実践現場と教育現場の双方を体験することで見

えてきたことを整理してみた｡

保健医療領域における現場実習は､将来医療ソーシャ

ルワーカーになりたいと考えている学生を対象とする

だけでなく､相談援助の実習現場として､保健医療現

場と教育現場とで強く連携を図りながら､ ｢高い実践

力を備えた社会福祉士｣の育成という目標を共有して

いきたいOそれによってソーシャルワーク実践の質の

向上につながっていくことを切に願うものである｡

(付記)

本研究は沖縄大学地域研究所の ｢2008年度社会福祉

実習教育班｣および同研究所から研究助成を受けて実

施した ｢2009年度相談援助実習班｣の成果報告をもと

に､今回筆者独自の視点から再考を加えたものである｡

<注>

1)この教員要件に関しては､他に学校教育法に基づ

く大学又はこれらに準ずる教育施設において社会福

祉士の養成に係る実習 ･演習の指導に関し､教歴 5

年以上の経験を有する者も含まれている｡

2)現在､厚生労働大臣が指定する実習指導者講習会

には､日本社会福祉士会主催によるもの､全国社会

福祉協議会が主催するものに加えて､日本医療社会

事業協会が主催している実習指導者養成認定研修会

が含まれている｡

3) ｢社会福祉士実習指導者所在施設等一覧｣は (礼)

日本社会福祉士会が養成校に対して実習施設選定に

使用すること目的として作成し提供した資料である

ため､本来の趣旨に反しないよう配慮し､詳細には

触れずに本稿を展開する上で必要となる全体の割合

から現状を把握するのみに留めた｡
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小説 ｢テンペス ト｣ の比晩と歴史像の検討

一 素材 としての史実 と創作の間 一

後田多 敦*

ExaminatlOnOfMetaphorsintheTempestanditsHistoricalImage

- BetweenaFICt10nandHistoricalFactsasitsSourceMaterial-

SHIITADA Atsushi

要 旨

沖縄出身の作家 ･池上永-が琉球史に題材を求めた小説 ｢テンペスト｣を取りあげ､小説が描き出した歴史像や比喰

から作品を論じた｡作品がフィクションであることを踏まえて､史実の素材としての活用や史実を離れた創作の度合い

を検討しながら､作者の意図や歴史観などを分析している｡そして､作品の社会的な意味を考えたO

キーワード:冊封体制､両属､聞得大君､琉球の国家祭祀,琉球処分

はじめに

沖縄出身の作家 ･池上永-の小説 ｢テンペス ト｣を

原作とした時代劇 ｢テンペスト｣(10回)が､2011年7

月から9月にかけてNHKBSで放映された｡ この小

説はもともと雑誌連載だったが､その後単行本になり

舞台化され､さらに沖縄出身者らの俳優が出演するN

HKBSのテレビドラマとなった｡主役には仲間由紀

恵さんが起用され､NHKも積極的にPRしたので小

説や ドラマはマスコミをにぎわせていた｡

ところが､ ドラマが放映されると､作曲家の高江洲

義寛が新聞の読者欄に ｢間違いだらけの 『テンペスト』

/歴史 ドラマに必要な見識｣と題する一文を寄稿して

石を投じた川｡以来､新聞の読者欄には読者からの投

稿が多く寄せられ､さながら ｢文学 ･ドラマ論争｣の

様相を呈した｡しかし､沖縄で文学に関わる人々から

は､テレビドラマの論争に応答する声はでていない｡

単行本になった際､作家の大域立裕が､小説の琉歌に

ついて批判的に論じていたくらいで､原作の方は全体

として好評だった ｣̀)｡原作の小説についての批評は､

ほかに平敷武蕪の批評 (｢沖縄タイムス｣の ｢文芸時

評｣(上 本浜秀彦の論考などがある川 ｡

そこにテレビドラマに関しての高江洲義寛の問題提

起である｡同じ時期に歴史家の西里喜行は､小説につ

いて史実に軸足を置きながらフィクションとしての小

説の素材となっている事実や､小説に登場する候文な

どを詳細にチェックして出典などを探し対照し､その

史実と小説との ｢差｣からその意味を検討している r̀''O

テレビドラマに関して評価が極端に分かれたのは､

小説が映像となることでイメージが具体化されたため､

個々人がもっている歴史像との関係が明確になり､作

品に言及する契機となったからだろう｡テレビドラマ

と原作とは､当然別の ｢作品｣なのだが､テレビドラ

マに対する批判を読むと､小説に対して違和感を持っ

ていた読者も多かった可能性も否定できない｡文芸作

品に対する違和を言語化するのは､文芸批評などをし

ている者でなければ､なかなか難しい｡そのため､テ

レビドラマへの反応として現われたのだと考えられる｡

新聞投稿の問題提起の根底には､｢テンペス ト｣の

*沖縄大学地域iljf究所特別研究員 sh)ltada@ryukyufuumi.com
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小説｣なのだという指摘をした形だ｡しかし､高江洲

の提起は小説の形式的な分類からの議論ではなく､作

品の意図､ ドラマの創作姿勢や社会的影響､王権と天

皇制なども含めた本質的な問いかけであった｡

ちなみに､作曲家でもある高江洲は沖縄のわらべ歌

などを採集したりしているはか､琉球の祭配歌謡の研

究者で実演家でもあった山内盛彬から､直接教えを受

けていて音楽を通して琉球の歴史や文化にも造詣が深

いoというよりも､音楽から沖縄の文化にアプローチ

している研究者といった方が適切だろう｡

高江洲は ｢このドラマの原作はシェークスピアの後

期の戯曲 『テンペス ト』｡ これを題材に琉球史劇風に

味付けして書き替えた完全なフィクションである｡ま

ずこのことを､番組の冒頭で断るべきである｡しかし､

フィクションとは言え､あまりにも荒唐無稽で､史実

をねじ曲げた物語になっている｡琉球王朝に関する知

識が乏しい方に､とんでもない誤解を植え付けかねな

い｣と指摘し､国王の扱いなど幾つかの例を挙げてい

る｡

また､ ｢NHKは天皇家の歴史に関して､天皇の権

威を汚すいい加減な作り話をでっち上げたテレビドラ

マを果たして全国放送できるだろうか｡沖縄の人にとっ

て琉球王家は昔より尊崇の対象である｡テレビドラマ

とはいえ､琉球王朝を汚らしく下品な内容に描くこと

自体､不謹慎であり､琉球の心を踏みにじるものだ｡

NHKに放送の即時打ち切りを求める｣とまとめてい

る｡

高江洲義寛は9月11日､再度 ｢テンペス トを再度問

う/歴史の偽造､看過できない｣と新聞で問題提起を

した 7̀)｡先の高江洲の問題提起にNHKからの返答が

あり､それを受けての再度の投稿だ｡｢この作品はフィ

クションです｣という一文を入れたなら.高江洲は不

満を抱えながらも､折り合いをつけたかもしれない｡

しかし､NHKはそれも ｢フィクション｣という一文

を入れることはしなかった｡

そこには ｢フィクション｣を利用しながら ｢史実を

踏まえた｣ ドラマと印象づけることで､小説が描き出

=r地域研究｣9号 2012年 3月

創作と史実の間で見えてくる歴史像に対する違和が読

みとれる｡作品が描き出した歴史像と､一般的に共有

されている歴史像との差異が､｢歴史像の修正｣ と感

じられたのだろう｡NHK ドラマをめぐって展開して

いる議論を契機に､原作の小説を考えてみたい｡

二つの投稿群

NHKBSドラマ ｢テンペス ト｣について新聞によ

せられた投稿は､｢史実をゆがめ､琉球をおとしめて

いる｣という論調と､ ｢娯楽だから楽しめばいい｡勉

強になる｣という趣旨に二分された｡どちらかという

と､琉球の歴史にあまり詳しくない人の投稿は､琉球

の歴史を舞台とするその新鮮さのなかに面白さを兄い

だし､娯楽として楽しめばいいという主張になる傾向

が多いようだ｡逆に歴史に関心のある人は､歴史的事

実や具体的な人物を思い浮かべるのか､史実とのギャッ

プから作者の創作やその意図に激しい拒否反応を示す

という構図になっていた｡

高江洲義寛の投稿のあと､仲松庸次 (学習塾主宰)

が2011年9月8日の論壇に ｢『テンペス ト』は 『時代小

説』/娯楽性の追求は許される｣という文章を投稿し

たH''o数日前には ｢歴史小説としては駄作だ｣という

ような投稿もあったので､仲松は ｢歴史小説｣と ｢時

代小説｣の違いを取り上げて説明しながら､ ｢娯楽の

時代劇だと気持ちを切り替え､楽しく見ていいのでは

ないでしょうか｣とまとめている｡つまり､ ｢テンペ

ス ト｣は史実を踏まえた ｢歴史小説｣ではなく､歴史

を題材にした時代小説であり娯楽なのだから､史実が

どうというのではなく､楽しんで見たらいいのではな

いか､という主張だ｡

仲松が琉球の歴史にどの程度関心をもっているのか

は分からないが､高江洲とは対極にある ｢楽しめばい

い｣という投稿群の代表的な例だ｡ほかにも､時代劇

のテレビドラマ ｢水戸黄門｣を例にして､史実とかけ

離れていても許されるという投稿もあった｡

仲松は ｢歴史小説としては駄作だ｣というような投

稿に対する反論として､｢歴史小説｣ではなく ｢時代
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した ｢新しい歴史像｣をテレビで具体化するとの意図

があるといわれても仕方ないかもしれない｡テレビド

ラマ制作側には ｢フィクション｣であることを強調し

たくない､という意思が働いていたのだろうか｡もし

そうだとするなら､高江洲の問題提起は核心をとらえ

ていることになる｡

人格化された ｢両属｣という関係性

それでは､小説 『テンペス ト』が ｢時代小説｣の娯

楽だとして､それをどう読むか｡作者の意図は何なの

か｡フィクションであることを踏まえつつ､歴史の側

から小説 『テンペス ト』の比境を読み解いてみたい H̀'O

直接的な文芸評というよりも､小説の史実の描き方､

描かれた歴史像の意味するところを､歴史的な背景を

踏まえながら考えていきたい｡史実を素材として新た

な世界を創出しているフィクションであるからこそ､

史実と対比することで､作者の意図や思想が浮き彫り

になる｡作品がフィクションであることを前提とした

上で､その作品に描かれた歴史観や思想を読む試みで

ある｡

小説の時代設定は､琉球国末期から首里城明け渡し､

沖縄県設置のころまでとなっている｡英仏艦船やペリー

の来琉､最後の冊封使節の来琉など､興味を引く歴史

的事実や人物を自在に利用しているが､人間の人生の

一般的な長さを考えると､取り上げている時間の幅は

長い｡いろいろな事件を素材として利用することで､

物語の展開を容易にするためだろう｡それは材料を多

く活用するための方法でもある｡この時間軸をめぐる

題材は､ここでは取り上げない｡

中心的な登場人物のほとんどは架空のもので､作者

が新しい歴史像を描くためにさまざまなものを人格化

したものだ｡その架空の人物に加えて､周囲には尚育

王､尚泰王､聞得大君､べッテルハイムなど､実在し

た人物や実在の人物を浮かべることができるポス トな

どがちりばめられた｡ただ､実在した人物が登場する

からといって､必ずしもその人物を史実に則して描い

ているわけではない｡

主人公の真鶴は､女性だが男性 (寧温)に姿を変え

て首里王府の幹部になるという設定だ｡真鶴という名

前は琉球の伝統的で一般的なものが使われているo真

鶴が男性になった際の寧温という唐名 (中国名)から

は琉球国が島津に侵略された時の国王尚寧と､琉球を

代表する政治家 ･棄温の名前が浮かぶ｡寧温は官吏登

用試験に合格 し､評定所筆者主取となり､さらには

｢表十五人衆｣ と呼ばれた首里王府の幹部にまで出世

する｡一方､女性としての真鶴は最後の国王尚泰の後

宮に入り､尚泰の子 ･明 (めい)を産むことになる｡

主人公が真鶴と寧温という ｢二つの性｣を往来する

という設定には､小説全体を通していろいろな意味が

付与されている｡その一つが､酒と薩摩 (ヤマ ト)の

両方と関係し､｢両属｣ していたとされた琉球国その

ものやその関係性の人格化である｡女性と男性の往来

を通している真鶴と寧温の姿を通して､酒と薩摩 (ヤ

マ ト)の間で揺れていた前近代の琉球国を描いている｡

｢二つの性｣を往来する設定だが､それは一方が ｢真｣

で他方は ｢偽｣である｡本来の性としての女性 ･真鶴

と､偽装された男性 ･寧温という構図が前提となって

いる｡｢本来的なもの (真)｣は真鶴 (女性)であり､

そして真鶴の ｢思いや行動｣が琉球の ｢本来 ･本音｣

のイメージとして描かれることになる.しかし､小説

が描いたこの ｢本来 (真)｣は､史実に則しているの

ではない｡それは作者が創作した世界であり､史実と

の関係でいえば ｢偽｣であり､それは作者の思想や志

向である｡作者が描いた ｢本来｣的なものそのものが

虚構なのだ｡作者はまず自身が創作した像を ｢本来の

姿｣と位置づけ､そしてそれを人格化して､主人公の

人物設定や描写を行っている｡

この二段階の創作のため､史実に対する知識を一定

程度前提にして､フィクションであることを意識しな

ければ､比喰のなかでイメージされる虚構と史実との

ギャップに気づきにくい｡史実に対する知識がないと､

作者が描く比喰を通して創作された ｢本来性｣を ｢史

実｣であるかのように受取ることになる｡その意味で､

小説としては成功しているといっていいだろう｡
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されて描かれている｡

清国が人格化されたのは徐丁咳だ｡徐丁咳は人工的

に不完全な姿にされた官官であり､寧温 (偽装された

男性で表象される琉球)を無理矢理犯し､精神的な結

びつきのない一方的な関係を持つ｡琉球史に登場する

｢徐｣の名を持つ人物では､冊封副使だった徐採光が

よく知られている｡実在の徐裸光は優れた文人で ｢中

山伝信録｣や ｢奉使琉球詩｣を残すなど､琉球に大き

な文化的な影響を残している｡

徐丁咳は発達した舌で､北京でも琉球でも後宮の女

性たちを犯していく｡偽装された ｢男｣として琉球国

王府の幹部である寧温は､職場であり国家のシンボル

でもある首里城の池のほとりで､徐丁咳に無理矢理服

を脱がされて､女に戻されて犯される｡犯される寧温

は､本来の姿 ･真鶴が憧れている雅博の名を叫びなが

ら助けを求めるが助けは来ない｡

この小説のなかで､徐丁咳の描写はとても優れてお

り､その怪しさとしたたかさは迫力がある｡結局､寧

温は徐丁咳 (靖国)を崖から突き落として､殺すこと

で､その強要された関係を終わらせる｡徐丁咳が官官

だという意味は､妖怪のように強くても子孫の繁栄

(その未来)はないということだろうか｡男性を偽装

している寧温も ｢宵宮｣だと称している｡

小説の最後で､琉球が日本に併合された後､真鶴は

内務官僚をやめて琉球に移り住むことになる雅博 (ヤ

マ ト)と結ばれる｡雅博は真鶴にいう｡ ｢日本は琉球

を解体した以上､幸福にする義務がある｡そう信じて

ください｡̀…｣

小説で描かれている真鶴 ･寧温と雅博､徐丁咳の関

係は､琉球国と清国､薩摩 (ヤマ ト)との関係の比境

である｡真鶴と雅博を通して､琉球と薩摩 (ヤマ ト)

との結びつきの ｢良好さ｣や ｢本来性｣を描き出して

いる｡また､寧温 ･真鶴と徐丁咳を通して､琉球の靖

国との関係が強制されたもので､｢本来的｣でないこ

とがイメージ化される｡

真鶴と寧温という ｢2人の人物｣が一つの肉体を共

有していたのは､まさに ｢両属｣といわれた琉球国そ
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真鶴 ･寧温をめぐる議論を考える上でも､歴史的な事

実としての ｢両属｣に対する知識が前提となるので､

ポイントをおさえている宮城栄昌の ｢両属｣について

の説明を紹介しておこう｡

(薩摩や明治政府の一部はしばしば ｢両属｣を口

にしたが､中国と沖縄はそれを言わなかった｡

たとえ沖縄側が両属の語を使用したにしても､

それは日本側の意をくんでやむなく使用したか､

琉球人の言として日本側が記録したかの場合で

ある｡中国では琉球は冊封国であってもそれは

あくまで形式的なもので､実質的には琉球の独

立をみとめているのであり､沖縄側も同じ受け

取り方をしていた｡中国の言う冊封はそんな意

味のものであった｡ところが沖縄側からみた薩

摩との関係は､これと全く異なっていた｡形式

的には独立は認められても,実質的に完全なる

植民地であった｡すべては薩摩の一方的な侵略

から始まったことであったが､明治政府も植民

地化を歴史的な事実とし､それによって自己の

行動を妥当付けるとともに､ ｢両属｣の不可を

論じ､ ｢携弐の罪｣を責めて中国との関係の断

絶を強要した｡'n)

｢両属｣していたとされる琉球国やその関係性を人

格化したのが真鶴 ･寧温だと理解すると､その周囲に

配置された人物の意味が明確になる｡真鶴が惚れた男

性が薩摩の雅博｡その名前の ｢雅博｣ という文字は

｢雅｣と ｢博｣ともプラスイメージで､人物も好青年

として登場する｡これに対し､清国からやって来た徐

丁咳は､昏官ながら舌で女性を犯す妖怪のような巨悪

を体現した人物として描かれる｡さらに､徐丁咳は琉

球国の幹部である寧温を犯すという設定にもなっている｡

薩摩 (ヤマ ト)が雅博に人格化されていると考えて

みる｡雅博は好青年であり､真鶴 (女性､本来の姿の

琉球)の憧れであり､真鶴との精神的な結びつきは強

いOそして､小説の最後では一緒になることが､予想
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のものでもある｡主人公自身の真鶴と寧温という一つ

の肉体をめぐる葛藤は､雅博に憧れた ｢本来の真鶴｣

に戻ることで決着する｡作者は琉球国のなかでの ｢清

国か､ヤマ トか｣という葛藤を､ヤマ トへ憧れと結び

つくことで解決させた｡そして､主人公 ･真鶴の本来

の性は ｢女｣であった｡そのような結末を通して､小

説はヤマ トへの憧れやその関係こそが､琉球の ｢本来

的な姿｣として位置づけていく｡

小説の人物設定の背後にあるものは､あこがれの対

象であり､精神的にも結びついた薩摩 (ヤマ ト)､そ

れに対して妖怪のように下劣で､強引に関係を結ばさ

れた清国というイメージだ｡しかし､史実はその逆だっ

た｡島津氏は1609年､大軍を率いて沖縄島に上陸し､

首里城下を焼き払いながら財宝なども略奪した｡そし

て､降伏した琉球国王 (尚寧)らを連行し､さらに降

伏文書への署名を拒否し抵抗する最高幹部の三司官 ･

謝名親方利山を殺害している｡

琉球国が明清の冊封体制に参加したのは､琉球国の

意思でもあり､それは前近代の東アジアにおける合法

的な国際関係である｡これに対し,島津の琉球国占領

は､島津が武力で侵略して支配したことに起因する｡

島津 (ヤマ ト)は琉球国を実力支配してきたが､それ

は侵略に起源を持つ非合法なものだった｡琉球国にとっ

て中国の明 ･清との冊封関係は合意にもとづくものだ

が､ヤマ トとの関係は ｢無理矢理｣の関係だったので

ある｡

そのような歴的事実から､歴史に則したもう一つの

小説の筋を考えと､ ｢テンペス ト｣の創作の志向がさ

らに明らかになるだろうO

例えば,雅博と徐丁咳でいえば､雅博は真鶴ののど

元に刃物をつきつけながら､琉球国の国家祭戒にとっ

て重要な場所である弁が森で強引に犯す｡助けを求め

る真鶴の声は､冊封使節の一員として来琉し､弁が恵

の近くをたまたま通った文化人 ･徐丁咳の耳元をかす

める｡すると､雅博の取り巻きの御用商人が､真鶴の

Uを塞ぐ｡声は途切れ､徐丁咳には届かない｡そして､

真鶴は雅博を崖から突き落として殺そうとするが､殺

すこともできないだけでなく､さらに､新たにヤマ ト

からやってきた雅博の上役にも､関係を強要されてい

く｡

へたな筋書きだが､史実に即して ｢テンペス ト｣と

の対比のなかで描くとこのような展開になる｡前提と

なるそれぞれの事象に対する沖縄社会の一般的な歴史

像も,これに近いのだと思う｡史実との関係を踏まえ

て筋を考えると ｢テンペス ト｣で人格化される前の

｢虚構の歴史像｣がはっきりする｡そこには作者の意

図が強く表れている｡

｢テンペス ト｣が､史実にしぼられない手法をとっ

ているということは､逆に言えば人物設定やその動き

は､全て作者の意図したものだ｡作者は､歴史的事実

や人物の要素を使い､ベースとなる歴史事実やその意

味を理解しながら､時には敢えて逆の関係や意味を持

たせて描写する｡しかも､その意図を覆い隠すように､

歴史的事実の幾つかの要素を使い､史料に手を加えな

がら描く｡それはフィクションであり､すべて作者の

意図に基づくものだ｡

琉球国にとって明 ･清を中心とした冊封体制への参

加は王権の正当性の根拠であった｡琉球国は冊封体制

に参加することで､琉球国は東アジアのなかで国際的

承認を得ていた｡明治政府による琉球国併合の際､

｢両属｣は琉球 ･酒国 ･ヤマ ト (島津､ 日本)の関係

を表現するキーワー ドだった｡琉球国併合の際に明治

政府によって行われた作業の一つが､｢両属｣という

言葉をテコにした琉球 ･清国 ･薩摩 (ヤマ ト)の歴史

的関係を ｢修正｣することであり､そして日本と琉球

の関係を正当なものとして再編することだった｡

｢テンペス ト｣が描いた真鶴 ･寧温の波乱に満ちた

半生は､琉球 ･活国 ･ヤマ トの関係が人格化されたも

のである｡そして､そこでは史実とは真逆の ｢侵略と

友好関係｣が描かれた｡小説は､真鶴 (琉球 ･女)､

寧温 (琉球 ･男)､雅博 (ヤマ ト)､徐丁咳 (靖国)の

3(4)人の人間関係を通して､琉球 ･靖国 ･日本の関

係を歴史的事実とは違った姿で描き､読者へ ｢修正｣

した歴史像を提示した｡
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て長い歴史を持っていた｡

琉球国では､聞得大君を頂点に全国に300人を超え

る女性の宗教公務員 (ノロクモイなど)である女神官

が配置されていた｡彼女たちは国から給与や領地を受

け､琉球国の官吏として祭紀を司った｡彼女たちが担っ

た祭配の空間や内容､祝詞なども決まっており､琉球

国の国家の安泰と国王の長寿､五穀豊穣､航海安全な

どを祈願していた｡数多くいる女神官の社会的地位は

とても高かった｡形式化していたとはいえ聞得大君は

琉球国末期でも､聞得大君御殿を拠点として全国の女

神官の頂点にいた(1.)O

小説のなかで､聞得大君 (真午)はキリス ト教に改

宗したと誕告されてその地位を追われる｡聞得大君の

地位を奪われた真牛は､ユタ (いわば民間の丞女)と

なり､ジュリ (遊女)となり､琉球を訪れたペリー一

行の兵士たちに強姦され､そして ｢マブイ｣を落とし

た.その後真牛は正気を取り戻すが､ニンブチャーと

なり､下層民の葬儀などを担うことになる｡つまり､

琉球国の祭配を司る最高神官から､いわば ｢落ちると

ころまで落ちた｣という設定である｡それでも､真牛

は聞得大君に復活することを夢想し､聞得大君として

の誇りを持ち続けた｡

小説の最後で､真牛は真鶴と最後の国王尚泰の千 ･

明 (めい)を､国王に就任させる儀式を置県後の首里

城で行う｡琉球の神 ･キンマモンが真牛 (聞得大君)

に下りて明を国王として承認する｡その後､真牛は自

殺する｡

実在の聞得大君とダブらせながら真牛は何を象徴さ

せられ､どのような役を与えられたのか｡結論から先

に書けば､真牛は､琉球の王権 (独立)の根拠や琉球

の信仰 ･祭稚世界を通して琉球の精神性や尊厳を象徴

している｡さらに付け加えれば､現在の沖縄の象徴で

もあった｡真鶴 ･寧温が靖国や薩摩 (ヤマ ト)との関

係性を擬人化したものだとすれば､琉球 ･沖縄社会の

アイデンティティを人格化したものが､真牛 (聞得大

君)だといえるだろう｡

真牛は､聞得大君の地位を失い貧しい民となっても､
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その意図するところは､｢合法 ･非合法｣ ｢表 ･裏｣

など､関係性の読み替えである｡言い換えれば､琉球

王権の正当性を支えた一つである琉球と酒国の関係の

意味をつくりかえるものだったと考えられる｡琉球と

酒国 (中国)､日本との関係に対する伝統的意識､記

憶の作り替えへの試みだといっていいだろう｡それは

現実の政治史の上では､明治政府が琉球国を併合した

際に利用した方法でもあった｡

真牛が表象するもの

もうひとり､小説のなかで重要な存在がある｡尚育

王の姉で最後の国王尚泰の伯母という設定の聞得大君

(真牛)だ｡真牛は聞得大君のポス トにいたが､主人

公 ･寧温の陰謀によってその地位を追放される｡

聞得大君というのは､実際に存在した琉球国の国家

祭紀を司る最高神官の名称である｡現実の歴史で琉球

国最後となった聞得大君は大宜味御殿で､小説のなか

で真牛が設定されている出自 (尚育王の姉で最後の国

王尚泰の伯母)と同じような関係にあった｡真牛 (聞

得大君)については､実在した最後の聞得大君 ･大宜

味御殿と重ねながら､そのほとんどを創作 ･脚色する

という手法がとられている｡真牛は､初めから架空の

人物として登場する真鶴 ･寧温などの中心的な人物た

ちとは異なった仕掛けがなされている｡

話を進める前に､聞得大君に代表される国家祭能が

琉球国にとってどのような意味をもっていたのかにつ

いて触れておきたい｡

明 ･清との朝貢冊封関係が､琉球国の王権の正当性

の国際的な裏付けだとすれば､琉球の国家祭紀は内側

から王権の正当性を担保する役割を担った｡琉球国の

王権は､神から授けられたことをその正当性の根拠の

一つとしていた｡ ｢王｣となった人物が ｢王｣である

その根拠は､｢琉球の神｣から付託され､承認されて

いることであった｡そして､聞得大君を頂点とする祭

稚制度は､琉球国の主権が神から神授されたことを可

視化したものということができる｡史料上で確認でき

る最初の聞得大君は尚真王の妹であり､国家制度とし
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かつての最高神官としての誇りを忘れられず､その地

位に戻ることを夢想する｡しかし､日々の暮らしで真

牛は､ユタ (精神性 ･文化を切り売りすることで日銭

を稼ぐ)や､ジュリ (薩摩人にも金で体を弄ばれる)

であり､米兵に強姦され精神を病み (意に反すること

も拒むことができず､尊厳も維持できない存在)､そ

れでもよみがえり､貧しく最下層のニンブチャーとし

て下層民の葬儀を担いつつ生きている｡

小説のなかで敗められている実牛は､独立国だった

琉球の王権や祭示臥 精神世界に代表される琉球の尊厳

そのものである｡真牛 (聞得大君)を苦境におくこと

で､翻弄されている沖縄の厳しい現実を描いているの

だ､という見方も可能かもしれない｡しかし､聞得大

君がその地位を奪われたのは､寧温 ･真鶴の陰謀が理

由だった｡しかもそれは史実ではなく,作者の創作し

た世界である｡

史実は違う｡琉球国最後の聞得大君 (大宜味御殿)

は1875年に就任し､明治末期に亡くなった｡尚育王の

妹で､尚泰王の叔母にあたる｡明治後半に亡くなった

が､葬儀には大勢の人が駆けつけたと当時の新聞は報

じている(12'｡その後任は安室御殿 (最後の国王尚泰の

娘)が引き継いで､｢聞得大君｣となっている｡しか

し､琉球国はすでに滅亡し､こちらは国家制度として

の聞得大君ではないが､それでも､大正時代に簡素化

されていたものの就任儀礼をやったという｡琉球の国

家祭紀は､明治政府も簡単につぶすことはできなかっ

た｡

琉球国は19世紀末､日本政府に武力によって併合さ

れ､独立国としての地位を失い､王城で祭死空間でも

あった首里城も接収され､国王も東京へ連行されたC

そして,沖縄戦では日米の戦場となり､兵士だけでな

く住民も犠牲となり､焦土となった｡そして､その後

は琉球 ･沖縄側の意思に反して米軍基地が建設され､

現在でも基地を押しつけられている.琉球 ･沖縄の人々

は､そのなかで貧しくても独立国であった琉球の歴史

や文化を大切に育んできた｡琉球 ･沖縄社会は歴史の

なかで尊厳をけがされたりしてきたが､しかし､巨大
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こ

な相手に対し､無力であり貧しくても､尊厳を守るた

めに闘い続けてきたということもできる｡これはいろ

いろな立場を越えて共有されている沖縄の歴史だといっ

ていいだろう｡

｢テンペス ト｣の真牛 (聞得大君)は､｢落ちると

ころまで落ちた｣が､実在の大宜味御殿は困難な時代

を最後まで､崇拝されて生きた｡小説のなかで聞得大

君 (真牛)を､歴史上の最後の聞得大君とダブらせる

必要があったのは､真牛がいわば沖縄のアイデンティ

ティなどを人格化したものだったからだと考えられる｡

その存在にリアリティを与え､歴史的イメージを修正

するためには､全てが創作ではその効果が少ない｡そ

れは落ちるところまで落とし､その意味の効果を出す

ためにも､真牛は実在の人物をベースにする必要があっ

たのかもしれない｡

小説は結末に､もう一つの仕掛けを準備していたO

琉球国が日本に併合された後､接収された首里城で､

寧温､明､そして､零落 した元聞得大君である真牛

(尚泰のおば)の3人に真鶴と国王尚泰の子 ･明の国王

就任儀式をさせている｡そこで､琉球の神 ･キンマモ

ンが真牛に悪依して､明を国王として承認する｡その

後､真牛は自殺する｡

これは琉球国の復興の種を将来へ残したかのように

も読むことができるしかけだ｡しかし､真牛の自殺か

ら伝わるのは逆のメッセージだろう｡明の母親真鶴は､

雅博 (ヤマ ト)と結ばれることになっているので､明

の母親の夫はやがて雅博 (ヤマ ト)となる｡しかも､

国王への就任儀礼が為されたといっても､明に王とし

ての実態はない｡また､ ｢明｣ という名前も工夫され

ている｡琉球国が中国と関係を持ったのは､明朝が始

まりであることから､｢明｣ という名前には､ヤマ ト

と琉球の関係の仕切り直しと新たな ｢合法的な始まり｣

を予感させる力がある｡寧温､明､真牛の儀式は､い

わば琉球国と琉球の守護神とも表現できるキンマモン

の葬送の儀礼なのだ｡真牛の自殺は､｢琉球的なもの｣

の死を予言している｡

真牛の死は ｢琉球的なもの｣は死滅であり､｢王｣
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注

(1) 『琉球新報』(2011年8月12日)｢論壇｣

(2) 『沖縄タイムス』(2008年12月8日)｢文化面｣

(3)平敷武蕪の批評は 『沖縄タイムス』｢文芸時評｣

(2008年11月30日)

(4)本浜秀彦の論考は 『沖縄タイムス』(2009年1月19

日から21日)の上 ･中 ･下の3回

(5) 西里善行 ｢読書ノー ト｣ ｢『テンペス ト』を読む一

小説と史実の間-｣｡

(6) 『琉球新報』(2011年9月8日)｢論壇｣

(7) 『琉球新報』(2011年9月11日)｢論壇｣

(8) テキス トには池上永- 『テンペス ト』1巻-4巻

(角川文庫､2010年)を用いた｡

(9)宮城栄昌 『琉球の歴史』 (吉川弘文館､1977年)

214-215頁

(10) 前掲 ･池上 『テンペス ト』4巻､306貢

(ll)後田多敦 『琉球の国家祭紀制度-その変容 ･解体

過程』 (出版舎Mugen､2009年)を参照

(12) 『琉球新報』(1906年6月6日)

=r地域研究｣9号 2012年 3月

の母親真鶴と雅博 (ヤマ ト)が結ばれることは､母親

を介在させた父親の交替であり､明 (｢国王｣) とヤマ

トとの関係の再編をも意味している｡

おわUに

小説 ｢テンペス ト｣を真鶴 ･寧温をめぐる人間関係

と､琉球の精神性や現在の沖縄などを具現化させた聞

得大君の意味するものを手がかりに読んできた｡ この

二つのテーマは ｢冊封体制｣と ｢国家祭稚｣という琉

球国の王権の正当性に関係するものである｡いいかえ

れば､琉球国を国家として存在させた要素である｡

ここで例示した幾つかの解釈は､歴史的事実を踏ま

えればそれほど極端なものではないだろう｡テレビド

ラマに関して､高江洲義寛が危倶し指摘することが､

原作の小説にもあるO これ らを踏まえると､ ｢時代小

説｣ として､ ｢楽しんで読めばいい｣ というだけでは

終わらないものがある｡

小説 ｢テンペス ト｣は実在の史料なども使用しなが

ら､その史料の一部を書き換え､あるいは用語に誤解

を与えるような表現がなされていた｡それに加えて､

人物描写の意図の問題だ｡フィクションとして､史実

の枠組みから離れ自由に描いているだけに､作者の思

想や意図が直裁的に人物描写などに現れている｡これ

では小説を使った歴史像の書き換え､事実と異なる事

実の意識的な書き換えではないか､という指摘が出て

も仕方がないだろう｡小説 ｢テンペス ト｣は､創作で

ある登場人物の役割や関係､行動や意識を通して､史

実と異なる新しい歴史像を描き出している｡その創作

された歴史像は､時に史実よりも一般的な歴史像とし

て定着していく力をもつことになる｡

19世紀末､琉球国が日本に併合される過程で､ 日本

政府によってさまざまな歴史の書き換えや隠蔽､ねつ

造がなされていた｡娯楽 ･時代小説としての ｢テンペ

ス ト｣が､歴史を素材としながら､これまでの歴史像

の書き替えを試みているとすれば､文学作品を越えて

政治的意味合いを含んだ作品だということになるだろ

う｡
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島峡沖縄の水産業の産業連関分析

友利 贋*

AnAnalysisoftheMarineProductsIndustryinOkinawaIslandsUslngInput-OutputTable

TOMORIHiroshi

要 約

包括的水産政策を志向する水産基本法は､海面漁業と海面養殖業間の構造変化を惹起するも水産業界を活性化するに

至っていないC本稿では.平成17年版沖縄地域産業連関基本分類表 (404行×350列)から海面漁業と海面養殖業を抜出

し水産業を2部門構成とする一方で､36部門に統合した水産業分析用産業連関表を作成した｡同表から沖縄の水産業を

分析するため､投入費用構造､産出経路構造､ラスムッセンの影響力係数と感応度係数､スカイライン図を援用した｡

これらの指標により沖縄の水産業の構造分析を行うと同時に政策的含意を探っている｡

キーワード:水産業分析用産業連関表､影響力係数と感応度係数､スカイライン分析､第6次産業､政策的含意

はじめに

水産業は､魚介類､海藻類等の水産資源の漁獲並び

に収穫から始まり流通加工や研究開発等の各部門が加

わり､第 3次産業を通して最終消費市場へと連なる6

次産業化の要を成す部門であり､島喚経済にとって数

少ない裾野の広い部門と言える｡水産業の裾野の広さ

は､経済活動で捉えると川上部門から川下産業に至る

数多くの関連産業を集積することで､所得水準を向上

させ雇用を増やすなどの多面的機能を発揮して島喚経

済の自立度の向上に責献することになる｡

このように潜在的可能性を秘める水産業ではあるが､

沖縄の水産業は､島喚性や地域性から派生する経済的

不利件が障害となり閉塞状況へ追い遣られている現状

があり､陸路となっている要因の詳細な検討と対応策

が求められる所以である｡

本稿では水産業を構成する海面漁業､海面養殖業に

対象を絞り､これらの業種の潜在的可能性を探るため

地域産業連関論の研究成果として導出される投入費用

や産出経路の構造､付加価値部門と域際部門を含む需

給構造､ラスムッセンの影響力係数と感応度係数､ス

カイライン図等の各種分析手法を活用して構造の分析

を行っている｡

1.沖縄の水産業の現状と課題

(1) 水産業を取り巻く状況変化と水産基本法

本論に入る前に基本用語の定義を整理しておく｡ま

ず､日本大百科全書によれば､水産業の定義は ｢水界

の動植物の採取 ･増養殖､その生産物の加工製造､お

よび最終消費に至るまでの流通の各分野を担当する産

業の総称｣とし ｢第一次産業の漁業 ･水産増養殖業､

第二次産業の水産加工業､第三次産業の水産物流通業

の三つの産業分野から成り立っており､水産資源を人

間の生活のために利用する経済活動の統合的なシステ

ムである｣とする｡そして､水産資源は ｢海洋､湖沼

や河川の中でその生涯の全て或いは大部分を送る動植

物のうち､食料としての利用を始め､人間が何らの目

的で利用するもの｣とする｡

さて､わが国の水産政策を取 り仕切る基本法は､

*沖縄大学法経学科 htomorl@oklnaWa-u.aC.Jp
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基本法の施行が行われている｡水産業を取り巻く国際

環境の変化に対応して水産振興に向けた方針と施策が

制度的に執られてきたことになるが､結果的に実効性

の面で課題山積の状態と言える｡

次に､沖縄の水産業を海面漁業､海面養殖業､又､

海面養殖主要品目を通して概観する｡

図2の沖縄の水産業の推移でも明らかなように､沖

縄の水産業は70年代初頭､80年代央､90年代末のそれ

ぞれの時期に持ち直しの兆しを示すものの､傾向的に

は生産量の減少を続け今日に至っている｡漁獲量にみ

られるこれらの傾向の中には､漁業形態として遠洋漁

業や近海漁業を含む海面漁業とモズクやエビに代表さ

れる海面養殖が含まれるが､これらの漁業形態で､前

者が長期低落傾向を示す反面､後者の海面養殖業は上

昇傾向を示している｡その背景には水産基本法の影響

も考えられる｡漁業活動に対する水産基本法の理念は

つくり育て管理するというものである｡この政策理念

は図2でも明らかなように海面養殖業等の漁業形態に

顕著に表れており､海面漁業の落ち込みが続く中で海

面養殖業が増勢を続けて健闘が続いている｡

海面養殖業に絞って今少し検討を加える｡海面養殖

業が取り扱う種類は多い｡その中でモズクは海面養殖

魚の生産量の大半を占めており､全国市場にあっても

沖縄産モズクが圧倒的な強みを発揮している｡反面､

㌻地域研究｣9号 2012年 3月

1963年 (昭和38年) 8月1日に施行された沿岸漁業等

振興法に始まる肌 ■'.同法の主旨は､水産業の生産性

を高めるとともに漁業従事者の生活水準の向上を促す

ことにあった｡その背景には､高度経済成長を実現す

るためにとられた産業政策が､主として製造業を中心

とした第二次産業の挺入れの下で取り残されてきた水

産業と他産業間の格差を是正する必要性に迫られたこ

とにある｡沿岸漁業の近代化と従事者の生活向上を旨

とする沿岸漁業等振興法の理念ではあったが､1994年

11月発効の国連海洋法条約の批准 (1996年6月)や包

括的な視点の中での水産業の持続的発展の必要性等､

国内外の漁業を取り巻く環境が変化する中で制度的見

直しの必要性が喫緊の課題としてあった｡このような

情勢変化を踏まえて､つくり育て管理することを理念

に掲げた水産基本法が2001年 (平成13年) 6月29日に

施行され今日に至っている(rH'O

(2) 海面漁業､海面養殖業から捉えた水産業の現状

60年代以降の我が国の水産業の推移は､1984年の

1,282万㌧をピークに1988年まで1,200万㌧台を維持し

てきたが今日に至るまで減少し続けている (図 1)0

この間に水産業と密接に関連する事項として､1963年

の沿岸漁業等振興法施行､1994年の海洋法に関する国

際連合条約 (国連海洋法)の発効(wL2001年の水産

図1 わが国の水産業の生産量の推移 (資料 :農林水産省 ｢漁業 ･養殖業生産統計｣より作成｡)
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モズクは過剰生産等の生産管理に関する意識が浸透し

ていないこともあり地元の業者がしわ寄せを受け､浮

き沈みの大きい業界としてあったが､この点はようや

く改善される傾向にある｡一方で､生産量はモズクに

及ばないものの高い価格を反映して販売額はモズクと

競い合う関係にある｡(図3-5)0

2.水産業分析用産業連関モデルの考え方

本稿で取 り上げる水産業分析用地域産業連関モデル

(競争移輸入型)の考え方は以下のようなものである｡

まず､マクロ需給均衡式を式 〔1〕として設定する｡

同式に含まれる記号は､Aが投入産出係数行列で､Y

が地域内最終需要列ベク トル､Eが移出と輸出を統合

した列ベク トル､Mが移入と輸入を統合した列ベク ト

ル､Xが地域内産出ベク トルである｡尚､ここで内生

部門をx-AXとし､xは中間需要を現す行列とした｡

AX+Y+E-M-X.-.････.･･････････････････････････ll]

式 〔1〕において移輸入を内生化するため移輸入は域

内最終需要に比例すると仮定する｡移輸入係数を対角
< ∧

行列の記号 M で表すと移輸入はM-M (AX+Y)と

して現すことができる｡同式を需給均衡式に代入して

式 〔2〕を得る｡更に､式 〔2〕を整理すると水産業

分析用産業連関モデルの構造式 〔5〕を得る｡
<

AX+Y+EIM (AX+Y)-X･･.･･･-････････････････[2)
∧ ∧

XIAX+MAX-Y-MY+E･･-･･-･-･･･.････････(3]
< /＼

lI-(IIM)A]X-(IIM)Y+E-･･････-･･･.･･･････[4)
< <

X-lI-(IIM)A]-I ･[(I-M)Y+E].･･･････.･･･(5]

以上が水産業を分析するための基本モデルである｡
∧

〔5〕に含まれる逆行列係数 lI-(IIM)A]ーⅠを基本型

にラスムッセンの影響力係数､感応度係数により削̀)

投入面から当該産業から派生する需要の関連産業の波

及構造や島喚経済で派生する需要が当該産業に及ぼす

波及構造等の分析を行い､更には､〔1〕における移輸

入を外生化することでレオンチェフのスカイライン図

で域際構造の分析を行うことになる(汀5'O これ らの分

析以外に投入費用面と産出経路､需給構造等を活用し

て海面漁業や海面養殖業の産業間の連関性や集積規模

の分析も行う｡

3.水産業の産業連関分析

(l) 水産業の投入費用構造､並び産出経路構造､そ

して域際構造

地域産業連関表において投入産出行列係数Aは､中

間生産部にあって当該産業の表側側に基づいて見ると

投入費用構成比を通して産業間の連結性と集積性を現

す｡一方で､内生部門にあって当該産業を表頭側に沿っ

て見ると産出経路を現し､投入費用構造同様に産出経

路にあっても連結性と集積性を窺うことはできるが､

産出経路は域際構造と照らし合わせながらみると域内

循環構造と需要の脱漏度の状態を確認できる｡

図6,附表 1は海面漁業､海面養殖業等の投入費用

規模から関連産業との連結性と集積状況を現し､図7

はこれら3業種の産出経路から取引産業の連結性と集

積状況を現している｡尚､これらの結果は､沖縄の地

域産業連関基本分類表 (404行×350列)を統合して36

部門表にしている｡

まず､海面漁業の投入構造は､沖合漁業や沿岸漁業

悪霊霊宝蓋謹言霞若芽悪貨左右差賢尖志望言責駕志望芸芸‡宝表悪
■JL■di.▲4始 七十JlaltL. 保保 芸L 通社用暮人tkJt

… 漁k介,* 品!品息維蔓 禁tk慧実 情開祉所サ*JE暮斜頚す Jt サl店ー加 L h -ii lビ

重工 書 芸 丘 …重 宝ス妻

図6 水産業の投入費用規模から見た連結性と集積性
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図 7 水産業の産出経路から見た連結性と集積性
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図8 ラスムッセンの影響力係数並びに感応度係数

と言う漁業形態の特徴を反映して石油製品を主とする

化学製品､船舶修理が大半を占める一般機械の費用依

存を示している｡小売りが小さく卸売業が総体的に大

きくなっている点は域外販売を手掛けることを反映し

ていると言える｡次に､海面養殖業の投入構造は､養

殖のための飼料調達を筆頭に､卸売業､石油製品､船

舶修理､運送業の順でこれらの産業が深く関わってい

る｡この様に､投入構造では海面漁業､海面養殖業の

何れも､費用で捉えても産業間の連関性､又､関連産

業の集積の何れも強い繋がりを維持していると言える｡

次に､産出経路に見られる特徴であるが､海面漁業､

海面養殖業の何れも図7で明らかなように取引対象の

産業の少なさが目立っている｡但し､海面漁業は飲食

店を筆頭に宿泊､医療介護､対個人サービスの各部門

との繋がりの強さが確認できる｡一方､海面養殖業は､

同業間の取引が際立って高くなっているが､その外は

冷凍魚介､飲食店､食品加工等が取引対象となってい

る｡

投入側を通して見た海面漁業や海面養殖業に連なる

関連産業は､生産活動にとって不可欠と言うこともあ

り多くの業種が投入経費の多寡としての現れることに

なるが､表頭側の産出経路では､当該業種の施設整備､

企業集積､生産規模や販路開拓､域際との繋がり等の

制約条件もあり関連業種の集積が疎らな状態になる傾

向にある｡それ故に､市場開拓や産業間の連携の強化

が課題となっていると言える｡

(2) ラスムッセンの影響力係数､感応度係数による

波及構造の分析

ラスムッセンの影響力係数 (以下､ラスムッセンの

PD I)とは､当該部門で発生した 1単位の最終需要

が､全ての産業部門に及ぼす影響の度合い､即ち､生

産誘発効果の度合いを現す数値であり､その係数の計

測は逆行列係数の列和の平均値で各部門の列和を除し

て求められる｡同概念はA･0･ハーシュマンの後方

連関効果に該当する(柁6)｡次に､ ラスムッセンの感応

度係数 (以下､ラスムッセンのSDI)とは､全ての

産業部門にそれぞれ 1単位の最終需要が発生した場合

にどの産業部門における生産誘発効果が大きいかを測

定する数値であり､その係数の計測は逆行列係数の行
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3業種に関して個別に見ていく｡まず､海面漁業は

域外依存度が高いことを反映して域内経済全体から受

ける影響は小さく､逆に､投入部門から捉えた関連業

種の多さを反映して影響力指数はやや大きくなってい

る｡次に､海面養殖業は､域内最終需要が相対的に大

きくなっていることや投入側から見た関連業種の多さ

を反映して海面業種より何れの指数も大きくなってい

る｡注目される点は､海面養殖業が経済全体に与える

影響が大きいことである｡これは域内依存度の大きさ

を反映した結果と言える｡最後に､内水面漁業 ･養殖

業は影響力係数が3業種中最も大きく感応度係数が最

も小さいことである｡影響力係数の大きさは費用構造

での内生部門比の大きさ､付加価値部門における雇用

者所得の大きさが影響しているものと思われる｡一方､

感応度係数の数値の低さは域外依存度が抜きんでて大

きいことから供給面での車離の状態を反映していると

思われる｡尚､図8は分布の偏りを避けて視覚効果を

だすために両係数の計算結果を対数変換して縦軸､横

軸に現している｡

(3) 水産業の域際構造とスカイライン分析

島喚水産業のスカイライン分析を行うための分析モ

デルを示す｡まず､式 〔1〕のマクロ需給均衡モデル

を以下の要領で整理すると Y+E-M-X-AXとな

る｡同式から以下の式 〔8〕が得られる｡同式の意味

表2 ラスムッセンの影響力係数並び感応度係数

㌻地域研究｣9号 2012年 3月

和の平均値で各部門の行和を除して求められる｡同様

に､同概念はA･〇･ハーシュマンの前方連関効果に

該当する(汁6)｡ ラスムッセンの影響力係数､感応度係

数は以下の式で表すことができる｡但し､上記のラス

ムッセンの両係数でnは部門数､ i,jは産業､K- [I-
∧

(∫-〟)A]~lであり逆行列係数である｡

ラスムッセンの影響力係数-

ラスムッセンの感応度係数-

諾KJ
L
q
.

･
∑
付

･
∑
山

-I..E
三暮KJ
nn

左右吉K,

〔6〕

〔7〕

以上の考え方を踏まえて､ラスムッセンのPD Iと

ラスムッセンのSD Iを式 〔6〕､〔7〕に基づいて計

算した結果をまとめたものが表 2､図8､附表4である｡

表 2､図8､附表4から海面漁業､海面養殖業､内

水面漁業 ･養殖業の影響力係数と感応度係数の現状値

を見ると､何れの係数も標準値である1を下回ってお

り､従って､3業種ともに経済全体に及ぼす影響､或

いは経済全体から受ける影響の何れも標準を下回るも

のである｡

図9 海面漁業､海面養殖業等の需給構造

水 産 業 影響力指数 感応度指数

海面漁業 0.8307 0.7315

海面養殖業 0.9619 0.9474

表 1 投入費用から見た内生部門と付加価値部門

部 門 内生産部 付 加 価 値 地域内生産額 付加価値率の特化係 数雇用者所 得 営業余剰 資本減耗引 当 間接税(除関税等) その他

海面漁業 37.4 31.2 41.7 15.5 6.3 5.3 62.6 10β17 1.31

海面養殖業 52.4 18.5 51.4 20.1 8.8 1.1 47.6 8,061 1.00

注 :その他は宿泊､交際､福利厚生費を含む｡
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するところは以下の通りである｡

X-(I-A)LLY+(I-A)~LE-(I-A)ーlM ･･-- 〔8〕

まず､式 〔8〕の第 1項が域内最終需要による生産

誘発効果､第 2項が移輸出による生産誘発効果､第 3

項が移輸入による生産誘発効果となる｡第 1項から第

3項までの結果を図10にスカイライン図として示し

た 'n7'｡尚､産業部門毎の数値を附表 5に掲げ､海面

漁業､海面養殖業等については抜き出して表 3にまと

めた｡

3009も250%200%150●-1COヽb50%D%

2%□ 40% 6q% Ea 叩%

十 ､､■■■句 . 一 丸 _‥十 ､ + + ∵

箕 霊 雲 志 井早ま孟窪 川 芸ヤ 芸 至芸 窪歪 ク 禿禿サ芸格賢 苧 Lt霊 捕毒 設 荒窪妄要望若 菜禁
明

店
･ 加 し 送 面 関 tk サ ビ(

耗 弁 別 正 動 輪 物 ス ビ 喫
暮 当 事 産 自 抽 ス 茶

崇 送 店●

図10 産業スカイライン図

表 3 スカイラインの構成要素

自給率 移輸入率 シェア

海面漁業 125.2 108.1 0.189

海面養殖業 77.4 82.9 0.140

スカイラインは産業の生産活動を需要と供給の両面

に加え生産規模､即ち､域内生産に対する各産業の生

産比の3要素に基づき産業の構造特性をグラフとして

現すものである｡図化に際しては､横軸に各産業の対

域内生産比率でスケールをとり､縦軸を自給率 (-域

内制作額/域内最終需要)と移輸入率 (-移輸入額/

域内最終需要)を棒グラフとして両指標を加えたもの

である｡

個別業種を見ていく｡まず､海面漁業は対域内生産

額比が地域内生産額5,766,899百万円に対 し0.189%

(57.5%)､ 自給率は125.2%､移輸入率は108.1%で域

内最終需要を上回っており､移輸出超過の状態にある

ことから域外志向で開放度の高い業種と言える｡次に､

海面養殖業は対域内生産額比が0.140% (42.4%)､ 自

給率77.4%､移輸入率82.9%と海面漁業と比べ生産規

模を上回る域内最終需要を高める業種と言えよう｡そ

して最後に内水面漁業 ･養殖業は対域内生産額比が極

めて僅かであり､自給率0.1%､移輸入率116.9%となっ

ており､移輸入率が3業種中最も大きくなっており､

域外依存の高い業種と言える｡

図11 海面漁業､海面養殖業等のスカイライン拡大図

結 語

冒頭触れたように､排他的経済水域による漁業海域

の設定は遠洋漁業に打撃を与え､水産業従事者の高齢

化に伴う後継者問題は水産業界を厳しい局面に追い遣っ

ている｡結果的に､我が国の漁業水揚げだかは1980年

代中頃の最盛期を境に減少を続け2009年の生産量は

540万㌧台とピーク時を700万㌧も下回る状況になって

いる｡この状況は島峡沖縄でも事情は同様なものであ

り､厳しいことに変わりはない｡

本稿では､これらの水産業を取り巻く事情を踏まえ

て水産業並び関連産業の現状に関する産業連関分析を

行った｡その結果を総括したのが以下の内容である｡

海面漁業､海面養殖業等の水産業に対し地域産業連

関表による各種の分析モデルを適用した結果､沖縄の
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水産業について以下の3点が指摘できよう｡即ち､第

1点が投入費用並び産出経路から見た連結性と集積性

である｡費用構造では海面漁業､海面養殖業の何れも

数多くの関連業種を抱え､これらの業種の成長が関連

業を牽引する構造が明らかになっている｡一方で､販

路面では決定的に関連業種の結びつきが脆弱であるこ

とが確認できる｡海面漁業は域外需要依存型であるこ

とから勢い域内販路が素通り的､空洞化が見 られるこ

とである｡一方､海面養殖業は域内最終需要が比較的

大きいことでも明らかなように､この部門は域内経済

活動との連関度の高さが窺われ､経済的波及効果を高

めることが期待される｡

今少し､海面養殖業について具体的な製品事例を挙

げて構造的課題を示す｡

モズク製品は生産数量的には同業種の太宗を成して

いるが､販路面では学校給食､宿泊業との連携が必ず

しも十分とは言い難く連携策の強化が望まれる｡一方

で､モズクに含まれる機能性成分は研究開発部門との

繋がりがあり､その製品化は潜在市場の掘 り起こLに

なり､将来性が大いに期待される業種と言える｡

このように､海面養殖業のモズクに代表されるよう

に､海面養殖業そのものの振興策は研究開発､食品加

工､食材販路開拓などでも明らかなように6次産業化

の視点を組み込んだ振興策が欠かせないものと言えよ

う｡

次が､影響力係数と感応度係数と域際構造である｡

影響力係数と感応度係数は他産業への影響､或いは経

済全体から受ける影響力を数値として現したものであ

る｡海面漁業､海面養殖業はこれらのふたつの側面で

の波及効果で見ると産業全体の平均的波及効果と比べ

て小さくなっている｡両係数の数値が何れも平均値を

下回るものの､他産業の比べ水産業の特色は川上部門

から川下部門までを含む幅広い領域に跨がる業種であ

ることであろう｡係る業種の特色が感応度係数に見ら

れる産出経路に反映していないことは政策的な課題と

言えよう｡

最後に､海面漁業､海面養殖業等のスカイライン分

折である｡海面漁業､海面養殖業等の水産業が沖縄経

済に占める割合は200億円程度 (対域内生産比0.3%)

に過ぎない｡確かに生産規模のみで判断すれば水産業

の直面する事態は深刻であるが､水産業は魚介類､海

藻類の水揚げから始まりそれらの加工､宿泊業等に繋

がる第 6次産業の要を成すものであり､域内経済の自

給度を高める上で将来を期待できる産業と言える｡

ここで取り上げた何れの分析手法も異時点に当ては

めることで時間軸を通した分析を可能にし､構造的変

化をより実態にそって明らかにすることが可能になる｡

この点は今後の課題としてある｡

本稿は日本計画行政学会第33回九州地区佐世保大会

で報告した内容に若干の加筆修正を加えたものである｡

同大会では福岡大学の今泉博国教授に討論の労をとっ

て掃いた｡この場を借りて感謝の意を表するしだいで

す｡但し､本稿における誤 りは全て筆者の責任に帰す

るものである｡

注

(注 1)http://law.e-gov.go.Jp/haishl/S38HO165,

html

(注2)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/

H13HOO89.html

(注3)http://www.houko.com/00/05/HO8/006.

HTM

(注4)P.N.RASMUSSEN ｢Studies in INTER-

SECTORAL RELATIONS J NORTH-

HOLLAND PUBLISHING COMPANY,

1956､PP.133-1580

(注 5)W ･レオンチェフ ｢産業連関分析｣岩波書店､

1967.7､PP.32-530

(注6)アルバー ト･ハーシュマン ｢経済発展の戦略｣

巌松堂出版､PP.170-1810

(注 7)スカイラインチャー トは宇多賀治郎氏が開発

したソフ トを使用した｡

http://web.me.com/kenuda/japanese/Ray-

J.htmi を参照.
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附表 1 漁業形態による投入経費構造

｢地域研究｣9号 2012年 3月
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附表 3 産出経路構造附表 2 投入費用構造

産 業 区 分 内 水 南÷由業 .秦 i毎面 i鼻莱 i毎面 責声直業
llJ.h･三一

求産業 農 不不業 0 ロ 2
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′J､売 0 135 39
金 高虫保 ロ棄=F動 産 0 132 79
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附表4 影響力係数と感応度係数

産業分誉百 号Ji生壁ナ丁1 -I

窮1象眼 食品.餅芋斗加工 1.0781 1.2345

金属製品 0513 0521
土木建築 08T TTこけ
運輸 0ロ66 695
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附表 5 スカイラインの計算値

産業区分 F 話発生産 E話発生産 M 誘発生産 稚尭∈内生産額地域内生
春賀 穎 額 産■l写比率

1農村票 137,382 58,913 -Ilo,101 86,194 1.49
2海面漁業 8,722 ll.624 -9,430 10,917 0.19
3海面蓋相葉 10,413 6.28D -83632 8,061 0.14
4内水面.漁業.圭相葉 1,419 259 -1,659 20 0.00

5紙業 315,915 95,30D -392,245 18,9TO 0.33
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15金属製品 298,875 56,102 -292,572 62,405 1.08
16一般機械 594,750 78,690 -642,349 31,092 0.54
17土木.建宗 908.702 61,818 -97,943 872,5T6 15.ユ3
18卸売 458,435 ll【し273 -305,536 263,1T2 4.56
19小売 262,640 81,938 -71.868 2T2,710 4.73
2ロ全売引具陳不軌産 872,533 102,599 -187,130 788,002 13.66
21損害保険 32,610 lD,662 -26,291 16∫980 0.29
22i空前 186,78l 415,407 -193,gT4 408,214 7.08
23 121,6TO 35,T58 -84,758 T2.669 1.26
24沿海.内水面貨物輸送 15.119 I,313 -15,966 6,466 0.ll
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30医療福祉 626.873 112 -二jt; 626.750 10.87
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33対個人サービス 277,458 67,935 -20,4T4 324,919 5.63
34一般飲食店(除喫茶店) 88,116 ll,T99 -12,635 87,280 1.51
35宿泊業 52,815 TO,058 -34,301 8日,572 1.54
36分菜EI不明 38,608 9,3T5 -23∫831 24,152 0.42
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うるま市におけるスクールソーシャルワーカー活用の実態と課題

名城 健二*

TheactualcondltionandthesubjectofschoolsocialworkerpractlCaluseinUrumaclty

NASHIRO KenJl

要 旨

調査の結果､スクールソーシャルワーカー (以下､SSWr)の認知度や役割が学校や地域で徐々に高まる

ことで､教員の子ども達を見る視点が変わり､子ども達を支援する学校内の体制が整い､教員の業務負担軽

減に影響を与えていることが考えられた｡また､SSWrの雇用状況が十分整ってないため､身分保障の改善

を要すとの指摘があった｡

キーワ- ド:スクールソーシャルワーカー､教職員との連携､学校内の変化､身分保障

はじめに

2008年度､文部科学省は15億4千万円の予算を投じ､

国庫委託事業として全国的にスクールソーシャルワー

カー活用事業 (以下､SSW事業)をスター トさせた｡

その背景は､子ども達の抱える課題 (いじめ､不登校､

非行等)の解決に､子ども達やその家族を含めた生活

環境に関係機関と協働してアプローチするソーシャル

ワークが有効的であると先行地域 (香川県､大阪府､

兵庫県赤穂市等)で実証されていたことが挙げられる｡

沖縄県においても県教育委員会が窓口となり､2008

年度から宮古島市､豊見城市､那覇市､宜野湾市､本

部町にてSSW事業が開始した｡2009年度は､補助事業

(国の1/3､県2/3負担)となり､各地区の教育事務所

管轄 (国頭､中頭､那覇､島尻､宮古､八重山)で事

業が継続する｡同時に､市町村の単独予算で､SSWr

を採用する動きも出る｡2010年度は､各地区教育事務

所の継続と市町村単独でSSW事業を実施したのは､宮

古島市､与那原町､宜野湾市､名護市､本部町とうる

ま市である｡

うるま市にSSWrが採用された背景は､2009年度に

市内の中学生による集団暴行事件により､一人の中学

生の尊い命が失われたことがある｡事件後､学校や地

域住民､議会､教育委員会等において子ども達の置か

れている状況やその支援､指導方法について幾度とな

く議論され､子ども達を支援する方法の一つとして

SSW事業が挙げられた｡うるま市におけるSSWrの配

置方法は､一つの学校に常時勤務する ｢配置型｣で､

市内のA中学校とB小学校の2校に配置している｡A

中学校配置のSSWrは週5日､6時間/日の勤務､B小

学校のSSWrは､週3日､6時間/日の勤務となっている｡

Ⅰ.調査日的

うるま市において､SSWrが配置され1年を経過した

ところで､その実態と課題点を抽出し､今後のSSW事

業の充実に寄与することを目的とする｡

Ⅱ.調査対象及び方法と期間

うるま市に採用されたSSWr2名の2010年度の年間活

動報告の集計を行い､その業務実態を明確化し分析す

る｡加えて､SSWr及びSSWrが配置されている学校

*沖縄大学福祉文化学科 nashlrO@oklnaWa-u.aC.)p
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の管理者である学校長に個別インタビュー (半構造化

面接)を行い､SSWrが学校に配置されたことによる

効果等の実態把握を行う｡インタビュー調査は､2011

年3月17日にA小学校のSSWrと学校長､3月22日にB

中学校のSSWrと学校長を調査し､それぞれ60分程度

の時間とした｡インタビューの内容は､本調査以外に

使用しないことの了解を得て､ボイスレコーダーにて

録音しそれを逐語録化しデータ整理した｡

Ⅲ.調査結果

1.SSWrの業務実態結果

① SSWrが支援した児童 ･生徒の実数

SSWrが年間で最も支援した対象は､実数で ｢小学

校｣ (坐)が147件で多く､その次は順に ｢中学校｣

(坐)68件､ ｢幼稚園 ･未就学児｣3件､ ｢高等学校｣

(高校生)0件となっている (図1参照)0

2150100500 147

68

≡

3 0

図 1 支援対象児童 ･生徒数 (実数)

② SSWrが支援した児童 ･生徒の主訴と支援状況

SSWrが支援 した児童 ･生徒の主訴で多いのは順に

｢家庭環境 (児童虐待を除く)｣68件で､ ｢不登校 (壁

校しぶりを含む)｣が49件､｢発達障害｣に関する相談

で33件である｡少ないのは順に､ ｢暴力行為｣0件､

｢いじめ｣1件､｢児童虐待｣2件である｡支援すること

で状況が好転したのは､多い順に ｢家庭環境 (児童虐

待を除く)｣50件､ ｢不登校 (登校 しぶ りを含む)｣18

件､ ｢発達障害｣15件である (表1参照)｡児童 ･生徒

の主訴が､問題解決または状況好転したとする内容を

合わせ､その比率をみると ｢教職員との関係｣90%､

｢家庭環境 (児童虐待を除く)｣73%､ ｢心身の健康 ･

保健｣73%となっている｡ただし､ ｢家庭環境 (児童

虐待を除く)｣の問題解決は0件となっている｡

表 1 支援対象児童 ･生徒の主訴と支援状況

問 題解 決 支援中状柵転 支援中 その他 合 計

不登校 (登校しぶりを含む) 0 18 23 8 49

いじめ 1 0 00 1

暴力行為 00 0 00
児童虐待 (児童相談所の連携を含む) 0 1 01 2

人間関係 (いじめを除く) 3 5 0 08

不良行為 (万引き .喫煙 .飲酒行為等) 4 2 0 0 6

家庭環境 (児童虐待除く) 050 18 0 68

教職員との関係 1 9 0 0 10

心身の健康 .保健 1 8 0 2 ll

発達障害 7 15 6 5 33

③ 個別支援方法

個別支援方法で最も多いのは順に､｢面接｣285件､

｢電話｣222件､ ｢その他｣155件である｡ ｢その他｣の

内容は､児童デイサービスへの送迎､学習支援の見守

り等となっている｡家庭や関係機関への訪問を合わせ

ると179件となり､頻繁にアウ トリーチしていること

が分かる (図2参照)0

数250200150100500

222

155

100
壁 54

面 電 苗 諸 芸 芸

接 話 歪 憲 子 他

図2 個別支援方法

④ 個別支援における支援､連携対象者の延べ数

個別支援における支援､連携の対象者の延べ数で最

も多いのは順に ｢児童 ･生徒｣605件､｢保護者｣204件､
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｢教職員｣203件､ ｢地域住 民｣119件である (図3参照)｡
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⑤ ケース会議の開催及び取扱 いの実数

ケース会議の開催 は､校内関係者のみが70回で､外

部の関係機関含んだ会議が44回 とな り､多 くの会議 に

SSWrが参加 していることが分かる (表2参照)｡

表2 ケース会議の開催及び取放い数 (実数)

校内 70回 103件

関係機関等 44回 295件

⑥ 個別支援以外の業務 (延べ件数)

個 別 支 援 以 外 の業 務 は多 い順 に､ ｢教員 との連携

(担任)｣389件､ ｢教員 との連携 (管理職)231件､ ｢教

員 との連携 (担任外)｣201件 となってお り､学校 の教

員 との業務 に多 く時間を割 いている ことが分か る (図

4参照)｡

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

5

0
5
0

5
0
5
0
5

4

4
3
3
2
2
1
▲l

件
数 389

汰
I;li.a

23.1;≠

a:㌔"識二≡､､201≡-.L{ ilo

129102

.⊥二.I _二-ii '~常 襲 23 57

そ
の
他

学
校
行
事
へ
の
参
加

･
協
力

授
業

･
研
修

･
講
演
等
の
講
師

ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン

会
議

･
部
会

･
研
修
等

(校
外
)

会
議

･
部
会

･
研
修
等

(校
内
)

事
務

･
外
部
相
談
員

教
員
と
の
連
携

(担
任
外
)

教
員
と
の
連
携

(担
任
)

教
員
と
の
連
携

(管
理
職
)

図4 個別支援以外の業務 (延べ件数)

2.SSWrに対するイ ンタ ビュー調査の結果

別表1を参照

3.学校長 に対するインタ ビュー調査の結果

別表2を参照

別表1 SSWrに対するインタビュー調査の結果

気学 ･SSWrに対する学校の理解があり受け入れ体制が整えられていたが,最初はスクールカウンセラーとの違いを先生方や生徒
に校 も理解できていないようであったので､自分が何者かということを分かってもらえるように気を配った○

…垂 ･学校は教員が多数で､SSWrにとつては一人職場なので､SSWrのことを分かってもらえるように心がけた｡
･学校内にSSWrとしてのモデルがいないので､自分の支援の方法がこれで良かつたのか不安になり困ることがあった○
これで良かつたということで､背中を押してくれる人が日常にいない○支援の振り返りの時間が十分でなく､月1回のス-

これ パービジョンでは足りなかった○
とて ･限られた勤務形態の状況では緊急時の対応が難しく､保護者との対応が迅速にできないことがあり困った○

S (I) 教員に対して

･教員と違う視点､｢福祉の視点でこういう方法はどうですか｣と提案しながら教員の視点を尊重するようにしていたO
･学級担任が主なので役割分担を決めて､SSWrは裏方に回り担任に動いてもらうようにした.
･ケースの調整を他人が見える形で行うようにしていた○

S ･SSWrの仕事の内容や役割の理解を広めるために､教職員向けに ｢SSW通信｣を作成し､勤務時間や仕事内容について書き
W 込んだ○どういう人なのか分からないままだとお互い良くないので､各教員に直接手渡しで通信を配った.
r ･特に最初は,職員室で日常的におしゃべりしながら関係づくりに努めた.子どもや保護者との面談後は､担任や校長､教頭
と にその内容を速やかに報告するようにした○情報共有のために､状況に応じて報告書を作成している○信頼関係をつくるた

して配 めに報告､連絡､調整を意識的に行っている○自分だけが情報を握らないようにしているO(2) 保護者に対して
慮 ･SSWrが何者かを伝えることを心がけ､プライバシーの保護にも配慮し､福祉の視点で関わることを意識した○
し ･面談の内容を､全て学校側に伝えることではないと徹底して理解してもらえるようにした○学校の愚痴でもいいので､言つ
た てもらうように心掛けたo

｣と ･どのようにSSWrを活用すればいいのかを知らせるために､授業参観日の際に ｢講演会｣を開き､保護者と情報交換をした○その後より､保護者との面談が増えたp
･保護者との面談は原因追究という形ではなく､保薄着の悩みに耳を傾け､共感的に理解に努め､これからどうしていけばい
いかということを心掛けた (解決的指向)C母親の良い所を見つけ､母親も子どもを支援するチームの一員として､母親と

55



(調査報告 )｢地域研究｣9号 2012年 3月

S (3) 児童 .生徒に対して

･面談の内容が全て担任に伝わるわけではなく､秘密を守ることを約束した○状況に応じて学校全体で考える内容は､本人の
了解を得るようにした○

･面談の時間に関して､子ども達には授業を受ける権利があるので､授業を優先して別の時間で担任の許可を得て行うように
していたo基本的に放課後の時間に面談するようにしたo

S ･本人が面談しているのを他の生徒に見られたくないようであれば､気付かれないように配慮し面談するようにしていた○
W ･本人のプライバシーを守ることを意識したo
r ･相談室の環境づくり､来室した子ともたちが安心できる､ほっとできる居場所つくりを心掛けた○SSWrも楽しむことで子
と どもたちも楽しく過ごし､お互いの関係づくりに役立ったo折り紙等をやりながら子どもと話すことで､子どももリラック
し スして親子関係や不登校等について話すことができた｡
て ･達成可能な目標を子どもと一緒に設定し､｢何ができる?｣｢どこまでできる?｣等のスモールステップで達成行動､
配 対人関係を拡げる支援を心がけた.

慮した ･相談室登校している子どもの担任との情報を密に行い､それを子どもに情報提供していた○(4)関係機関に対して

｣と ･新しい職種なので､自分を知ってもらうためにも顔が見えるお付き合いを目的に色んな機関に足を運び挨拶した○･SSWrとしての自分を知ってもらうためにも情報交換をまめに行い､細かいことでも報告するようにしていた○
･特に用がなくてもコーヒーを飲みに行き､おしゃべりをしながら情報交換するようにした○
･会議の中でそれぞれの役割を確認､明確化､分担しながら必要に応じて情報交換を行った○定期的に開催される支援会議に
おいて､各関係機関の支援状況を確認し合った○この積み重ねが大切で､いつまでも状況を見るのでなく機を逃さないため
にもタイムリーに連携を取るという意味で良かつた○関係機関への情報発信を心がけた○

S ･教員が福祉的な視点を聞き入れるようになり､教員の方から支援方法について質問を受けるようになったo
S ･最初は､自分からケースを探していたが､後半は､教員から ｢こんなケースあるけど､SSWrならどう対応するの?｣とい
W うようなケースの相談ができるようになった○
r ･色んな視点で教員が生徒を見られるようになった｡外部の民生委員や自治会長の出入りが開放的になり､相互の連携がとり
が やすくなりケースの情報交換ができるようになった○これまでは､外部機関に任せつきりの状態を連携として捉えていたよ

配置された うであるoその後の情報交換が連携ということを理解してもらっている○

･教員からこんなケースがあるが､地域つてどんなことをしてくれるという質問もくるようになった○
･学校としてどうしようもないと考えストップしていたケースが､SSWrが関わることで先が見えるようになった.
･SSWrが､保護者や学校.関係機関等への連携のキーパーソンとして位置づけられたことにより､校内支援体制がより充実
し具体的な対応につながったoまた､子どもや保護者､教職員に対する相談､支援､情報提供がより活発になったo

｣とによ ･要支援家庭においては､｢生活の視点｣から関係機関へのつなぎが行われた.

･-人の力では限界があるので､みんなで共有する雰囲気がでてきた○担任が気になる子どもや保護者のことをSSWrに相談
することが増え､学級担任がケースを抱え込まずチームで対応する雰囲気ができ､教職員の意識が高まった.

る SSWrの認知度が高まったo
学 ･不登校､休みがち､情緒不安定､問題行動､発達障がいの疑いの対応においては､学校内におけるチーム支援が構築され効
校 果的な支援につながった○
内 ･保護者相談の結果､親の安定が子どもの安定につながり学級経営がスムーズになり子どもや親学級担任も喜んだ.
の ･校内に整備された相談室を拠点に､不登校支援が充実した○不登校へのアプローチが継続的に行われた結果､安定登校につ
餐 ながつたo
化 ･家庭支援会議において､明確な支援方針を打ち出すことができた○

大事 SにSLWて rいとるしこて ･子どものために､子どもがよりよい学校生活ができるように意識している.支援の内容が､｢子どもがどう思うか｣｢子ども

にとつてどれがいい方向か｣ということを中心に支援がぶれないようにしている
･子どもの話を聞き､子どもに納得してもらうようにしているo
･ ｢先生｣と呼ばれても､先生ではなく何でも話せる人として理解してもらえるようにしている○どんな時でも話せる､味方
になる大人がいることを分かってもらいたいと思っている◇学校に遊べる人材がいるという感覚をもってほしいo

ー本人の言い分を先ず聴く､大人が分からないということでなく､大人を上手く利用し相談することもできるということを伝
えたい○

･子どもが困っている時､この支援が子どもにとってどうなのか､利益があるのか､子どもがどう思っているのか､子どもの
視点でどうなのかを考えて支援しているつもりである.

と ･t'祉的な視点を意識し ｢子どもの持つ力を最大限に発揮できる環境を整える｣ということや児童､教職員､関係機関との関
係作りを行い､チ-ム支援を強く意識しているo他に､要支援家庭の社会的自立を目指した支援や他機関と円滑に連携して
いくための関係づくりをすごく意識してやっている.

S ･以前より子どもに関わる仕事がしたかつたので､実際関わることができていいなと思っている○子ども達が素直で､関わり
S が形としては見えにくいこともあるが､反応が目に見える○子ども達の笑いがあり､子どもの成長過程の変化が目の前で見
W られることが嬉しい｡
r ･SSWrの発言で､子とも達の変化の程度が変わり､きつい表情をしていた子どもが笑った額をしていると嬉しい○
と ･保護者との関わりの中で､制度に関して知識が乏しいので説明をすると感謝の言葉があるので嬉しいが､制度に対する知識
し がないんだと思ってしまう○

て演動して良かつ ･長年状況の改善がされなかった家庭が､少しずつ好転してきたことや保護者から感謝の手紙を頂いたことが嬉しかつたC親

が変わると､子どもも変わるということを実感できた○
･教職員みなさんと協働し国難事例をみんなで話し合い,模索するそのプロセスがたまらなくやりがいを感じることができた○
一人で頑張っているのでなく､みんなで頑張っている○

･校内で､SSW1-が活用されていることを自分自身感じることができる.その中で仕事ができることが良い｡
･校長や教頭の理解が高い中で､教職員や関係者とのチームの中で協働でき､校内においてにSSWr対する理解を得ることが
でき､効果的に活用されていることが良かつた.他に､不登校児童が安定登校につながった､発達陣がいを疑われる児童が

た 医療機関につながり診断を受けた､様々なケースを通して関係機関と連携できた.
忠 ･要支援家庭の保護者の意識が少しずつ改革されることで､不登校の子どもが登校できるまでに急変した.母親の苦労を受け
え 止め母親をはめることで関係ができ､母親の相談も受けるようになり母親自身も成長することができた○
る ･関係機関と連携がとれたこと○毎月,SSWrの定例会とスーパービジョンが受けられたことが良かつた○SSWrの仲間との

共有の場になり､弱音を吐け､他の人がそれを聴いてくれ分かってくれるので気持ちをリセットできた.肩の力がぬけ､楽
と になれSSWrのメンタル面のス トレスマネジメントという意味でも役立った.

･雇用条件を充実させてほしい○単年度事業で1年契約でなく､せめて3年くらいの契約で同じ人を継続採用した方が良い○理
由は､子どもや保護者の関わりも中途半端になる可能性があるからo

･SSWrの個人的なキャラクターで仕事をやっている面がある〇年度が変わり､人が変わると同内容の支援が継続できるか不
安がある○
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AiL+7垂;i 明確化した方が良い○何でもケースに関わっていたら､中途半端になることがあるかも知れない.SSWrの理解や採用をもつ

と広げてはしいD
･県採用のSSWrの動きが見えにくく,県との連携がないので情報交換する場などがほしい○
･スーパ-ビジョンの方法と内容を検討し回数を増やしてほしい.近くに,日常業務について情報交換できるような ｢話す場
と人｣がほしい○

･SSWrのストレスマネジメントやSSWrの元気の維持､バーンアウトを防ぐ方法をどうしていくかが検討課題であるo
･日常業務の中で家庭訪問することがあり､現状は自分の車を使っているので､交通費の手当てがあった方がいい○

その ･学校内で､積極的にSSWrの業務以外のことも同じ職員として雑用もしている○この仕事にやりがい感じ､仕事が楽しく良

かつたと思っている○
･学校は､先生と生徒だけの関係ではなく,別の視点を入れるのが重要で有効的と感じた.SSWrの動きが､多忙な先生の業
務軽減につながっていると思う.

･次年度は記録等をしっかり残し､さらに充実させたいoSSWrの認知度を社会の中で高めたい○自分たちも研修会等に参加
し､知識を習得する場を確保し質の担保と水準を上げていけないといけないoSSWrの質を担保する意味でソーシャルワ-
クを勉強し､ソーシャルワ-クの視点をもった人にこの仕事を担ってもらいたいo

他 ･SSWr同士が自由に愚痴等を括れる場も確保していきたい○･この仕事をすることで､色んな家庭があるということを改めて知ったO環境調整をするSSWrだからこそその実態が知れた.
今後は､SSWrの仕事が増えていくと思うo

別表2 学校長に対するインタ ビュー内容の結果

SSW ･配置そのものがありがたく､とても良かつた○関係機関､地域との連携に課題があったので､SSWrにはそこに関わらせた

かつた○保護者や地域との相互方向の関係づくりに役立っている○
･生徒指導関連の会議に参加してもらうことで､SSWrとの情報交換ができているoその中で､SSWrの専門的な助言が入り､

r 支援の役割分担ができ具体的なけ動につながっている○
杏 ･保護者に対する支援､相談､情報提供が家庭訪問や電話によりこれまで以上に上手くいっている.家族への連絡やつなぎが
配 上手くいくことで､教職員の負担が軽減された○
置 ･どう対応していいか分からず､停滞していたケースにSSWrが関わることで進展したO
し ･外部の専門的な機関との連携がとれるようになったO .教員の相談にものつてもらっている.
て ･発達系の子どもの保護者との関わりで､SSWrが間に入ることで親の子どもの受け入れが良くなっている○学校の状況をヒ
良 手く親に伝えられている○
か ･学校内のチーム支援の構築につながっているO .SSWrは､教職員が持ってない視点を持っている○

つた ･教職員と保護者との調整の際に家族の側に立ち､保護者や本人の代弁ができているo･不登校児童への支援がかなり具体化した○教職員のみでは対応が中々難しかつた可能性があり､教職員が分からない部分の

｣と 支援ができ､支援の厚みが出てきたと思うoSSWrの動きで校長､教頭もたくさん学ばせてもらっている.
･不窄校関連以外に､支援を要する児童への関わりも数多く持ってもらい諸課題の未然防止に役立っている.

･学校だけでは対応が困難な虐待の事例にすぐ動いてくれ､スムーズに対応できたo教員では上手く対応できていなかった○
･教職員の業務の負担減につながり､勤務時間の余裕が生まれた.
･就学免除の申請や校納金の支払いが困難な保護者とのやりとりが上手くいき,手続きがスム-ズになった○これは予想外で
あった○保護者も制度を知らないこともあったので､その情報提供をやってもらい､事務職員と連携しながら保護者とのや
り取りが上手く行っている○

･これまで､経済的な支援に立ち入りきれなかったが､SSWrが上手く支援している○
･不登校等への支援に直接的に具体的に動いてくれ､成果が見えてきた○職員間に校内体制への信頼感が増してきているoあ
る種の心理的な安定感を感じ､何かあったらSSWrに相談しようという意識があるo

･校長､教頭もSSWrの関わり方の具体を学びながら､対応の方法が変化してきた○
･SSWrの提案を受け､校内体制を整えることで具体的で良いアクションにつながっているo例えば､夏休みの体験学習､学
校文書による欠席多数児童へのアプローチ､欠席多数児童の転入に関しての教育委員会との連携等であるo

･登校支援など具体的に動いて貰っているので,関係学級担任の負担が軽減したo

tk s ･特にないがあえて言えば､当初はSSWrの動きが把握できなかった○現在は､SSWrの役割を明確化するために､校長が
こ 与 SSWrの業務を確認するようにしている○

L2相 rと TJを ･特にないが､SSWrの配置が他校から羨ましがられている○

S ･状況によっては､学級担任に優先的に関わるようにさせ､担任の仕事を取らないように役割分担を明確化した○最初は､お

至言 互いどこまでお願いしたらいいかあやふやだつたが､後半は上手く行つたと思っている○

･担任とのバランスを取るために､SSWrにどこまで入っていいのかはっきりさせた○SSWrと教員と情報交換しながら､お
互いに状況を共有できるようにしていた○

･校長としては､とにかくSSWrとの情報連携を深めるために ｢話をよく聞く｣ようにした.その中で対応の方法も具体的に
話し合ったo有効であろうと考えられる対応策は実践した○

芸濃 ･学級担任から親子関係等の情報をキャッチした場合､時機を外さずSSW1-につなぎ､早期対応ができるようにした○･勤務時間外でも働いてもらうこともあり､SSWrを大事にするようにしている○

A~7 ･兄弟ケースもあり､今後は小学校と中学校との連携が必要である○早期介入の視点でも重要なので小学校との連携を取れる
後 ようにしていく必要がある｡
の ･何年も支援に時間がかかるケ-スが多いので､この事業を単年度でなく同じ人が配置できるように継続事業としてほしい○

SSWrへ ･SSWrの認知度を高めるために､市全体の学校関連の会議等でもつとアピールLSSWr.の動きを紹介し活用してもらいたい○

･関わっている事例において､事態が最終局面に至る場合､児童相談所相談等の具体的な手立てを事前把握しておいて頂きたい○
･アクションを伴う他機関へのつなぎが必要な場合､具体的に幅広く対応できる能力が求められる.現在も課題を把握し､対
応策を練りアクションを起こしている○

の ･特別支援教育に関することで､保護者との関わりにて担任がストレスを抱えるという課越を抱えている.その方面への関わ
期 りにも期待したいと考えている○
待 ･雇用の部分が不安定なので､何とかしてはしい○

その他 ･SSWrが小学校の低学年から関われるような体制を作ってほしいO早い内に関わる方が良い○

･予算の関係もあるが､できれば毎日勤務にしてほしい○1年間の配置でなく､継続が必要であり､SSWrがいなくなると現
状と同じ体制や支援ができなくなる○校長もSSWrからアドバイスをしてもらうことあり助かっている○校長の相談役の部
分もあり､いないと一人では不安であるo次年度も継続して配置してほしいO相互に良い刺激を受けたいし､教員との関係も良いo

･SSWrには､積極的に自分から動いてもらいフル活動してもらっている○授業内にて講演をしてもらった○
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ケース会議の開催と参加は､SSWrにとって重要な

業務の一つであり､コンサルテーションや子どもやそ

の保護者をア ドボケイ トする機会にもなる (門田､

2009)｡校内外のケース会議の合計は､114回で395件

のケースに対応している｡SSWrの会議の参加は､校

内の教職員や外部の関係者にSSWrの役割や視点を理

解してもらう重要な機会になり得る｡会議の開催､参

加が後々の ｢教員からの相談が増えた｣という要因に

なったと思われる｡

個別支援以外の業務では､校内の教員との連携に多

くの時間を割いていることが分かる｡特に学級担任と

の連携が多い｡このことは､日頃子ども達と接する時

間が多いのは担任であることから､SSWrが意識的に

担任と連携をとりながら子ども達の支援について検討

し､相互に役割を分担しチームアプローチの視点で関

わる意識が働いているものと考えられる｡

2.スクールソーシャルワーカーに対するインタビュー

SSWrに対するインタビューから見えてきた現状を

大きく5点に整理し､それぞれを考察する｡

(1) スクールソーシャルワーカーの役割を理解して

もらう動き

うるま市内の学校において初めてのSSWr配置であっ

たため､当初は学校内外や保護者､子ども達からの認

知度が低く､SSWrが先ず優先しているのは､スクー

ルカウンセラーとの違いやSSWrの役割を周りに理解

してもらうという動きである｡このことは､他府県の

SSWrにも見られる同様の動きである (茶屋道らa､

2010)O他機関との連携においても学校にソーシャル

ワークを専門とする職種がいることを理解してもらう

ために直接､他機関を訪れ日常的に情報交換を密に行っ

ている｡関係者との協働関係の構築なしには､ソーシャ

ルワーク業務が展開できないという意識の表れであろ

う｡

(2) 教職員と連携するための配慮

教職員との連携の取り方に､配置当初苦労したこと

が伺える｡教員を尊重しながら教員とは異なる福祉の

f地域研究｣9号 2012年 3月

Ⅳ.考察

1.スクールソーシャルワーカーの業務実態

2名のSSWrの年間業務の実態を見ると､支援した子

どもは小学生と中学生が中心､である｡SSWrの配置が

小学校と中学校となっているので必然と言えよう｡し

かし､そもそもソーシャルワークは限られた期間のみ

の支援でなく､継続的な支援を重視することを考える

と､就学前や義務教育終了後の子ども達との関わりが

少ないということは課題と言えよう｡現実的には幼稚

園から高校にまたがる兄弟ケースが存在することもあ

り､学校の枠を超えた支援の連携が重要になる｡

SSWrの業務が多忙で､時間が割けないという現実も

あろうが､各学校が組織的に連携し子ども達を支援す

るという意識を持つ必要がある｡ソーシャルワーク機

能の中に､外部機関との連携がある｡今後､SSWrが

その役割をさらに積極的に担い､子ども達の将来を見

据えた継続支援の充実を図るべきである｡

SSWrが支援した子ども達の主訴は ｢家庭環境 (児

童虐待を除く)｣が最も多く68件で､その内状況が好

転したのは50件であった｡このことは､子ども達が抱

える課題が家庭環境から起因していることもある中

(石川､2009)､ ｢人と環境との交互作用｣に着眼点を

置き活動するSSWrの専門性がより発揮できたものと

考える｡ただ､支援で解決したとする件数が0件であ

ることを考えると､両親の離婚や経済的な不安等､家

庭間題の背景に様ざまな要因が絡んでいることが推測

でき､問題の解決には時間を要すことが理解できよう｡

個別支援における方法で最も多かったのは､子ども

達や保護者に対する ｢面接｣である｡SSWrが支援を

展開していく上で､子ども達や保護者の話を傾聴し､

それに沿う形で関わるというパー トナーシップの態度

は必然である｡そういう意味で､業務の中で ｢面接｣

が多かったということは､SSWrが子ども達や保護者

に寄り添うことを意識しながら関わっていたことが窺

える｡個別支援の中で､家庭訪問や外部の関係機関と

の連携を図る上でアウトリーチを頻繁に行っているこ

とも分かる｡
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視点を提案し､SSWrが裏方に回るようにしていたこ

とや教職員向けに ｢SSW通信｣を作成し､SSWrの役

割を理解してもらう努力をしている｡また､職員室で

日常的に教職員とおしゃべりしながら､関係をつくる

ことも意識している｡このことは､SSWrが学校内の

教職員との連携なしに業務を遂行することは難しく､

学校内に限らず外部機関とも協働しながら支援を展開

していくことを考えると､配置された初期の段階でそ

の素地作りにかなり気を配りながら時間を割いていた

こがわかる｡それらの動きが､後々のソーシャルワー

ク業務において､関係者と連携を取る上で良い影響を

与える (金環､2008)ことができたと考える｡後半に

なると､教員の方からSSWrに気になる子ども達の相

談が持ちかけられているのも､教職員とSSWrの関係

性が構築された結果であろう｡

(3) 保護者や子どもたちへの配慮

保護者や子ども達に対してもSSWrがどういう存在

なのか伝え､相談内容に関しては全てを学校側に伝え

るのでなく､プライバシーの保護に配慮している｡相

談者からの秘密を守るということを約束することで､

安心して話せる場の提供を意識している｡SSWrとの

信頼関係を構築することを大切にし､先ずは保護者や

子どもたちの話を受容することを意識し､子どもを中

心に関わるようにしていることが分かる｡それらの配

慮が､その後のソーシャルワークの展開に良い影響を

及ぼしたと考えられる｡

(4) 学校内の変化と体制への影響

SSWrが配置されたことによる学校内の変化は､教

員の子どもたちを見る視点が変化したことが挙げられ

る｡SSWrがチームの一員として動くことで､校内体

制が充実し教職員との連携が上手くいき､外部機関と

の連携も増え具体的な支援が展開できている｡さらに､

学級担任がケースを抱え込まず､チーム体制が構築で

き教職員の意識が高まっているようである｡その中で

徐々にSSWrが学校内に受け入れられ､教職員とチー

ムで動き校内で活用されることにやりがいを感じるよ

うになっている｡

また､両校ともSSWrに対する学校長や教職員の理

解度が高く､受け入れ態勢が十分に整えられている｡

このことは､SSWrとは異なる視点を有する学校組織

において､SSWrにとって大きな利益につながること

である｡SSWrに対する理解が低いと､SSWrの持つ

機能を十分発揮できない可能性があり､子どもたちに

対する支援も上手く展開できない状態に陥る｡教職員

との信頼関係の構築は､その後の連携のあり方に影響

を与える (Paula､2001)｡そういう意味において､今

回SSWrが配置された学校の理解度が高かったという

ことは､学校内にてソーシャルワークを展開する上で

非常に有効であったと考える｡ このことは､SSWr配

置以前より､学校内における子ども達に対するソーシャ

ルワーク的な支援の必要性が潜在化していたことも考

えられよう｡

(5) 今後に向けての課題

今後に向けていくつかの改善点が挙げられている｡

主な内容は､雇用条件の整備である｡SSWrの雇用形

態は非正規雇用扱いであり,身分保障が十分されてお

らず､給与体系も不十分である｡このことは､大きな

課題であると強く指摘したい｡SSWrの質を向上的に

担保するためには､その身分を保障しなければならな

い｡給与が不十分ということは､人材の固定化に大き

な影響を及ぼすOソーシャルワークは､人と人のつな

がりを重視しその関係性が鍵になる｡担当者が変わる

ということは､これまで構築された関係が一旦崩れる

ことになりかねない｡そのことは､子どもたちの支援

において大きな不利益となり得る｡SSWrから ｢単年

契約でなく､せめて3年くらいの契約で同じ人を採用

した方が良い｣との指摘や ｢学校と教育委員会がビジョ

ンを持って､SSWrを配置してほしい｣との要望があ

る｡今後､SSWrを正規雇用する動きを教育委員会や

市に強く求めたい｡

3.学校長に対するインタビュー

学校長に対するインタビューから見えてきた現状を

大きく3点に整理し､それぞれを考察する｡
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に配置された初期の頃は､SSWrの存在や役割を周り

に理解してもらうことを強く意識し､教職員と上手く

関係を作ることに気を配っている｡その取り組みが､

徐々にSSWrの学校内での存在の確立や子ども達の支

援の充実にもつながったと考える｡また､SSWrの働

きが教職員の業務負担の軽減に貢献したことは大きく

評価できることである｡教員の多忙さが指摘され休職

者が増える中 (四牟田､2008)､教職員が安心して職

場で働く環境の整備においてもSSWrの存在は大きい

と言えよう｡SSWr自身も学校内にて教職員と連携が

取れることや子ども達の笑顔や成長過程を目の当たり

にし､保護者から感謝の言葉を頂くことで仕事に対す

るモチベーションを維持､向上しているようである｡

そして､何よりもSSWrがパー トナーシップの姿勢で

子ども達に丁寧に寄り添い支援することで､子ども達

がエンパワメントされ､子ども達が抱える課題の緩和､

解決に至っていることが考えられる｡SSWrの存在そ

のものが､子ども達に安心感を提供できているのであ

れば､大きく評価できるところである｡

課題として挙げられる点の一つは､スーパービジョ

ンの強化である｡SSW事業におけるスーパービジョン

体制の重要性や強化の指摘は多くなされており (茶屋

道らb､2010)､うるま市の現状の月1回では不十分で

あろう｡学校の中で一人職種として活動するSSWrに

とって､他校のSSWrと合同で行うスーパービジョン

の時間は､相互の情報交換や共有ができ貴重な時間と

なり得る｡SSWr同士のピア ･スーパービジョンの時

間も設ける等の工夫が必要である｡

二つめは､SSWrの身分の不安定さである｡県内や

他府県の調査においても同様の指摘が多くなされてお

り (蓮井､2009,半羽ら､2009,比嘉､2009)､SSWr

の質を維持するのであれば､そこに働く人材の確保が

必然となる｡より良い人材を確保することが､制度の

充実につながることを考えると､ 身分保障を含め

SSWrが働きやすい環境を整備することは必然である｡

具体的には､社会福祉士や精神保健福祉士というソー

シャルワーカーの国家資格を有する人材を継続的に雇

=r地域研究｣9号 2012年 3月

(1)SSWrが配置されたことによる利点

SSWrが配置されたことにより､保護者や地域の機

関との関係づくりや連携が上手くいったとしている｡

そして､学校内の会議にSSWrが参加することで専門

的な意見が出され､支援の際の具体的な役割分担がで

き､結果として教職員の業務の負担軽減につながり､

勤務に時間的な余裕が生まれたとしている｡課題を抱

える子ども達の支援は､学校内だけでは限界があり､

これまで適切な取り組みの方法を学校現場は把握でき

ていなかったと言えよう｡SSWr配置の高評価は､他

地域での調査でも多く明らかにされており (森下ら､

2010)､うるま市においても同様の結果が出たものと

考える｡SSWrの関わりで､子ども達の抱える課題の

根底のアプローチが可能となり､子ども達の課題が軽

減され､それが教員の業務や精神的な負担の軽減につ

ながったのであろう｡このことは､SSWr配置の大き

な成果として評価できる｡

(2) 学校内の変化

これまで中々進展しなかったケースにSSWrが関わ

ることで､徐々に状況が好転しチームで関わることの

重要性を教職員が感じるようになり､校内体制の信頼

感が増しているようである｡このことは､チームアプ

ローチで関わるSSWrの視点が､学校内において理解

された結果と言えよう｡

(3) スクールソーシャルワーカーへの期待と課題

SSWrが不在になると現体制を維持できないため､

予算面の限界はあるがこの事業を継続的に実施しては

しいとの要望やSSWrの雇用部分の不安定さを解消し

てはしいとの意見がある｡ このことは､SSWrが配置

された1年の間で､学校内にてSSWrの認知度が高まり

その必要性を十分に学校や学校長が理解した結果と言

えよう｡

V.調査のまとめと今後の課題

今回の調査で明らかになったことは､SSWrが積極

的に子ども達との面接の時間をつくり､学校内の教職

員や外部機関の人と連携を取っていることである｡特
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用できるだけの財源確保が必須である｡
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おわリに

本調査は､うるま市におけるSSWr配置初年度の実

態を調査した内容である｡初年度の実態を把握し課題

を抽出したことが､この事業を恒常的に継続していく

上で､重要な基礎的資料になることを期待したい｡

2010年度に配置されたSSWrは､精神科病院での勤務

歴があり社会福祉士と精神保健福祉士の資格を有する

者とスクールカウンセラーとしての勤務歴や上級教育

カウンセラーの資格を有する者であったo現場での豊

富な経験があったからこそ､学校組織の中でこれだけ

の成果を残すことができたことも考えられる｡筆者も

微力ながらスーパーバイザーとしてこの事業に関わら

せて頂いているが､十分なス-パ-ビジョンができて

いるとは言い難い｡

うるま市は､2011年度にさらに1名のSSWrの増員を

決め､2011年度現在､3名の市採用のSSWrと1名の県

採用のSSWrが市内で活動している｡改善すべき課題

も多くあろうが､全体的にうるま市のSSW事業の体制

は他地域よりも充実していると思える｡一人でも多く

の子ども達がより幸せな家庭生活や学校生活が送れ､

自分の将来に向けて希望が持てる生き方ができるよう

になってほしいと切に願う｡その一役を学校組織の一

員として､SSWrも積極的に担っていくことを期待し

たい｡
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沖縄の世界遺産を活用した地域振興

緒方 修*

ReglOnalrevitalizationutilizingtheworldheritageinOkinawa

OGATA Osamu

2011年9月14日～16日､ソーシャル ･マネージメント･システム会議がスリランカの首都コロンボで開かれた｡スリラ

ンカ､日本､アメリカ､台湾､タイ､インドネシアなど10カ国から研究者が集い､建設､水資源､グリーンシステム､

環境､災害早期警報などの分科会に分かれて討議した｡その中の地域活性化部会で以下の発表を英文で行った｡

*国際大会であることを考慮し､沖縄の歴史 ･各地の世界遺産の説明の章をもうけたが､ここでは省いたO会場では

代わりに4分20秒のDVDを上映した｡これは ｢沖縄世界遺産巡り RoundTripforOkinawaWorldHeritage琉

球王国のグスクと精神世界ダイジェス ト｣のタイ トルで､文化経済フォーラム､DigltalVoxCorporatlOnの協力

を得て地域研究所が作成したものである｡

要 旨

沖縄では戦後65年が経っても､なお日本全体の米軍基地の4分の3が集中している｡こうした偏った政治に対抗するか

のように､沖縄の人々は郷土の歴史 ･文化を大事にしている｡地域振興の一つの鍵は､自ら住む土地への誇りであろう｡

沖縄大学の地域貢献の事例の一つとして集中講義 ｢沖縄 ･世界遺産巡り｣を紹介した｡

要 約

沖縄は日本の人口のわずか1% (137万人)が住む最南端の島々である｡そこに世界遺産 ｢琉球王国のグスク及び関連

遺産群｣(2000年登録)がある｡琉球王国はかつて東アジア世界と独自の交易を繰り広げた｡その文化的 ･精神的影響は

今に及んでいる｡音楽や踊り､空手､衣服や焼物など独特の発展を遂げてきた｡2010年には ｢組踊｣がユネスコより無

形文化遺産に登録された｡

講座 ｢沖縄 ･世界遺産巡り｣は､3年前から始まった集中講義である｡タイ トルの ｢巡り｣には ｢巡礼｣の意味を込め

ている｡沖縄の世界遺産は9地域に散在している｡北部が4カ所の城 (グスク)､南部が首里城および近くの遺跡合わせて

3カ所､および識名園 (庭園)と斎場御縁である.遠隔講義として約4時間の教材を作成した｡学生はその講義をインター

ネット経由で見た後､教室での講義､そして各遺跡への視察と続く｡講義が約4日､現地視察は最低でも3日間かかる｡

講師はオムニバスで世界遺産登録に直接携わった考古学者が中心だ｡講座の背景となる文化について述べる｡

15世紀頃に始まった東御廻り (アガリウマ-イ-東を廻る)は ｢巡礼｣の始まりと言っても良いだろう｡｢朝の太陽は

東の太陽の穴から出て､<太陽の道>を昇り､昼には天頂に達し､午後は太陽の道を下って西の穴に入る｣これは東ア

ジアの山地民の宇宙観だ｡同じように古代の沖縄人は､太陽が昇る東の海の彼方に<ニライカナイ>という楽土がある､

と考えた｡太陽神への信仰だO沖縄南部の東にある久高島こそ､ニライカナイに最も近い島ではないか｡そう信じた歴

代の琉球国王も島へ渡って祈った｡沖縄本島で久高島に最も近い霊場が斎場御縁 (セーフア-ウタキ)であるO現在で

*沖縄大学地域研究所所長 法経学部法経学科 ogata@oklnaWa-u.aC.Jp
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は世界遺産の一つに登録されている｡ここは琉球国第一の聖地として聞得大君 (キコエオオキミ-国王の姉妹で最高の

神女)が参拝し､さらに近隣の聖地を巡った｡これらの場所には湧水や大木､川や岩がある｡原初の信仰であるアニミ

ズムに近い｡ある所には水が湧き出し稲が育っている｡そこは鶴が稲穂をくちばしにくわえて飛んできて落としたとさ

れている｡稲作の始まりと言い伝えられている土地だ｡東南アジアにも同じような伝説がある｡稲作がしやすいモンスー

ン地帯に共通する話だろう｡久高島や沖縄南部には野生の稲が生えていたo最初に沖縄に漂着した人々はきれいな水が

湧き出し､そしておそらくは野生の稲や果物が溢れていたこの土地に定着したのだろう｡

東御廻りは､今でも一般の人々が定期的に行っている｡門中 (ムンチュ--家族 ･親戚一同)単位で大型バス等を使

用して回る03-4年に一度のケースが多い0

日本本土の巡礼路では四国遍路がもっとも有名だ｡これは観音菩薩への信仰が基になっている｡菩薩が世の中を救う

ために33の姿で現れるという説だO地域の中で33の聖地を選び出し､順番に回遊するルー トを設定し､巡礼するOこう

した巡礼地は日本全国で600カ所を超える､というO徒歩で半日から数日で回れる小規模のものが多い｡中には66カ所､

つ)の88カ所を原則として徒歩で約2カ月かけて回る｡白装束に身を固め､菅笠をかぶって杖をついて歩く｡日本の元首

相も野党時代に女性スキャンダルが暴露され､四国遍路へ旅立った｡ただし何日間歩いたのか､彼に信仰心があったの

かどうか､は定かではない｡

沖縄にやや遅れて世界遺産に登録された熊野古道は1000年の歴史を持つ巡礼の道だ｡今でも多くの人が森の中の山道

を歩いているOフランス ･スペインのサンチャゴ巡礼路と世界遺産同士の姉妹道となっている珍しい例だ｡

講座 ｢沖縄 ･世界遺産巡り｣は以上のような文化を継承している｡今後の継続によって文化遺産保護や自然環境保護

の普及､さらには地域の振興に役立つものと考える｡

キーワー ド:沖縄､世界遺産､巡礼

Abstract

OkinawawashistoricallyanIndependentnationcalledtheRyukyuKingdom before1879,whlChadvocated

proudlystrongpolltical,economlCandculturaltieswithChinaandAslanContinent.PeopleinOkinawa,de-

scendantsoftheRyukyuKlngdom,havemaintaineditsspirit.Theyhavefostereditstradltionalmusic,dance,

Karate,clothes,potteryandsoonasoutstandingculture.TheWorldHerltageOfthe'lGusukuSitesand

RelatedPropertiesoftheKingdom ofRyukyulcertlfiedbyUNESCO in2000andthelntanglbleCultural

HerltageOfHumanltyKumiodori,traditionalOklnaWanmusicaltheater,in2010areoneofthosereglOnal

propertiesdevelopedthroughhistoricalbackgroundofOklnaWaprefecture.

PeoplelnOklnaWahavebeenconfrontedwithpoliticalInjusticeforalongtime.Itmaybeameansof

theirlivingtocherishtheirownhistoryandcultureagalnStSuchsituation.TheutillzatlOnOftheWorld

HerltageaSregionalpropertiescouldbeawaytotheapproachtowardreglOnalrevitalization.

OkinawaUniversltyaffirmsitsnew declarationofthephilosophyinthe50thanniversaryofestabllSh-

mentln2008,called'■Advancingtowardafuturewlthlocalcommunltyl-.Asthecommitstopursuingtheph1-

losophy,theuniversltyOffersseveralforumstostudentsandcitizens,suchasHWorldHerltageTourln

Okinawa■',

Keywords:OklnaWa,WorldHeritage,pilgrlmage
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1. PILGRIMAGE ROAD

Okinawa prefecture has a particular pilgrim

age road called Agari-umai, which is historically

recognized as a path to the most sacred place in

the local, Sefa-utaki, used over five hundred

years. Actually it is the existence of belief about

Agari-umai, that gave inspiration to the lecture

"World Heritage tour in Okinawa".

Agari-umai

"Sun rises from a hole m the East in the

morning and it goes up the Sun Road. It passes

the zenith in midday and goes down the Sun

Road to the hole in the West."

This is an old cosmic view of hill folks of

East Asia. Just the same, ancient people m

Okinawa believed that paradise was over the sea

where sun rises. It was called Nirai-kanai.

Figure-1 Map of Okinawa

Figure-3 Kudaka Island
Figu re-2 Map of Agari-umai (http://www.city.nanjo.okinawa.jp/agarimawari!guide/10.html)
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Figure-4 Sefa-Utaki

Figure-5 Ukinju-Hainju
(http://www.city.nanjo.okinawa.jp/agarimawari/guide/10.html)

Ancient people had faith in Sun god.

Kudaka Island which is located on the east

side of main Okinawa island has been considered

as god island since the kingdom of Ryukyu (an

cient Okinawa).

Sefa-utaki is the closest sacred place to Kudaka

Island, which was designated World Heritage site.

It was considered as the first sacred place in the

kingdom of Ryukyu and oracle Kikoe-okimi (sis

ter of the king) made her visit on this place and

other sacred places near Sefa-utaki. One can see

springs, big trees, rivers and rocks in these sa-

cred places. Ancient style of religion was based

on Animism.

The pilgrimage hails from 15th century and

nowadays ordinary people practice it regularly.

•
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This is called Agari-umai (visiting to sacred

places in the east part of Okinawa).

In some places, we can see groundwater dis

charge and rice cropping. According to the leg

end, there is a specific place where ancient people

started nce croppmg. The crane legendary

brought nce ear to this place. Similar kinds of

folk story are often heard, in Southeast Asia,

particularly m monsoonal regions. Wild nce

plants used to grow m Kudaka Island and

Southern part of main Okinawa island. People

who stranded on Okinawa settled down in this

area because the land had plenty of groundwater

and was full of wild rice plant and fruits.

Descendants visit these sacred places to worship

ancestors for every three to four years.

2. Lecture "World Heritage tour in Okinawa"

Okinawa University has been offering a lec

ture "World Heritage tour in Okinawa" for past

three years. The title of the lecture has the mean

ing of "pilgrimage". The World Heritage of the

"Gusuku Sites and Related Properties of the

Kingdom of Ryukyu" includes nine sites; four

sites in northern part of Okinawa and three sites

in southern part of Okinawa, and Shikinaen and

Sefa-utaki.

As a distance learning lecture I developed

four-hour teaching materials for students. After

taking lectures via internet and attending the

class, students will go on a short study tour to

these sites. At least four days will be taken to

complete the lecture. Lecturers were chosen from

archaeologists who were involved in designating

the world heritage. Firstly, I will briefly explain

history of Okinawa and then I will introduce

•
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these related historical remams.

3 . To understand the World Heritage in

Okinawa

(ffiBe&lf~jlWF*B:fr:stc~~I;t'§~, {~b IJ I::DVD

~i~ lJ.:.)

4. Picture: Students in the fields of "World

Heritage tour in Okinawa"

Participants in the tour are about forty stu

dents; the number was restricted by the capacity

of bus seats. Most of them were born and grown

up in Okinawa, but it was their first time to tour

around the world heritage sites. It is necessary to

acknowledge the local history for recognizing the

worth of 'Gusuku' ruins and related properties de

clared as the World Heritage. (Otherwise, valu

able World Heritage sites are just looked as a pile

of debris.) In other words, the historical excel

lence of the World Heritage sites in Okinawa is

Figure-6 Shuri-jo site

Figure-7 Shikinaen

•
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the reason for its international accreditation as

the World Heritage. History of Okinawa as an in

dependent nation called the Ryukyu Kingdom

tells us that a unique cultural style like the con

struction of Gusukus had developed through ac-

tive interaction with overseas nations in Asia.

Portuguese Tome Pires described in his book

'Suma Oriental' Ryukyu traders who came to

Malacca in 16th century as follows, "People m

China and other Asian countries talk about

Lequeos, Ryukyu traders, just in the same way

people in Europe talk about Milanese". Thus the

formation of its unique history and culture at

tracts the people from mainland of Japan as well

as abroad to visit Okinawa. Okinawa's strength

does lie in it: How much valuable is it for the

tourism? And what are the regional properties

appropriately utilized for regional revitalization?

The pride of our own history and culture could

provide the answers to these questions. Students

become aware of that through the lecture "World

Heritage tour in Okinawa".

Figure-8 Nakijin-jo site

Okinawa failed to develop manufacturing m

dustries in the local, unlike mainland of Japan.

As a result, young people in Okinawa mostly get

jobs in the service industry. I hope that more

young people have a chance to work in the tour

ism sector rather than in the U.S. military bases

•
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lnOklnaWa.Employmentinthemilitarybasesis

sotosay negativeheritageandshouldnotbe

promoted.

Figure-9 Katsuren･josite

5.cuJtureofpilgrlmage

ReliglOuStraditionsocalled●-cultureofPI卜

grimageHiswidespreadnotonlyinOkinawabut

alsoaroundJapan.Finally,Iwillintroducethe

mostfamousShikokuPllgrlmage.

Japanesehavea faith in Kannon Bosatsu

(theBuddhaofCompassion).Aslegendgoes,it

appearstothisworldin33formstosavepeople.

Thuspeoplepickedout33sacredplacesandmake

apilgrlmagetOworship.AroundJapan,thiskind

ofplaceforpilgrlmageCOuntStO600. 1ttakes

from halfadaytoafew daystowalkandto

worshiptheseplaces.SomepilgrlmageSmayhave

66places,andother1,000placesincludingtemples

andshrines.Inthiscaseittakesfewmonths.The

ShikokuPilgrimageisthemostfamousone.88

placesshouldbevisitforalmost2months.People

whomakeapilgrlmageShouldwearwhitecloth-

1ngandasedgehatwithawalkingstick.Prime

MinisterKanoncemade apilgrlmageWhenhe

belongedtooppositlOnpartybecauseofhlSin-

volvementlnascandal.However,Iam notsure

howlongdidittakeforhim tocompletethepi1-

grlmageandwhetherhehadareliglOuSmind.

Figure-10 Whiteclothing

Figure111 AmapofTheShikokuPilgnmage

報告の後､スイスのヌシヤーテル大学の元学長､デ

ニス ･マイヨ一教授から ｢素晴らしい試みだが､その

インフラはどうして作ったのか｣と質問された｡イン

フラの意味が､集中講義 ｢沖縄 ･世界遺産巡り｣の講

義自体の組み立てのことか､それとも沖縄の世界遺産

そのもののことか､分からずその場で明快な答えが出

来なかった｡その後､バスの中などで話し合ううちに､

北スペインのサンチャゴ ･デ ･コンポステーラの話題

が出た｡｢あれこそが典型だよ｣､と言われた｡12世紀

から続くサンチャゴ巡礼は､観光の発祥の地､歴史遺

産が現在のツーリズムを支えている例だ｡サンチャゴ･

デ ･コンポステーラは人口約13万人､そこに800万人

～1100万人の観光客が訪れる｡昔の巡礼のように歩い

てくる人が約10万人｡小さな街だが､17の博物館 ･美

術館がある｡巡礼博物館を訪ねると熊野古道のわらじ

が展示されていた｡サンチャゴ路と熊野古道は､世界
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遺産同士の姉妹巡礼路ともなっている｡沖縄大学で始

めた講座名を ｢沖縄 ･世界遺産巡り｣としたのも巡礼

の意味を込めている｡マイヨ一教授からは著書を送っ

てくることになっている｡機会があれば関連部分を翻

訳し､掲載したい｡

この稿は緒方が日本語で書いたものを､寺井敦子､

浜川智久仁が分担して翻訳｡ディリープ ･チャンドラ

ラールが監訳した｡校正 ･レイアウトは仲宗根礼子が

担当した｡各氏に感謝を捧げる｡
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